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10　へき地医療

目指す姿

▶ へき地においても保健医療サービスを継続して受けることができる

取組の方向性
　（１）へき地における医療の確保
　（２）へき地における医師確保の推進
　（３）救急医療支援体制、保健・医療・福祉の連携強化

　へき地における医療の確保については、昭和31年度（1956年度）以来、11次にわたって「へ
き地保健医療計画」を策定し、対策を講じてきたところです。
　しかし、へき地保健医療対策は、ドクターヘリによる救急医療提供体制など地域医療の取
組と連動していることから、今後、へき地保健医療対策は保健医療計画(へき地医療)に統合
し、一体的に対策を講じていくこととします。

現状と課題
（１）へき地、無医地区＊等の状況
○�　平成26年(2014年)10月現在、無医地区が２市(甲賀市、高島市)に３地区、無医地区に準
ずる地区(準無医地区)が４市(東近江市、近江八幡市、長浜市、高島市)に10地区あります。
○�　平成22年(2010年)時点と比較し、無医地区が１地区減少する一方、準無医地区は６地区
増加し、無医地区等の住民数は2,144人となっています。

表３－３－10－１　無医地区等の状況

市　町　名
無　医　地　区　等

地　区　数
住民数（人）

無医地区 準無医地区
甲　　賀　　市 2 － 357
東　近　江　市 － 1 473
近 江 八 幡 市 － 1 311
長　　浜　　市 － 6 816
高　　島　　市 1 2 187

計 3 10 2,144
� 出典：平成26年「無医地区等調査」（厚生労働省）

（２）へき地における医療の確保の状況
○�　へき地医療支援機構＊を設置し、へき地医療拠点病院に対する医師派遣の要請、へき地
医療従事者の研修計画の策定、へき地医療の総合的な診療支援事業の企画・調整などを行
うとともに、長浜市立湖北病院がへき地医療対策にかかる各種事業を実施しています。
○�　本県では、無医地区等への巡回診療の実施、へき地診療所＊への代診医の派遣、へき地
医療従事者の支援・研修などをへき地医療支援機構の企画・調整のもと、へき地医療を支援
するため長浜市立湖北病院、高島市民病院の２病院をへき地医療拠点病院に指定しています。



−150−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

○　へき地診療所は、７市に14診療所が設置されています。

（３）へき地における医師確保の状況
○�　長浜市立湖北病院が長浜市の無医地区等の巡回診療を、高島市民病院が高島市の無医地
区等の巡回診療とへき地診療所(高島市民病院朽木診療所)への代診医派遣を、甲賀市立信
楽中央病院が甲賀市の無医地区等の巡回診療を実施しています。
○�　へき地医療拠点病院等に自治医科大学卒業医師を派遣しています。
○�　へき地医療においては総合的な診療能力を有する医師が求められており、引き続き確保
に努めています。

（４）へき地医療支援の状況等
○�　へき地においては、救急医療体制の確保が特に重要であり、へき地医療拠点病院などが
二次救急医療機関として対応していますが、無医地区等は医療機関から遠方では約25㎞離
れており、山間部が多い地理的条件があり、救急車での搬送は時間を要します。
○�　平成27年(2015年) ４月から京滋ドクターヘリが運航を開始し、へき地においても30分以
内に救急医療を提供できる体制が整いました。
○�　へき地医療の充実には、へき地医療支援機構、へき地医療拠点病院、へき地診療所、地
域の医師会や病院などの相互の連携が求められます。
○�　へき地は高齢者比率が高い状況にあり、高齢者に対する保健・医療・福祉が一体となっ
た取組が必要です。
○�　へき地医療拠点病院では医師確保が難しく、へき地診療所への巡回診療や代診医派遣に
ついて医師派遣が困難な状況にあります。



−151−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

図３－３－10－２　へき地医療の体制図

表３－３－10－３　へき地診療所の状況（平成29年１月１日現在）
二次保健
医療圏名 診　療　所　名 診療科 医師数 1週あたり

開院日数

大　　　津
保健医療圏 大津市国民健康保険葛川診療所 　内科、小児科 非常勤１ 4

甲　　　賀
保健医療圏 甲賀市立信楽中央病院朝宮出張診療所 　内科、外科 非常勤１ 1

東　近　江
保健医療圏

東近江市永源寺東部出張診療所 　内科、小児科 常勤１ 0.5

近江八幡市立沖島診療所 　内科、小児科 非常勤１ 1

湖　　　北
保健医療圏

吉槻診療所 　内科 常勤１ 2

板並出張診療所 　内科 常勤１ 1

中之郷診療所 　内科、小児科 非常勤１ 4

中之郷診療所今市出張診療所 　内科、小児科 非常勤１ 0.25

中之郷診療所上丹生出張診療所 　内科、小児科 非常勤１ 0.25

塩津診療所 　内科、小児科 常勤１ 4.75

永原診療所 　内科、小児科 常勤１ 2.5

永原診療所菅浦出張診療所 　内科、小児科 （兼）常勤１ 0.25

浅井東診療所 　内科、小児科、皮膚科 常勤3、非常勤1 5

湖　　　西
保健医療圏 高島市民病院朽木診療所 内科、小児科、外科 常勤１、非常勤1 5

� 出典：平成28年度「へき地医療現況調査」（厚生労働省）

○無医地区などへの巡回診療の実施
○へき地診療所への代診医の派遣
○へき地医療従事者への支援など

○無医地区等における医療の提供
○専門的、高度な医療を必要とする場合

の救急医療支援、搬送体制の確保など

○保健指導の推進
○保健・医療・福祉の一体的な支援体制

の構築など

○へき地医療対策における総合的な
企画・調整および実施など

へき地医療拠点病院

へき地医療の支援

行政機関などによる支援

へき地診療

保健指導など

連携

支援

へき地医療支援機構など

へき地診療所

市町、保健所など

緊急時の連携

へき地
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具体的な施策

（１）へき地における医療の確保
ア　へき地医療支援機構を中心としたへき地医療の推進
　�　へき地医療支援機構は、へき地医療拠点病院などとの連携を強化し、へき地医療対策に
おける総合的な調整機関として、へき地診療所への代診医派遣や診療所医師への研修の実
施により、へき地における医療水準の向上、診療体制の充実を図ります。

イ　無医地区等への巡回診療による医療の確保
　�　へき地医療拠点病院は、計画的な巡回診療を実施し無医地区等における医療の確保を図
るとともに、県はへき地医療拠点病院およびへき地診療所の運営が安定して行えるよう、
引き続き支援を行います。

ウ　へき地医療拠点病院に対する評価・検討
　�　県は、へき地医療拠点病院が実施する巡回診療や代診医派遣等の実績に対して評価を行
い、へき地医療拠点病院の指定について追加、見直しも含めた検討を行うことにより、医
療資源を有効に活用したへき地医療の確保に努めます。

（２）へき地における医師確保の推進
ア　自治医科大学卒業医師の派遣
　�　県は、自治医科大学卒業医師をへき地医療拠点病院等に引き続き派遣するとともに、義
務年限経過後における継続勤務を働きかけ、県内での定着が図られるよう努めます。

イ　へき地医療支援機構による代診医の派遣
　�　へき地医療支援機構は、へき地診療所からの代診医の派遣要請に基づき、医師をへき地
診療所へ派遣します。
　�　また、へき地勤務医に対し、医療水準の向上、医療機器の進歩等に対応することができ
るよう、研修機会の確保に努めるなど診療支援に努めます。

ウ　へき地医療における総合的な診療能力を有した医師の養成・確保
　�　県は、「キャリア形成プログラム」を策定し、それに基づく医師養成に取り組むことに
より、在宅医療を支え、総合的な診療能力を有した医師の養成・確保に努めます。
　�　また、研修医にへき地医療の体験の機会を提供するなどへき地を含む地域医療への理解
を図るとともに、「キャリア形成プログラム」においてへき地での診療も含んだ研修プロ
グラムの検討を行い、へき地医療拠点病院や滋賀医科大学医学部附属病院をはじめとする
専門研修における県内の基幹施設と連携し、へき地診療所勤務医師の養成・確保に努めます。

エ　医師キャリアサポートセンターとへき地医療支援機構との連携・協力
　�　県は、医師の確保・養成についてより効果的な支援を行えるよう、滋賀県医師キャリア
サポートセンターとへき地医療支援機構との連携・協力についても検討を行います。

（３）救急医療支援体制、保健・医療・福祉の連携強化
ア　救急医療支援体制の確保
　�　県は、へき地医療拠点病院、へき地診療所、地域の医師会や病院、救命救急センターな
どとの連携を図るとともに京滋ドクターヘリを活用して、へき地における救急医療体制の
確保に努めます。
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イ　保健・医療・福祉の連携強化
　�　県は、保健・医療・福祉が一体となった総合的なへき地保健医療支援体制の構築を目指
し、在宅医療を推進するとともに、地域包括ケアシステムの構築に努めます。

ウ　へき地医療への理解の促進
　�　県は、医療従事者や医学生、地域住民に対し、へき地医療に関する情報を普及・啓発し、
へき地医療への理解に努めます

≪数値目標≫

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

へき地医療拠点病院からへき地診
療所への巡回診療延べ日数（年間） 47.5日 50日 現状の維持、増加

を目指す
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図３－３－10－４　へき地保健医療対策現況図（平成29年（2017年））
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11　在宅医療

目指す姿

▶  県内のどこに住んでいても、本人の意思に添って、住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最終段階まで安心して続けることができている

▶ 本人が望む場所で、人生の最終段階におけるケア、看取りができている

取組の方向性
　（１）入退院と在宅療養との切れ目ない円滑な連携の促進
　（２）在宅療養を支援する医療資源の整備・充実とネットワーク活動の促進
　（３）新たな在宅医療ニーズに対応できる人材の育成とスキルアップの仕組みの構築
　（４）�本人が望む場所での日常療養から人生の最終段階におけるケア、看取りが可能な� �

体制づくり
　（５）在宅療養を支援する多職種･多機関連携をコーディネートする拠点機能の充実
　（６）本人の暮らしを中心に据えた医療福祉の推進

現状と課題
（１）在宅医療ニーズの状況
○�　平成28年度（2016年度）に実施した「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査」によると、
将来介護が必要になったときに介護を受けたい場所については、「自宅で介護してほしい」
が29.1％と最も多く、また、人生の最終段階を迎えたい場所については、「自宅」が
41.9％で最も多くなっています。
○�　人生の最終段階の療養場所については、「自宅での療養を中心に療養して、必要になれ
ば緩和ケア病棟に入院したい」などの自宅での療養を希望する人が61.2％と多くを占めて
います。
○�　平成27年度（2015年度）に策定した滋賀県地域医療構想では、平成25年（2013年）に9,278
人／日であった在宅医療等の医療需要（医療機関所在地ベース）が、平成37年（2025年）
には13,995人／日と約1.5倍に増加すると推計されています。
○�　高齢者人口の増加とともに独居高齢者や高齢夫婦世帯の増加が見込まれる中で、増大す
る在宅医療ニーズに対応していくためには、医療と介護の一体的な提供により県民が安心
して在宅療養でき、人生の最終段階を希望どおりに迎えられる体制を整備するとともに、
県民への在宅療養に関する情報提供や人生の最終段階の迎え方を考える機会となる啓発が
必要となっています。

（１）在宅医療の対象者の状況
ア　要介護・要医療高齢者の状況
　○�　介護保険の第１号被保険者の要介護･要支援認定者＊数は、平成28年度（2016年度）
約60,000人が平成32年度（2020年度）には67,000人を超え、平成37年度（2025年度）に
は約78,000人になると推計されています。

　○�　平成27年（2015年）病院報告（厚生労働省）では、本県における病院の一般病床の平
均在院日数は、平成22年（2010年）17.9日から、平成27年（2015年）16.4日と年々短縮
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しており、在宅での療養を必要とする人が増えることが予測されます。
　○�　平成26年（2014年）患者調査（厚生労働省）によると、65歳以上の高齢者では、入院

では「脳血管疾患」「悪性新生物（がん）」「心疾患」、外来では「高血圧性疾患」などと、
慢性疾患による受療率が高くなっています。

　○�　特に、75歳以上の高齢者は、慢性疾患による受療率が高いほか、複数の疾病にかかり
やすい、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有していることから、
医療ニーズと介護ニーズを併せ持ち、自宅や地域で疾病や障害を抱えつつ生活を送る高
齢者が今後も増加していくことが予測されます。

イ　指定難病＊受給者、特定疾患＊受給者、小児慢性特定疾病児童等および障害者の状況
　○�　指定難病受給者、特定疾患受給者、小児慢性特定疾病児童等や在宅の重症心身障害児

者数が増加しており、今後も在宅療養支援を必要とする人の増加が見込まれます。
ウ　在宅死亡者の状況
　○�　死亡者のうち自宅で死亡した人の割合は、平成28年（2016年）14.0％で、全国の

13.0％より高くなっていますが、平成28年度（2016年度）の県民意識調査で自宅を希望
すると答えた41.9％とは大きな差が生じています。

　○�　在宅療養支援診療所＊の患者のうち自宅での死亡者数は、平成28年（2016年）７月１
日～平成29年（2017年）６月30日の１年間で626人となっており、５年前の366人と比べ
ると約1.7倍に増加しています。

エ　在宅療養者の状況
　○�　滋賀県国民健康保険団体連合会のレセプトデータによると、平成28年度（2016年度）

に在宅医療に関する医療保険および介護保険のレセプトの請求対象となった患者の実人
員は表３－３－11－１のとおりとなっています。

表３－３－11－１　在宅医療に係る患者の実人員 （単位：人）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
訪問診療（国保・後期） 7,494� 7,888� 8,235� 8,952�
訪問歯科診療（国保・後期） 2,765� 4,420� 5,509� 6,089�
訪問薬剤（国保・後期・介護） 1,339� 1,692� 2,233� 2,757�
訪問看護（国保・後期・介護） 8,721� 9,411� 10,011� 10,895�
訪問リハビリ（国保・後期・介護） 1,810� 1,823� 1,884� 2,085�
訪問歯科衛生指導（国保・後期・介護） 1,679� 2,576� 3,095� 3,547�
訪問栄養食事指導（国保・後期・介護） 16� 20� 34� 47�
� 　※：「国保」は国民健康保険分、「後期」は後期高齢者医療分、「介護」は介護保険分を示す

　○�　平成29年（2017年）６月に病院の地域連携部署を対象に行った「退院時の訪問看護連
携内容調査」によると、主病名･状態では、がん25%、精神疾患11%、心不全９%、脳
血管疾患８%、腎疾患６%が上位を占めています。求められるケア内容は、人工肛門管理、
褥瘡処置、栄養（経管含む）管理、人工呼吸器管理、血糖管理が中心となっています。
また、24時間365日の緊急時を含む対応や、再発を繰り返しやすい誤嚥性肺炎、心不全
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に対する予防的関わり、独居や介護力の弱い世帯への支援に対するニーズが高い状況です。
　○�　疾病構造の変化や医療技術の進歩、QOL向上を重視した医療への期待の高まり等に

より、在宅医療ニーズは増大かつ多様化しており、医療依存度の高い在宅療養患者に対
応できるよう、24時間往診、訪問看護等の体制構築や医療福祉を担う人材の確保と更な
るスキルアップ、病院看護師と訪問看護師等の連携による再発予防や再入院時の関わり
などが必要となっています。

（３）在宅療養を支える医療資源の状況
○�　在宅療養を支える医療資源の状況は下表のとおりです。平成29年（2017年）10月現在で
は、在宅療養支援診療所＊137か所、在宅療養支援病院＊９か所（大津赤十字志賀病院、琵
琶湖大橋病院、ひかり病院、南草津病院、甲南病院、甲賀市立信楽中央病院、ヴォーリズ
記念病院、長浜市立湖北病院、今津病院）、在宅療養後方支援病院＊５か所（地域医療機
能推進機構滋賀病院、公立甲賀病院、彦根中央病院、彦根市立病院、高島市民病院）、訪
問看護ステーション＊102か所などと、在宅療養を支える医療資源は着実に増加していま
すが、今後増大する在宅医療ニーズに対応するためには、更なる充実が必要となっています。

表３－３－11－２　在宅療養を支える医療資源の状況
調査日 合計 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 出典

在宅療養後方支援病院数＊ H29.10.1 5 1 0 1 0 2 0 1 近畿厚生局
在宅療養支援病院数＊ H29.10.1 9 3 1 2 1 0 1 1 近畿厚生局
在宅療養支援診療所数＊ H29.10.1 137 54 27 6 21 6 15 8 近畿厚生局
無床診療所数 H29.4.1 1,039 278 258 88 143 115 119 38 医療政策課
有床診療所数 H29.4.1 40 12 12 4 7 2 2 1 医療政策課
在宅時医学総合管理料＊ H29.9.1 209 77 42 15 26 15 24 10 近畿厚生局
歯科診療所数 H29.4.1 560 138 136 52 84 65 65 20 医療政策課
在宅療養支援歯科診療所数＊ H29.10.1 69 13 20 5 13 6 5 7 近畿厚生局
訪問診療を行った歯科診療所数 H29.9月 120 - - - - - - - 滋賀県歯科医師会
薬局数 H29.4.1 586 131 143 59 90 73 67 23 薬務感染症対策課
在宅医療支援薬局数 H29.3.31 163 39 31 19 31 17 22 4 滋賀県薬剤師会
居宅介護支援事業所数＊ H29.10.1 484 143 101 43 70 52 57 18 医療福祉推進課
通所介護事業所数 H29.10.1 278 55 58 26 50 32 48 9 医療福祉推進課
通所リハビリテーションを行った事業所数 H29.8月 73 19 13 7 15 4 11 4 医療福祉推進課
訪問看護ステーション数＊ H29.10.1 102 26 23 11 12 9 16 5 医療福祉推進課
訪問介護事業所数 H29.10.1 344 111 78 25 42 38 39 11 医療福祉推進課
介護老人福祉施設数＊ H29.10.1 86 15 14 12 16 11 13 5 医療福祉推進課
短期入所生活介護事業所 H29.10.1 104 23 21 12 18 10 12 8 医療福祉推進課
介護老人保健施設数＊ H29.10.1 35 8 6 5 7 2 5 2 医療福祉推進課
短期入所療養介護事業所 H29.10.1 39 9 7 5 8 3 5 2 医療福祉推進課

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

○�　滋賀県医療機能調査（平成29年６月）の結果によると、往診は18病院（32.1%）、382診
療所（47.9％）、訪問診療は23病院（41.1%）、303診療所（38.3%）が実施しています。
○�　平成28年度（2016年度）中に在宅で看取った実績がある医療機関は、15病院（27.3%）、
249診療所（32.4%）でした。体制はあるが実績がなかったところを含めると、看取る体
制がある医療機関は、19病院（34.5%）、311診療所（40.4%）となっています。
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○�　在宅療養患者の後方支援として、急変時対応の入院のために病床を常に確保しているの
は11病院（20.4％）、病床が空いていれば受け入れるのは32病院（59.3％）となっており、
レスパイト入院のために病床を常に確保しているのは４病院（7.4％）、病床が空いていれ
ば受け入れるのは37病院（68.5％）となっています。
○�　診療所において在宅医療を担うために必要な条件整備として「必要だと思う」と回答が
多かったのは、病院や診療所、薬局、訪問看護ステーションとの連携、地域医師会単位の
ネットワーク、専門医からのアドバイスが受けられる体制などとなっています。

（４）在宅ネットワークの状況
ア　退院調整部署の設置
　○�　「医療機関における地域医療連携に関する状況調査」（平成29年５月）によると、県内

57病院中55病院（96.5%）が退院調整部署を設置しています。　
イ　病院と介護支援専門員の連携（入退院支援ルールの運用）状況
　○�　平成27年度（2015年度）から、全ての二次保健医療圏域において病院と介護支援専門

員の連携ルールを策定し、入院時から退院に向けたスムーズな連携を図っています。
　○�　「病院と介護支援専門員の連携に関する調査」（平成29年（2017年）６月）では、入院

時に介護支援専門員から病院へ情報提供を行った率は83.9％、退院時に病院から介護支
援専門員への引継ぎを行った率は89.7％と医療・介護の情報連携の取組は進んできてい
ますが、暮らしを分断せず、入院前から退院後の在宅療養環境や本人・家族の状況を見
据えた支援を行うためには、多職種・多機関連携の更なる促進が必要となっています　

ウ　地域連携クリティカルパスの運用状況
　○�　平成29年（2017年）５月に行った調査によると、地域連携クリティカルパス＊を利用

している病院は、県内57病院中、脳卒中32病院、がん21病院、糖尿病７病院、急性心筋
梗塞４病院となっています。

エ　在宅療養を支える多職種連携の活動
　○�　県内では多職種で研修や事例検討等を行う約50の研究会や勉強会等の集まりがあり
（平成29年（2017年）３月現在）、多職種連携による在宅療養・看取り支援の充実を目的
とした活動が行われています。

　○�　市町単位での在宅医療・介護連携の推進に向けて、平成29年（2017年）１月現在で14
名のコーディネーターが市町や医師会等により各連携拠点に設置され、在宅療養を支援
する活動が行われています。

　○�　在宅療養を支える関係機関や職能団体において、組織内での在宅療養に対する理解の
促進や、他職種･他機関に対する役割理解と連携を深め、多職種連携の活動を更に充実
していく必要があります。

具体的な施策

（１）入退院と在宅療養との切れ目ない円滑な連携の促進
○�　病院と在宅療養とをつなぐ入退院支援ルールを効果的に運用し、病院と介護支援専門員
との間の情報連携の量と質の向上を図るなどして、暮らしを分断しない外来・入院治療、
退院支援、在宅療養を支援する医療介護連携体制の構築を図ります。
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○�　入院前から退院後の在宅療養を見据えた支援が行えるよう、病院の退院支援機能の強化
に向け、病院看護師に対する研修の実施や訪問看護体験等の取組を支援します。
○�　急性期、回復期、慢性期の医療が患者の回復状態に応じて切れ目なく提供されるよう、
医療関係者が患者情報を共有するための地域連携クリティカルパスの活用を促進します。

（２）在宅療養を支援する医療資源の整備・充実とネットワーク活動の促進
○�　24時間往診、訪問看護の提供が可能な体制を確保している在宅療養支援診療所をはじめ、
在宅医療を担う診療所（医科、歯科）や訪問看護ステーション、薬局等の整備・充実を図
ります。
○�　在宅療養を支援する多職種が、支援目的を共有し、互いの機能を引き出し高め合えるよ
う、顔の見える関係づくりの支援や市町の地域リーダーの活動強化に向けた研修会や交流
会の開催等により、ネットワーク活動の促進を図ります。
○�　複数の医師、看護師や薬剤師などが連携して、24時間の対応を可能とする体制づくりを
促進し、在宅療養者を支えるとともに、家族の不安の軽減を図ります。
○�　在宅療養中の急変時や、家族のレスパイト＊のための後方支援病院や有床診療所等の確
保に努めます。

（３）新たな在宅医療ニーズに対応できる人材の育成とスキルアップの仕組みの構築
○�　在宅チーム医療に取り組む医師の増加に向けたセミナーの開催や、新たに在宅医療を始
めようとする医師が訪問診療に同行体験する機会の提供などにより、在宅医療に携わる医
師の増加を図ります。
○�　複数の疾患や合併症を持つ高齢者等に対応できる総合的な診療能力を有し、身体の状態
だけでなく心理的・社会的問題も含めて継続的に診察し、必要に応じて専門医に紹介する
ことができるかかりつけ医の確保・定着・育成に対する支援を行います。
○�　訪問看護の量と質の向上を図るため、訪問看護ステーションの開設支援や機能強化、訪
問看護師の人材確保やキャリアアップに向けた取組を支援します。
○�　診療所で働く看護師については、地域において患者の在宅療養を医療的視点からサポー
トし、また介護施設で働く看護師については、利用者の病状観察や急変時の対応を行う等、
いずれもその担うべき役割は重要であることから、関係団体とともに実態の把握や必要な
研修などを行いながら、更なるスキルアップを図ります。
○�　人工呼吸器、経管栄養（胃ろうや中心静脈栄養等）、人工肛門など医療的管理を要する
在宅療養者に対応できるよう、訪問看護師の実践力を向上する研修や特定行為＊を適切に
行うことができる看護師の育成、医療的ケアを実施できる介護職員の計画的な養成、介護
支援専門員の医療的ケアの知識向上のための研修等を通じて、新たな在宅医療ニーズに対
応できる人材の育成や資質の向上を図ります。
○�　在宅療養を多職種のチームで支えるため、訪問歯科診療等を行う歯科医師、訪問指導等
を行う薬剤師、訪問栄養指導等を行う管理栄養士、地域リハビリテーション＊を推進する
リハビリテーション専門職、訪問による歯科口腔ケアを実施できる歯科衛生士など、関係
機関・団体と協力しながら、在宅療養を支える人材の確保・育成を図ります。
○�　多職種による在宅医療チームの質の向上を図るため、チームケア教育プログラムの開発
検討や多職種連携共通人材育成研修（在宅シミュレーション研修）などの取組を支援します。
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（４） 本人が望む場所での日常療養から人生の最終段階におけるケア、看取りが可能な体制づくり
○�　住み慣れた地域･在宅での療養･看取りを推進するため、二次保健医療圏域ごとに多職種
で協議を行いながら、地域特性に応じた支援体制づくりを進めます。
○�　人生の最終段階において、多職種のチームアプローチにより本人の意向を尊重した意思
決定支援ができるよう、研修会を開催するなどして医療福祉関係者の資質の向上を図ります。
○�　増加する介護施設での看取りに対応できるよう、老人福祉施設等の介護職員を対象とし
た研修会やグループワーク等を開催し、看取り介護技術の向上や人の死に直面する職員の
精神的不安の軽減を図ります。
○�　人生の最終段階におけるケアに関する知識や経験の豊富な診療所や訪問看護ステーショ
ンなどの地域の医療人材・機関が、介護施設での看取りについて助言・支援できる体制が
構築できるよう、関係者間調整を行います。

（５）在宅療養を支援する多職種･多機関連携をコーディネートする拠点機能の充実
○�　市町単位での在宅医療・介護連携を推進するため、必要な医療・介護情報の集約と発信、
退院時における在宅療養を支援する多職種チームへの適切なつなぎ、日常の在宅療養の課
題共有や解決へ向けた協議等が円滑に進められるよう、これらの取組をコーディネートで
きる人材の育成や環境づくりを支援し、在宅療養を支援する拠点機能の充実を図ります。
○�　暮らしを中心とした医療・介護連携の推進に向けて、市町が目指す姿を描きながら多職
種・多機関の協働のもとで計画的に推進できるよう、市町に対するヒアリング等を通じた
現状把握を行うとともに、各種情報提供や意見交換を行う場の設定や必要な研修会の開催、
医療福祉アドバイザーの派遣等により、市町の取組を支援します。
○�　市町が地域の課題を踏まえ、課題に応じた対応策を実施できるよう、地域の現状把握、
課題分析に必要な在宅医療･介護連携に係るデータの提供や分析に対する支援を行います。
○�　切れ目のない在宅医療・介護の提供体制に向けて、健康福祉事務所が中心となって、圏
域の提供体制の構築や地域医師会など関係団体との連携体制づくりを促進します。
○�　医療福祉関係者が情報共有して緊密に連携できるよう、ＩＣＴを活用した多職種・多機
関で情報連携を行う基盤づくりを支援します。

（６）本人の暮らしを中心に据えた医療福祉の推進
○�　自分らしい暮らしを人生の最終段階まで続けることを目的とし、本人の暮らしを中心に
据えた医療福祉サービスが多職種・多機関の連携によって提供されるよう、医療福祉の関
係者・関係機関とともに協議や必要な研修の開催などを行いながら、一体となって推進し
ます。
○�　かかりつけの医師、看護師、薬剤師等を持つなど、限られた医療・介護資源を暮らしの
中でどのように活用すれば、人生の最終段階を迎えるまで自らが望む形で暮らし続けるこ
とができるかについて、県民自らが考えて行動できるよう、県民に対する情報発信やフォー
ラムの開催等により普及・啓発を行います。
○�　在宅医療の現状、多職種の役割、多職種チームの活用の仕方等について、地域の多職種
チームが地域の集まりに出前講座を開催する等して、必要時に県民が地域の多職種チーム
にアプローチできる関係の構築を促進します。
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○�　どれだけ自分らしい満足した暮らしをすることができているか（QOL：クオリティ・
オブ・ライフ）、どのようにすれば満足な死を迎えることができるか（QOD：クオリティ・
オブ・デスもしくはダイイング）について本人が主体的に考え、日常療養、急変時の対応
など、暮らしの中で具体的なイメージを持ちながら、本人が望む形での在宅療養・看取り
が実現できる地域を創造するため、医療福祉サービス関係者をはじめ県民や行政等が参画
し、ワーキング会議の開催や県民への普及啓発等を行う活動を支援します。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

訪問診療を実施する
診療所・病院数

診療所 322（H28） 414 在宅患者訪問診療を算定した医
療機関数（国保連データ）病　院 23（H28） 29

入退院時における病
院と介護支援専門員
との情報連携率

入院時 83.9％（H29） 95.0% 病院と介護支援専門員の連携に
関する調査退院時 89.7％（H29） 100%

在宅療養支援病院数 ９病院
（H29.10） 12病院 診療報酬施設基準届出

（近畿厚生局）

在宅療養支援診療所数 137診療所
（H29.10） 170診療所 診療報酬施設基準届出

（近畿厚生局）

在宅療養支援歯科診療所数 69歯科診療所
（H29.10） 80歯科診療所 診療報酬施設基準届出

（近畿厚生局）

24時間体制をとっている
訪問看護ステーション数

90か所
（H29.10） 102か所 訪問看護ステーション実態調査

（滋賀県看護協会）

在宅医療支援薬局数 163か所
（H29） 全薬局の50% 滋賀県薬剤師会調査

在宅ターミナルケアを受けた
患者数

694
（H28） 893

在宅ターミナルケア加算を
算定した年間実人数
（国保連データ）
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12　認知症

目指す姿

▶  誰もが認知症の有無に関わらず、住みたい・住みやすい、やさしい地域で、意思を
尊重され、地域の人々と交わりながら、その人らしく安心して暮らし続けている

取組の方向性
　認知症とともに生きる「そなえ」、切れ目ない支援を提供するための「つながり」、
認知症の人や家族の意見を反映した実践の「磨き上げ」を推進します。
　（１）認知症とともに生きるためのそなえの推進と医療的支援の充実
　（２）地域での日常生活支援、家族支援の強化
　（３）高齢者の権利擁護の推進

現状と課題
（１）認知症高齢者の増加
○�　認知症高齢者数は、65歳以上人口の増加に伴い増加すると予測され、平成37年(2025年)
の県内の認知症高齢者数は、認知症有病率が一定の場合約７万人、高齢者の５人に１人が
認知症と見込まれます。

図３－３－12－１　滋賀県の認知症高齢者の推計

※�「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（厚生労働省科学特別研究）による性・
　年齢階級別有病率より計算
　平成27年以降の滋賀県推計は国立社会保障・人口問題研究所の平成25年３月推計人口より算出
　平成24年の滋賀県推計は滋賀県人口推計年報により算出

○�　平成28年度（2016年度）の市町が把握した行方不明高齢者発生状況は174件で、増加傾
向にあり、市町を越えて発見される事例や発見が遅れ死に至った事例もあります。
○�　平成28年（2016年）末の65歳以上の高齢者の運転免許保有者は約20万人で年々増加してい
ます。道路交通法改正により平成29年(2017年)３月12日より75歳以上の運転免許保有者は免
許更新時に認知機能検査を受けることとなったため、認知症のおそれがあるとされた高齢者
に対し、警察と地域包括支援センター＊や市町の担当課が連携し生活支援を始めています。
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（２）認知症の相談体制
○�　認知症に関する相談機関には、地域包括支援センターや認知症疾患医療センター＊、認
知症の人と家族の会が実施している「もの忘れ介護相談室」などがあり、相談機関は増加
していますが、平成26年度(2014年度)の滋賀県政世論調査によると、相談機関の認知度は
「知っている」45.4％、「知らない」50.2％と「知らない」が上回っています。また、知っ
ている相談機関は、病院が最も多くなっています。
○�　平成28年度(2016年度)の滋賀の医療福祉に関する県民意識調査によると、認知症の医療
について、早く受診した方がいいと答えた人は、約７割を占めましたが、何科を受診して
いいかわからないと答えた人が36.1％と約３分の１を占めています。
○�　本県では、認知症の早期発見とその状態の変化の把握、認知症の人への日常的な診療や
家族への助言を行うかかりつけ医を認知症相談医として認定しており、平成28年度(2016
年度)末で367人となっています。
○�　早期発見・早期対応に向けて相談体制は充実しつつありますが、単身や夫婦のみの高齢
者世帯などの増加に伴い、相談につながらない、あるいは認知症の症状が進行してからつ
ながる事例も見られます。

（３）認知症の人に対する医療と介護
○�　認知症の専門医療相談や鑑別診断などを実施する専門医療機関として「認知症疾患医療
センター」が６つの二次保健医療圏域に８か所ありますが、初診までに１週間から３か月
を要している状況にあります。
○�　一般病院においては、入院患者に占める高齢患者の割合が増加しており、認知症高齢者
への対応が求められています。診療報酬施設基準の認知症加算１の算定要件である認知症
ケアチーム＊の設置や、院内デイケア＊など様々な取組が実施されつつありますが、認知
症の行動・心理症状＊に対応できない急性増悪時には精神科病院との連携が必要です。
○�　認知症の行動・心理症状については、その発現には身体的要因や環境要因が関与するこ
とがあり、脱水、便秘、がんなど身体合併症や薬剤により悪化することが多いといわれて
いることから、適正な薬剤管理や身体管理など、予防的介入が必要です。医療介護の連携
により、行動・心理症状の悪化要因に早期に気づき、対応することが求められますが、行
動・心理症状が重症化してからの対応になると、在宅、介護施設・事業所での生活が困難
となる場合があります。
○�　介護事業所等介護の現場では、認知症介護指導者や認知症介護実践リーダー研修等の受
講者を中心に、認知症の人を中心に考える介護の実践が勧められていますが、限られた人
材の中では、科学的あるいは個別的な介護を展開するのは難しい状況にあります。
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図３－３－12－２　認知症疾患医療センター
◎滋賀県の二次保健医療圏域と認知症疾患医療センターの位置
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（４）若年・軽度認知症の支援体制
○�　65歳未満で発症する若年認知症の人は、全国推計で示された性・年齢別有病率をもとに
算出すると、本県では18歳～ 64歳人口約80万人(平成28年(2016年))のうち、約360人と算
出されます。
〇�　若年認知症は、就労や生活費、子どもの教育費などの経済的問題が大きく、主介護者が
配偶者となることが多く、時に本人や配偶者の親などの介護が重なるなどの高齢者とは異
なる課題があります。
○�　若年・軽度認知症の相談機関として、若年認知症コールセンター＊、軽度認知症サポー
トセンター＊を指定し、更に、若年認知症コーディネーター＊を配置して本人・家族交流会、
本人・家族心理教育、職場における就労継続支援などの総合的な支援を実施しています。
○�　若年認知症や軽度認知症の人は、診断後しばらくは介護等を必要としない場合が多いた
め、介護保険サービスを受けるまでに時間を要することが多い状況です。
○�　平成24年度(2012年度)から若年認知症の人が働く「仕事の場」を県内に１か所、平成27
年度(2015年度)からは更に３か所の取組を支援してきましたが、働く以外のニーズにも対
応する居場所の創出が求められています。
○�　平成28年度(2016年度)の滋賀県若年認知症実態調査によると、介護事業所等若年認知症
の人の受入先は増加していますが、若年認知症に対応したサービスが少ないという意見が
多く、居場所や受入先を増やしていくとともに、今ある社会資源の見える化と周知を図っ
ていくことが必要です。

（５）高齢者の権利擁護
○�　平成27年度(2015年度)に高齢者虐待と判断された件数は、養護者による虐待329件、養
介護施設従事者による虐待９件で、これまで養護者による虐待は300件前後、養介護施設
従事者による虐待は０～１件で推移していたのが急増しています。
○�　平成27年度(2015年度)に養介護施設従事者等による高齢者虐待が認められた９件のう
ち、グループホームとサービス付き高齢者向け住宅での虐待が５件と過半数を占めています。
○�　職員の少ない事業所では研修にも参加しにくく、有料老人ホームやサービス付き高齢者
向け住宅では閉鎖的なサービス提供になりがちな状況です。
○�　認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な者が自立した地域生
活を送れるよう福祉サービスの利用援助などを行う滋賀県地域福祉権利擁護事業＊の実利
用者数は、平成28年度(2016年度)には1,430人と年々増加しています。
○�　成年後見制度＊首長申立てに関する相談件数は、平成27年度(2015年度)で93件ですが、
高齢者が71件と76.1%を占めています。
○�　家庭裁判所における平成28年(2016年)12月末日時点の成年後見制度の利用者数は、2,756
人で年々増加しているものの、認知症高齢者の増加に比べ、成年後見制度の利用者は少な
い状況です。
○�　国の成年後見制度利用促進計画では、中核機関を設置することや、市町計画の策定に努
めることが示されています。県内には、各二次保健医療圏域に成年後見支援センターが整
備されていますが、各センターの機能や役割には差がある状況です。
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具体的な施策

（１）認知症とともに生きるためのそなえの推進と医療的支援の充実
ア　予防を含む認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
　○�　認知症の最大の要因は加齢であり、誰にとっても身近な病気であること、また、認知

症の根本的治療薬や予防法は十分に確立されていませんが、認知症の発症に影響する
様々な危険因子や防御因子が明らかになっていることから、老化を遅延するための望ま
しい生活習慣の啓発を推進します。

　○�　市町における介護予防や健康寿命延伸に向けた認知機能低下に対する取組についての
情報交換の場を設けるなどして、効果的な実践ができるよう支援します。

　○�　認知症の正しい知識を普及し、認知症になっても生き生きと活動していけることを発
信します。

　○�　引き続き、企業や、小・中学校など様々な団体に向けて、認知症サポーター＊養成講
座等への受講の働きかけを行い、認知症に対する理解を促進します。

イ　早期発見・早期対応ができる体制の充実
　○�　認知症の相談機関や医療機関の周知について、市町とともに取り組みます。
　○　認知症相談医の拡充による早期発見と早期対応を推進します。
　○　歯科医師・薬局薬剤師の認知症対応力向上による早期発見を推進します。
　○�　医師や保健師、介護福祉士＊などの多職種により市町が設置する認知症に早期に対応

できる認知症初期集中支援チーム＊について、チーム員である認知症サポート医＊の確
保やチーム員研修・初期集中支援事業に関する市町の情報交換等の支援を実施します。

ウ　本人の状況に応じた医療・介護等の提供
　○　病院における院内デイケア等、認知症高齢者に対する取組への支援を推進します。
　○�　医療機関や地域などで認知症ケアのリーダー的存在が期待される認知症看護認定看護

師の拡大を図ります。
　○�　医療従事者向けの認知症対応力向上研修や、フォローアップ研修を通して、薬剤の使

い方や認知症アセスメントの徹底、体調管理など、認知症の行動・心理症状やせん妄等
の予防的介入を推進します。

　○�　介護従事者への認知症介護研修による介護人材の資質向上を図ります。
　○�　認知症の人の意向をくみ取れるよう、医療・介護などの従事者のスキルアップを図ります。
　○�　認知症の人の当事者ミーティングなどを通じて、認知症施策に対する当事者の意見を

反映するよう努めます。
　○�　認知症にかかる医療と介護の滋賀県大会を実施し、認知症の医療と介護の前向きな取

組を発信し、共有します。
エ　若年・軽度認知症施策の推進
　○�　医療、介護、産業、障害福祉、行政など、若年認知症の人を支援する関係者が連携す

るネットワークの機会を提供します。
　○�　若年・軽度認知症の特性に配慮した介護プランを立案する介護支援専門員に対する支

援を検討します。
　○�　若年・軽度認知症の支援機関や支援内容が周知されるよう、若年・軽度認知症支援者

の見える化を図ります。
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　○�　若年認知症と軽度認知症の人に対する相談、支援の場を拡充します。

（２）地域での日常生活支援、家族支援の強化
ア　認知症の人と家族を支える地域づくり
　○�　企業等との見守り協定を通じて、認知症サポーターや認知症キャラバンメイト＊の養
成を推進します。

　○�　認知症カフェ等、仲間づくりや社会的交流、認知症に対する学習や相談ができる機会
を確保し、啓発を強化します。

　○�　市町が行う利用できる社会資源の周知や情報提供をバックアップします。
　○�　地域住民による小地域単位の見守りネットワーク構築を推進します。
　○�　地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業の推進役を担う認知症地域

支援推進員＊の養成と活動への支援を行います。
　○�　警察等との連携による行方不明高齢者や認知症により運転免許証を返納した高齢者等

への支援の充実を図ります。
イ　地域における専門的支援体制の推進
　○　精神科病院等からの円滑な退院、在宅復帰への支援体制の充実を図ります。
　○�　地域の実情に応じた認知症クリティカルパスの作成や医療と介護の連携ツールの活用

等、各二次保健医療圏域における医療と介護の連携を推進します。
　○�　医療、介護従事者への研修等を通して、認知症対応力の向上を図ります。
　○�　認知症相談医およびサポート医、認知症疾患医療センター、認知症専門外来等がそれ

ぞれの役割を認識し、地域で認知症の方および家族を支援することができる取組を推進
するとともに、地域における専門的支援体制の情報発信に努めます。

（３）高齢者の権利擁護
ア　高齢者虐待の防止
　①　相談
　　○�　高齢者権利擁護支援センターを指定し、市町の保健福祉関係者などに対して、高齢

者虐待の困難事例や成年後見制度などへの専門的・技術的助言を行い、地域包括支援
センターなどにおける権利擁護相談が充実するよう支援します。

　　○�　市町における虐待対応ネットワークの構築を支援します。
　②　研修・啓発・指導
　　○�　市町の保健福祉関係者などに対して、養護者支援の視点を含む高齢者虐待問題研修

会や養介護施設従事者による虐待対応研修会などを実施し、高齢者虐待対応にあたる
人材を育成します。

　　○�　県民を対象にした高齢者虐待防止セミナーなどを実施し、高齢者虐待についての問
題意識の喚起、成年後見制度の普及啓発を推進します。

　　○�　小規模介護事業所やサービス付き高齢者向け住宅などの従事者に研修機会が行き届
くようその方法などを検討します。

　　○�　集団指導の機会を通じて、介護保険事業所に対する高齢者虐待防止の意識啓発を強
化します。
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　③高齢者権利擁護推進会議
　　○�　高齢者虐待防止の取組を推進するなど高齢者の権利擁護を推進するため、現状や課

題の共有化と今後の支援対策についての意見交換を行う関係機関・団体による推進会
議を開催し、権利擁護支援センター等の支援機関、介護・福祉関係機関、市町、警察
等との連携を図ります。

イ　身体拘束廃止
　○�　介護保険施設・事業所における身体拘束の実態を把握し、その結果を介護保険施設・

事業所へ還元することで、身体拘束廃止に向けた取組を推進します。
　○�　介護現場において高齢者の尊厳を守るケアを実現するために、権利擁護推進員の養成

研修を実施し、身体拘束廃止の取組等を事業所内で推進できる人材を育成します。
　○�　身体拘束についての問題意識を喚起するために、県民を対象とした身体拘束ゼロセミ

ナーを実施します。
　○�　医療機関における身体拘束について、各種の医療従事者向けの認知症対応力向上研修

の中で、高齢者の権利擁護や倫理的配慮等を含む教育を強化します。
ウ　成年後見制度の利用促進
　○�　国の成年後見制度利用促進基本計画に示された、地域連携ネットワークの整備や市町

計画の策定に向けた市町の取組を支援します。
　○�　成年後見制度と、市町社会福祉協議会が実施する地域福祉権利擁護支援事業について、

個々の事情を検討して適切な活用を進めます。
　○�　成年後見制度利用促進に向けた、市町や介護保険事業所に対する高齢者権利擁護支援

センターからの助言や支援を推進します。
　○�　市民後見人養成を目指した市町権利擁護人材育成事業の実施による市町支援と、実施

成果について全県で共有し県内市町への横展開を図ります。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備考

認知症疾患医療センター指定数 ８か所（H29） 各二次保健医療圏域に
１か所以上

認知症相談医数 367人（H28） 430人

認知症サポート医数 105人（H28） 195人

若年・軽度認知症支援者の見える化に取
り組む事業所数 ４か所（H28） 19か所
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13　慢性腎臓病

目指す姿

▶  全ての県民が、慢性腎臓病（ＣＫＤ)について知り、発症・重症化を予防でき、病気
になっても安心・安全な暮らしが継続できる

取組の方向性
　（１）慢性腎臓病（CKD)予防に関する啓発および健診による早期発見
　（２）かかりつけ医と専門医との連携等、多職種連携体制による重症化予防対策の推進
　（３）慢性腎臓病（CKD）予防・医療を担う人材育成支援
　（４）透析患者への災害時支援体制の充実

現状と課題
（１）慢性腎臓病（CKD）の現状と課題
○�　慢性腎臓病（CKD）(以下「CKD」という。)は、原因疾患を問わず慢性に経過する腎
臓病を包括するもので、腎機能（糸球体ろ過量　GFR＊）等により、ステージ１～５期に
分類されます。CKDは、脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患のリスクを高めるため、予防、
早期発見、適切な治療や保健指導により重症化を予防することが重要です。
○�　CKD患者（20歳以上のステージ３以上と尿蛋白（＋）以上）は、全国で約1,330万人、
成人人口の12.9％と推計されており、本県の患者数は約14万人と推計されます。（平成23
年度厚生労働省研究班）
○�　腎不全が原因の死亡者数は247人、死亡者数全体の約2.0％ (全国約1.9％）を占めます。
また、腎不全死亡率（人口10万人対）は、滋賀県17.7人（全国19.6）と全国より低い状況
です。（平成27年人口動態調査）
○�　「CKDという病気を知っている」県民は21.2％、「聞いたことがあるがどんな病気か知
らない」は31.8％、「聞いたことがない」は47.1％でした。（平成27年８月県政モニターア
ンケート）
○�　県内の日本腎臓学会専門医は42名です。二次保健医療圏別では、大津21人、湖南９人、
甲賀３人、東近江２人、湖東０人、湖北５人、湖西２人となっています。（日本腎臓学会
　平成29年５月）
○�　CKDの概念や予防について理解されている県民の割合が低いため、あらゆる機会をと
らえて啓発をしていく必要があります。

（２）特定健康診査・保健指導の現状と課題
○�　平成27年度（2015年度）の特定健康診査の受診率は49.7％（全国平均50.1％）、特定保
健指導実施率は20.5％（同17.5％）でした。
○�　県内すべての国民健康保険（以下「市町国保」という。）の特定健康診査において、平
成24年度（2012年度）から血清クレアチニン検査＊が健診項目に、平成30年度(2018年度)
から、全保険者の特定健診の詳細項目に追加され、腎機能の評価に活用できるようになり
ます。
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○�　発症・重症化予防のためには、県民が定期的に健診を受診することによる早期発見、ハ
イリスク者への受診勧奨、適切な保健指導や治療体制の充実、人材の育成等が必要です。

（３）関係機関連携の現状と課題
○�　腎臓内科への紹介経験のある診療所は、診療所全体の86%、内科標榜診療所の91.7%で
した。
　�　また、腎臓内科医への紹介時期は、血清クレアチニン値2.0mg/dl（eGFRに換算する
と腎機能は高度低下の状態）での紹介が最も多い状況でした。そして、糖尿病患者の紹介
は、腎症第３期までの紹介頻度は50％に満たず、透析を考えるときに紹介するとの意見が
多く見られました。（平成27年CKD医療連携にかかる状況調査）
○�　CKD連携クリティカルパスは、全ての二次保健医療圏で使用されており、CKDシール
の活用もされてきていますが、地域により運用件数に差があります。
○�　慢性腎臓病医療連携推進研究事業を滋賀医科大学に委託し、県民に向けた慢性腎臓病啓
発のための市民公開講座の開催、医療連携ネットワーク体制の構築や多職種連携等の取組
を推進してきました。
○�　CKDの診療連携を充実させるため、かかりつけ医に対する腎臓専門医への紹介基準の
啓発や、栄養ケアステーション等を活用した栄養指導、運動指導、薬剤師による服薬指導
等、多職種連携による療養指導の推進が必要です。
　�　糖尿病による透析導入の増加を抑制するために、糖尿病性腎症重症化予防の取組と連携
した取組が必要です。
○�　医療連携ツール（CKD連携クリティカルパス、糖尿病連携手帳、ICT）の運用やCKDシー
ルの啓発・活用による医療連携の充実が必要です。

（４）慢性透析の現状と課題
○�　県内の慢性透析患者数は年々増加しており、平成27年（2015年）12月末現在で維持透析
患者は3,122人となっています。新規透析導入原疾患の占める割合では、糖尿病性腎症が
44.1％と最も高く、次いで慢性糸球体腎炎18.0％、腎硬化症12.4％となっています。（日
本透析医学会、滋賀腎・透析研究会）
○�　災害時支援体制の整備として、平成29年（2017年）に人工透析担当マニュアル（県大規
模災害発生時マニュアル）を改定するとともに透析患者に人工透析患者災害時支援シート
を配布しています。
○�　CKD対策は、原疾患となる糖尿病や高血圧など生活習慣病対策と連携した対応が必要
です。
○�　災害時支援においては、平常時からの患者や関係機関の備えが重要であり、災害時に適
切に対応できるように日頃からの関係者間の連携を充実する必要があります。
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図３－３－13－１　透析患者数の推移

� 出典：日本透析医学会、滋賀腎・透析研究会　調査

表３－３－13－２　透析実施医療機関
医療圏域 区分 医　療　機　関　名 所在地 医療圏域 区分 医　療　機　関　名 所在地

大津

病院

大津赤十字病院 大津市

東近江

病院

近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

市立大津市民病院 大津市 東近江敬愛病院 東近江市

地域医療機能推進機構滋賀病院 大津市 神崎中央病院 東近江市

琵琶湖養育院病院 大津市 日野記念病院 日野町

滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

診療所

若林クリニック 近江八幡市

琵琶湖大橋病院 大津市 ちとせ長命診療所 近江八幡市

診療所
瀬田クリニック 大津市 山崎クリニック 東近江市

わたなべ湖西クリニック 大津市 布引内科クリニック 東近江市

湖南

病院

草津総合病院 草津市

湖東
病院

彦根市立病院 彦根市

近江草津徳洲会病院 草津市 友仁山崎病院 彦根市

県立総合病院（旧成人病センタ－） 守山市 豊郷病院 豊郷町

済生会守山市民病院 守山市 診療所 池田クリニック彦根 彦根市

済生会滋賀県病院 栗東市

湖北
病院

長浜赤十字病院 長浜市

野洲病院 野洲市 市立長浜病院 長浜市

診療所

富田クリニック 草津市 長浜市立湖北病院 長浜市

第二富田クリニック 草津市 診療所 下坂クリニック 長浜市

おおはし腎透析クリニック 野洲市
湖西 病院

今津病院 高島市

甲賀

病院

公立甲賀病院 甲賀市 高島市民病院 高島市

甲南病院 甲賀市

　

病院 27施設 －

生田病院 湖南市 診療所 14施設 －

診療所

ハートクリニックこころ 甲賀市 合計 41施設 －

荒川クリニック 湖南市

出典：「人工透析実施医療機関調査」（平成29年）（滋賀県）小川診療所 湖南市
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具体的な施策

（１）慢性腎臓病（CKD)予防に関する啓発および健診による早期発見
ア　CKD予防に関する啓発
　○�　CKDは、自覚症状がなく健診での早期発見が重要であること、生活習慣の改善や適

切な治療、糖尿病や高血圧の適切な管理により予防が可能なことなどについて、患者団
体や関係機関が連携して県民や医療保健関係者への普及啓発を図ります。

イ　健診による早期発見と受診勧奨
　○�　各保険者や市町、事業者等健診の実施主体は、特定健康診査受診率向上に向けた働き

かけを促進するとともに、健康診査の結果、CKDを早期発見し、医療機関受診が必要
な人が確実に受診できる体制の整備に取り組みます。また、レセプトデータとの照合等
により高リスク者を抽出し、医療機関の受診につなげることができるように体制を整備
します。

（２）かかりつけ医と専門医との連携等、多職種連携体制による重症化予防対策の推進
○�　CKDのステージに応じ、予防・早期発見、早期治療、重症化予防まで切れ目なく必要
な支援が行えるよう、関係機関および多職種連携による支援体制を構築します。

ア　かかりつけ医と連携した保健指導
　○�　滋賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、関係機関が連携し、受診勧奨や

保健指導等に取り組みます。
　　�　また、かかりつけ医は、専門職（保健師、管理栄養士、薬剤師等）を活用した保健指

導の実施を推進します。
イ　かかりつけ医と専門医との連携等の推進
　○�　適切な時期に専門医療につながるよう、専門医への紹介基準の啓発や、かかりつけ医

と専門医の連携体制の構築を推進します。
　○�　医療連携ツールの運用や、ＣＫＤシールの活用により、患者に関わる多職種連携を促

進します。

（３）慢性腎臓病（CKD）予防・医療を担う人材育成支援
○�　県や関係団体は、慢性腎臓病の予防、重症化予防のための適切な保健指導を推進するた
め、保健師、管理栄養士等の保健指導従事者の研修を行います。また、連携の促進をめざ
し、かかりつけ医となる診療所の医師等の研修を行います。　　

（４）透析患者への災害時支援体制の充実
○�　災害時に透析患者に対して、円滑な支援ができる体制を整えるため、以下の取組を進め
ます。
○�　県は、災害時支援を充実するため「人工透析患者災害時支援シート」の周知と活用促進
に努めます。
○�　また、災害時に備えた訓練等を行い、滋賀県腎臓病患者福祉協会や滋賀腎・透析研究会
琵琶湖災害時ネットワークを通じて関係機関との連携を推進します。
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図３－３－13－３　慢性腎臓病（CKD）のステージと施策の方向

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備考

県民の慢性腎臓病（CKD）認知度
（CKDについて知っている）

21.2％
（H27） 40％ 県政モニターアンケート

糖尿病性腎症による新規透析導入患
者数〔再掲〕

181人
（H27）

増加の抑制
（181人以下）

健康いきいき21
-健康しが推進プラン-

ハイリスク群
ステージ1

腎障害（+）
GFR は正常
または亢進

ステージ2
腎障害（＋）

GFR 軽度低下

ステージ3
GFR 中等度

低下
ステージ4
GFR高度低下

ステージ5
慢性腎不全

糖尿病、高血圧、
CKD家族歴

自覚症状
乏しい

徐々に
腎機能低下

腎専門医
との連携

人工透析患者
3,122人（H27)

CKDの重要性、予防方法の普及啓発

健康診査による早期発見と対応

重症化予防の啓発

重症化予防対策のための保健指導の充実

重症化予防のための多職種連携の推進
・健診受診後の医療との連携
・かかりつけ医と腎専門医の連携

人工透析患者への対応
災害時支援体制の整備

慢性腎臓病（CKD）対策を推進するための人材育成

予防・早期発見 早期治療 重症化予防

糖尿病、高血圧
症など生活習慣
病対策との連携
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14　難病

目指す姿

▶  難病患者とその家族が、必要な医療および支援を受けながら住み慣れた地域で自分
らしく生きがいをもって生活ができる

取組の方向性
　（１）医療費助成等の普及啓発
　（２）難病医療提供体制の充実
　（３）療養支援体制の充実
　（４）福祉施策の一層の推進
　（５）災害支援体制の取組強化

現状と課題
（１）医療費助成等
○�　難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保と、療養生活の質の向上を図るため、「難
病の患者に対する医療等に関する法律」（以下「難病法」という。）に基づき、指定難病の
患者に対し、医療費の一部を助成しています。
〇�　平成29年（2017年）４月１日現在、主に小児期に発症する疾病等も含め330疾病が難病
法に基づく医療費助成の対象であり、対象となる疾病の追加については引き続き検討が進
められています。
〇�　本県における特定疾患受給者数および指定難病受給者数は年々増加し、平成29年（2017
年）３月末現在10,854人となっており、この10年で1.6倍となっています。

図３－３－14－１　特定疾患および指定難病受給者数

（２）難病医療提供体制
○�　平成29年（2017年）４月１日時点では、疾患群ごとに重症難病医療拠点病院を16病院、
協力病院を27病院指定していますが、「難病の医療提供体制の構築に係る手引き」（平成29
年４月14日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）では、専門領域の診断と治療を提供
する「難病診療分野別拠点病院」と、身近な医療機関で医療の提供と支援をする「難病医
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療協力病院」の整備に努めることとされており、本県においても現在の重症難病医療拠点
病院・協力病院の指定を活用しながら整備を進めていく必要があります。
○�　平成28年（2016年）３月にNPO法人滋賀県難病連絡協議会がまとめた「難病患者等の
生活と福祉ニーズに関する実態調査結果報告書」によると、診断がつくまでに３か所以上
の医療機関に通った患者が31％を占めており、より早期に診断が受けられるようにするた
めの取組が必要です。
○�　難病診療連携の拠点である滋賀医科大学に、平成27年度（2015年度）より難病医療支援
体制推進事業を委託しており、難病コーディネーターを配置し、医療相談、従事者研修、
病院間の連絡調整など、拠点病院等のネットワークの構築を目指す取組を行っています。
○�　難病の特性を理解して、適切な看護・介護を提供するため、従事者の資質の向上が必要
です。
○�　小児慢性特定疾病児童等は成人後も引き続き小児科で治療を受けている現状があるた
め、小児期診療科と成人期診療科が連携し、小児科から各診療科へスムーズに移行できる
診療体制を構築する必要があります。

（３）療養支援体制
○�　24時間医療ケアを必要とする在宅重症難病患者(人工呼吸器装着・酸素療法・たん吸引)
は、県内で299人（平成28年度おたずね票集計結果）であり、介護者に多大な介護負担が
かかるため、24時間在宅療養を支える社会資源（訪問診療、訪問看護等）が必要です。
○�　介護者の休息等のためのレスパイト入院を進めるため、在宅重症難病患者の一時入院を
受け入れた病院に助成しています。
○�　地域で安心して難病患者が療養するためには、在宅療養を支える医療・看護・介護・福
祉関係者の資質の向上と連携が必要です。
○�　県立リハビリテーションセンターでは、神経難病を中心にリハビリ専門相談や従事者研
修会を実施しており、引き続き難病患者に対するリハビリテーションを推進する必要があ
ります。
○�　県では、「滋賀県難病相談支援センター」を開所し、患者および家族への相談支援や医
療講演会、交流会、ピア・サポート、就労支援等を実施しています。相談件数は徐々に増
加しており、その認知度は高まっていると思われますが、難病法に基づく対象疾病が段階
的に増えている中で幅広い疾病への対応を求められており、相談支援体制の更なる充実を
図る必要があります。
○�　各保健所で難病に関する相談・医療講演会等を実施するとともに、疾病それぞれの特性
や患者および家族の状況により、在宅療養・リハビリテーション・各種機器の紹介・就労
等様々な困りごとに対し、市町をはじめとした関係機関とともに支援を行っています。対
象疾病の増加や他分野にわたる相談に対応するためにも、一層疾病に関する幅広い知識の
普及と支援の質の向上が求められています。
○�　各保健所では、難病対策地域協議会を設置し、地域における難病患者への支援体制に関
する課題について情報を共有するとともに、体制整備について協議を行っています。
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図３－３－14－２　各相談支援機関における相談件数の推移

（４）福祉施策
○�　障害者総合支援法における障害福祉サービスの対象となる難病は、平成29年（2017年）
４月１日現在358疾病となっています。
○�　障害福祉サービスの対象であるにも関わらず、適切にサービスの給付が行われない難病
患者の事例があり、福祉関係者が対象疾病や難病の特性を理解して支援を行うことができ
るよう、資質の向上および関係機関の役割の理解と連携体制の構築が必要です。
○�　難病相談支援センターにおいて、公共職業安定所の難病就労サポーター・働き暮らし応援
センター・障害者職業センター等の他機関との連携のもと個々の状況に応じた支援を行って
いますが、その相談件数は増加しており、今後は更なる就労相談支援体制の充実が必要です。
○�　難病は、病名や病態が知られていないことから、社会の理解が進んでおらず、地域での
支援や就業などの社会生活への参加が進みにくい状況にあります。関係団体等と協働して
難病が正しく理解されるような啓発に努める必要があります。

図３－３－14－３　難病相談支援センターにおける就労相談件数推移

（５）災害対策
○�　各保健所において、平時から難病患者でライフラインの途絶により生命に危機を及ぼす
おそれのある者をリストアップし、大規模地震発生時には、地域防災計画およびマニュア
ル等に基づき、対象者の安否確認を市町とともに行うこととしています。
○�　各市町は、災害対策基本法に基づき避難行動要支援者名簿を作成することとなっていま
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すが、保健所から市町への難病患者における要支援者名簿の提供は、６割の市町にとどまっ
ており（大津市除く）、対象者の情報が十分共有されていない状況です。引き続き、保健
所と市町での難病患者における要支援者名簿の共有を進める必要があります。
○�　県では、市町における避難行動要支援者個別計画の作成を支援するため、在宅人工呼吸
器・酸素・吸引器を使用する指定難病患者等のための「災害時対応ノート」の配布や検討
の場の提供等を行っています。今後は更に保健所、市町、各関係機関が連携した支援を効
果的に実施する必要があります。

表３－３－14－４　要支援者名簿の提供状況（大津市を除く）
Ｈ28年度 提供有り 提供なし

自治体数 11市町 ７市町

割　合 61％ 39％

具体的な施策

　県全体および各二次保健医療圏において、難病対策地域協議会で医療・看護・介護・福祉・
当事者等の関係機関の連携体制の構築を図り、以下の取組を進めます。

（１）医療費助成等の普及啓発
　患者の医療費の自己負担の軽減を図るため、以下の取組を進めます。
○�　特定医療費（指定難病）助成制度、特定疾患治療研究事業、在宅人工呼吸器使用特定疾
患患者訪問看護治療研究事業、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業といった医療費助
成等の制度に関する普及啓発に取り組みます。

（２）難病医療提供体制の充実
　難病患者を支える医療機関のネットワークを構築するため、以下の取組を進めます。
○�　難病医療連携協議会において、ICTの活用を含めた各医療機関等との情報共有を推進す
る仕組みづくりに取り組みます。
○�　疾患群ごとに難病診療分野別拠点病院を指定し、早期に正しい診断ができる仕組みづく
りに取り組みます。
○�　重症難病患者一時入院（レスパイト入院）の受皿となる難病医療協力病院を指定します。
○　在宅療養を支える医療機関に対し、難病患者に対する理解と受入れを促進します。
○　難病医療従事者の資質向上に努めます。
○　小児期診療科と成人期診療科の連携を推進します。

（３）療養支援体制の充実
ア　在宅療養
　難病患者が安心して地域で療養できるようにするため、以下の取組を進めます。
　○�　介護者の休息の確保のため、重症難病患者一時入院（レスパイト入院）受入体制整備

事業を継続的に実施します。
　○　在宅療養支援従事者の資質向上に努めます。
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イ　相談支援
　�　難病患者が必要な時に気軽に相談でき、適切な支援が受けられる環境と居場所をつくる
ため、以下の取組を進めます。
　○�　患者療養状況データを収集活用し、支援に役立てます。
　○�　難病相談支援センターによる相談対応、講演会、交流会、ホッとサロン、ピア・サポー

ト事業等を実施します。
　○�　保健所による相談対応、講演会、交流会、従事者研修会事業等を実施し、地域の支援

体制の整備を図ります。

（４）福祉施策の一層の推進
　難病患者の適切な福祉サービスの活用と社会参加を進めるため、以下の取組を進めます。
○　県民に対し、疾病や療養生活等難病に関する普及啓発に努めます。
○　難病患者に対し、障害者総合支援法に基づく福祉施策の周知に努めます。
○　市町等福祉関係者への研修会等を実施し、難病の特性の理解を推進します。
○　難病患者に対する就労相談関係機関の連携強化を図ります。

（５）災害支援体制の取組強化
　災害時に難病患者等に対してスムーズな支援ができる体制を整えるため、以下の取組を進
めます。
○�　各二次保健医療圏域において、難病対策地域協議会等を活用した災害時の支援体制整備
の推進を図ります。
○　各市町に対し、災害時要支援者名簿の情報提供を推進します。
○　各市町に対し、避難行動要支援者個別計画の策定を支援します。
○　難病患者および家族に対し、平時の備えについて支援します。
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図３－３－14－５　難病医療提供体制のイメージ図（厚生労働省）

� 出典：厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会資料　　

図３－３－14－６　関係機関の連携による難病対策（イメージ図）
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《数値目標》

目標項目 現状
（Ｈ28）

目標値
（Ｈ35） 備　考

疾患群ごとの難病診療分野別拠点病院の指定数 ― 84か所 各二次保健医療圏
域に各疾患群指定

難病医療協力病院指定数 ― 14か所 各二次保健医療圏
域に２か所

従事者向け研修受講者数
　難病相談支援センター
　難病医療連携協議会
　保健所

41名
176名
149名

50名
210名
180名

現状の1.2倍

患者および家族向け講演会・交流会受講者数
　難病相談支援センター
　保健所

473名
762名

570名
910名

現状の1.2倍

避難行動要支援者名簿（ライフラインの途絶によ
り生命に危険を及ぼす可能性のある患者）の情報
提供市町数

11市町 18市町 全数
（大津市を除く）
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15　アレルギー疾患

目指す姿

▶  アレルギー疾患があっても、適切な対応により、自分らしくいきいきと暮らし続け
ることができる

取組の方向性
　（１）重症化の予防と症状の軽減のための取組の推進
　（２）アレルギー疾患医療提供体制の整備
　（３）生活の質の維持・向上のための取組の推進

　アレルギー疾患対策については、アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号。以下
この項において「法」という。）が平成27年（2015年）12月に施行されたところであり、法
第11条第１項に基づき、平成29年（2017年）３月にアレルギー疾患対策の推進に関する基本
的な指針が策定されたところです。
　法第13条では、都道府県は、同指針に即するとともに、都道府県におけるアレルギー疾患
医療の提供状況等を踏まえ、アレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができ
ることとされており、本県においては、保健医療計画におけるアレルギー疾患対策を法に基
づくアレルギー疾患対策推進計画として位置づけ、対策を講じていくこととします。

現状と課題
（１）アレルギー疾患の現状
○�　アレルギー疾患は、気管支ぜん息やアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー
性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなど、乳幼児から高齢者まで国民の２～３人に１人が
何らかのアレルギー疾患を有しています。
○�　また、複数の疾患を合併することも多く、発症、増悪、寛解、再燃を繰り返すこともあ
り、QOLの低下を来しやすい疾患です。
○�　本県では、平成25年度（2013年度）から小児アレルギー疾患対策推進事業として小児ア
レルギー疾患対策連絡会議や、小児アレルギー関連調査、関係者研修会・普及啓発、小児
アレルギー関係者相談窓口、医療関係者対象の研修会、一般向け講演会等を実施してきま
したが、平成27年（2015年）12月に法が施行され、総合的なアレルギー疾患対策の推進が
求められています。
○�　平成25年度（2013年度）県内の保育所における食物アレルギー実態調査では、アレルギー
児は1,602例(6.1%)、アナフィラキシー経験例は161例、エピペン＊所有者は39例でした。（平
成25年度小児アレルギー疾患対策推進事業調査として調査した253/264施設中、食物アレ
ルギーのある乳幼児に対して医師の指示書を求めていると回答した237施設（全体の
89.8％）の児童総数26,210例を解析）
○�　平成28年度学校保健実態調査では、平成27年（2015年）の食物アレルギーの有病者率は
全体で1.67%と、年々増加傾向にあります。
○�　標準的な治療を推進するため、アレルギー総合ガイドラインが作成されましたが、重症
例が専門医以外で長期間治療を継続し改善していないことや、不適切なステロイド内服治
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療を継続されている例もあるなど、悪化・慢性化して専門医に受診されることがあります。

（２）これまでの取組
○�　県内学校給食において、除去食、代替食の提供が求められており、安全性を確保した上
で、対応可能な場合、除去食・代替食の提供を実施されています。
○　滋賀医科大学では、花粉飛散情報の発信をしています。
○�　県立小児保健医療センターでは、ホームページで食物アレルギー等についての情報発信
をしています。

（３）アレルギー疾患に関する医療の現状
○�　平成29年（2017年）の医療機能調査において、回答のあった医療機関（病院54、診療所
780）のうち、アレルギー疾患に関する診療機能を有している病院は35か所、診療所は509
か所です。（表３－３－15－１）
○�　県内の一般社団法人日本アレルギー学会認定の専門医は、小児科15名、内科５名、耳鼻
咽喉科４名、眼科１名、皮膚科２名、合計27名(平成29年６月現在)です。
○�　日本小児臨床アレルギー学会認定の高度なアレルギーの専門知識と指導技術をもった医
療専門職である小児アレルギーエデュケーターは、県内では９名です。（日本社団法人日
本小児臨床アレルギー学会認定平成29年10月現在）
○�　災害時の対応として、県の備蓄物資に一部アレルギー対応の食品があります。

表３－３－15－１　アレルギー疾患に関する診療機能を有している診療所・病院
　 診療所 病　院

大　津 135 6
湖　南 125 8
甲　賀 41 4
東近江 74 7
湖　東 46 4
湖　北 66 3
湖　西 22 3
合計 509 35

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

（４）アレルギー疾患の対策
ア　発症・重症化の予防
　○�　関係機関がアレルギー疾患の正しい情報提供を行い、患者自身がアレルギー疾患につ

いての正しい情報を身につけ、患者力を高めることが必要です。
イ　適切な診療を受けられる体制の確保
　○�　アレルギー疾患の重症化の予防のためには、正確な診断に基づく、適切な治療と管理

が行われることが重要であり、アレルギー総合ガイドラインに基づく標準治療がどの地
域においても受けられるようガイドラインの更なる普及が必要です。
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　○�　かかりつけ医と専門医の連携体制や、診断が困難な症例や標準的治療では安定しない
重症および難治性アレルギー疾患患者の治療を行う医療機関等のネットワークを構築す
ることが重要です。

ウ　支援する人材や相談体制の確保
　○�　アレルギー疾患は、慢性疾患であり、長期的に生活の質に影響を及ぼす場合が多く、

幅広い内容についての相談対応や支援が必要になります。このため、多職種・多機関連
携による相談支援体制づくりが必要です。

　○�　相談支援に対応するためには、医師だけではなく看護師や薬剤師、栄養士等の医療従
事者をはじめ、地域の保健医療従事者、学校関係者、福祉施設等の関係者が正しい知識
を持って相談支援に当たれるよう資質向上の取組が必要です。

具体的な施策

（１）重症化の予防と症状の軽減のための取組の推進
○�　関係機関と連携し、ホームページの活用などにより、アレルギー疾患に関する基礎知識、
自己管理に関する情報等についての情報をわかりやすく提供します。
○�　滋賀医科大学では、アレルギー疾患対策として、花粉飛散情報や県内アレルギー診療情
報の提供、鼻炎・結膜炎・ぜん息・薬疹・アナフィラキシーなどの重症例・難治例に対す
る医療の提供、発症や重症化の予防のために必要なアレルゲンの検索検査、医療従事者の
資質向上を目指した取組を行います。
○�　県立小児保健医療センターでは、小児アレルギー疾患対策として、重症例や難治例の受
入れ、各疾患に関する情報や県内病院小児科のアレルギー診療情報の発信、研修会などの
啓発活動を行います。
○�　滋賀県薬剤師会では、患者が自身のアレルギー歴を保持・開示するのに役立つ「紙」と
「電子」版お薬手帳の適正使用に関する普及啓発に努めます。
○�　県が指定するアレルギー疾患医療拠点病院を中心に、アレルギー疾患に関する最新情報
や自己管理方法、標準的な治療などについての情報をわかりやすく提供します。
○�　保健・医療・福祉・教育等の関係者に対して、エビデンス（科学的根拠）に基づく正し
い知識の普及啓発に努めます。

（２）アレルギー疾患医療提供体制の整備
○�　県は、アレルギー疾患医療拠点病院を指定します。
　�　アレルギー疾患医療拠点病院は、標準的治療では安定しない重症および難治性アレル
ギー疾患患者に対する医療の提供や、アレルギー疾患に関する情報提供、アレルギー疾患
医療に携わる医療従事者や、保健・医療・福祉・教育等の関係者に対する資質の向上を目
指した取組を行います。
○�　県は、アレルギー疾患医療拠点病院と地域の.専門医療機関との協力体制について検討
を行います。
○�　アレルギー疾患医療拠点病院を中心に、科学的知見に基づく最新の診療ガイドラインの
普及を図るとともに、身近な地域におけるかかりつけ医の資質向上およびかかりつけ医と
専門医の連携体制の推進を図ります。
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（３）生活の質の維持・向上のための取組の推進
○�　患者・家族の支援に携わる保健・医療・福祉関係者等を対象に、アレルギー疾患の標準
治療や、日常生活や疾患管理などについての情報提供や研修会の開催を行い、関係者の相
談対応力の向上を図ります。
○�　保育施設や学校関係者に対して、生命に危険が及ぶおそれのあるぜん息発作やアナフィ
ラキシー症状が起きた時に適切な対応できるよう、緊急時対応に関する知識と技術の習得
ができる研修会等を開催します。
○�　市町における母子保健活動等において、身近な地域で多様な相談に適切に対応できるよ
う、乳幼児健康診査従事者研修会にアレルギー疾患についての項目を入れる等研修機会の
確保に努めます。
○�　身近な地域における関係者のネットワークを構築し、患者や家族が安心して生活できる
よう、保健・医療・福祉・教育関係者が相互の役割と連携の必要性を理解し、関係者の連
携強化を推進します。
○�　災害時の対応について、関係機関との連携により、自助も含め平時からの備えや緊急時
の対応についての普及啓発を図るとともに、民間も含めた関係団体等と協力し災害時の取
組について検討していきます。
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16　感染症

目指す姿

▶  感染症にかからない
▶  感染症にかかった場合でも適正な医療により重症化を防ぐ

取組の方向性
　感染症発生予防のために、平常時の感染症情報の提供に努めるとともに、二類、三類感
染症発生時の速やかな疫学調査などの感染拡大防止対策を充実させます。
　（１）的確な感染症情報の把握と正しい知識や予防対策の普及
　（２）医療機関などの施設や在宅における感染予防対策の推進
　（３）感染者等の人権に配慮した防疫体制の強化
　（４）感染症治療のための医療体制の充実

現状と課題
（１）県内の感染症の発生状況
○�　平成28年（2016年）は、一類感染症の発生はなく、二類感染症では結核が249例、三類
感染症では腸管出血性大腸菌感染症が56例発生しています。
○�　患者発生時の疫学調査、広報等の情報提供を行い、感染症発生の拡大防止に努めた結果、
平成27年（2015年）、平成28年（2016年）の患者発生数は目標（二類感染症：270人以下、
三類感染症：60人以下）を達成しました。
○�　今後も感染予防に関する啓発や、患者発生時の感染防止対策を実施し、患者発生数の一
層の減少および適正医療の提供に取り組む必要があります。

（２）感染症医療の概要
○�　一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者の入院治療を行うため、
第一種感染症指定医療機関を１病院２床、第二種感染症指定医療機関を二次保健医療圏ご
とに合計７病院32床（平成25年度（2013年度）に２床増床）を指定しています。
○�　予防接種の接種率向上のため、居住する市町以外の医療機関でも予防接種が受けられる
よう広域化事業を実施しています。平成25年（2013年）４月から子宮頸がん予防ワクチン、
ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種化され、平
成26年（2014年）10月からは、水痘ワクチン、成人用肺炎球菌ワクチンが定期接種化され
ました。また、平成28年（2016年）10月からは、Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種化されました。
○�　地球規模での人・モノの移動の活発化に伴い、国内での感染が見られない感染症が、海
外から持ち込まれる事例が増加しています。デング熱等の蚊が媒介する感染症についても、
海外で感染した者が帰国後発症する事例が継続的に報告されています。平成26年（2014年）
８月には、海外渡航歴がなく都内の公園等で蚊に刺された者からデング熱患者が発生し、
最終的には国内感染者として162人の患者が報告されました。これらの蚊が媒介する感染
症の発生に対応するため、平成28年度（2016年度）に蚊媒介感染症対策対応指針を策定し
ました。
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○�　西アフリカにおけるエボラ出血熱発生に係る防護資器材の備蓄を平成26年度（2014年度）
から始め、当該患者の移送に係る協定を各消防機関と締結を行っています。また、平成28
年度（2016年度）には、長浜保健所に患者移送車を追加で配備しました。

（３）感染症発生情報の周知、啓発
○�　衛生科学センターのホームページに感染症発生状況を掲載するとともに、腸管出血性大
腸菌感染症および定点把握感染症の流行時に警報を発令し、関係機関および県民に周知し、
しらしがメールや各種SNSを利用し注意喚起を図っています。
○�　学校欠席者・感染症情報収集システム＊を平成26年（2014年）11月から導入し、学校、
幼稚園、保育園で発生している感染症に関する有病者の発生数をリアルタイムに把握・情
報共有できる体制を構築しました。

（４）感染予防・管理と地域連携の推進
○�　現在は、全医療機関に対し、院内感染対策委員会の設置が義務付けられ、院内感染対策
が推進されてきています。また、地域における中小規模の医療機関の感染防止対策を支援
するため、医療機関間の感染対策ネットワークが構築されつつあります。
○�　一方で、高齢者施設等においても薬剤耐性微生物による感染症が問題となっていますが、
現行の感染対策は、医療機関の入院部門を主な対象としており、外来部門や高齢者施設等
は対象として明示されていない状況です。

表３－３－16－１
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の対象となる感染症の定義・類型

　 対象疾病 定義・類型 主な対応・措置 医療体制

一類
感染症

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱

感染力、り患した場合の
重篤性等に基づく総合的
な観点からみた危険性が
極めて高い感染症

原則入院
消毒等の対物措置（例外
的に、建物への措置、通
行制限等の措置も適用対
象とする。）

第一種感染症指定医療機
関（都道府県知事が指定、
各都道府県に１か所）

二類
感染症

急性灰白髄炎
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
（ＳＡＲＳコロナウイル
スに限る）
中東呼吸器症候群（ＭＥＲ
Ｓコロナウイルスに限る）
鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)
鳥インフルエンザ（Ｎ７Ｈ９）

感染力、り患した場合の
重篤性等に基づく総合的
な観点からみた危険性が
高い感染症

状況に応じて入院消毒等
の対物措置

第二種感染症指定医療機
関（都道府県知事が指定、
二次保健医療圏に１か
所）
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　 対象疾病 定義・類型 主な対応・措置 医療体制

三類
感染症

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス

感染力、り患した場合の
重篤性等に基づく総合的
な観点からみた危険性が
高くないが、特定の職業
への就業によって感染症
の集団発生を起こし得る
感染症

特定の職種への就業制限
消毒等の対物措置

一般の医療機関

四類
感染症

ウエストナイル熱
狂犬病
鳥インフルエンザ（ＡＨ
５N１およびＨ７Ｎ９を
除く）
日本脳炎
マラリア　他
　計44疾患

人から人への感染はほと
んどないが、動物、飲食
物等の物件を介して感染
するため、動物や物件の
消毒、廃棄などの措置が
必要となる感染症

動物の措置を含む消毒等
の対物措置

一般の医療機関

五類
感染症

後天性免疫不全症候群
麻しん
インフルエンザ（鳥イン
フルエンザおよび新型イ
ンフルエンザ等感染症を
除く）
メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌感染症　他
　計46疾患

感染症発生動向調査を行
い、その結果等に基づい
て必要な情報を一般国民
や医療関係者に提供・公
開していくことによっ
て、発生・拡大を防止す
べき感染症

感染症発生状況の収集、
分析とその結果の公開、
提供

一般の医療機関

新型イン
フルエン
ザ等感染
症

新型インフルエンザ
再興型インフルエンザ

全国的かつ急速なまん延
により国民の生命および
健康に重大な影響を与え
るおそれのある感染症

状況に応じて入院消毒等
の対物措置

第二種感染症指定医療機
関

新感染症

（該当なし） 人から人に伝染すると認
められる疾病であって、
既知の感染症と症状等が
明らかに異なり、その伝
染力およびり患した場合
の重篤度から判断した危
険性が極めて高い感染症

【当初】
都道府県知事が、厚生労
働大臣の技術的指導・助
言を得て個別に応急対応
する。（緊急の場合は、
厚生労働大臣が都道府県
知事に指示をする。）
【政令指定後】
政令で症状等の要件指定
した後に一類感染症に準
じた対応を行う。

特定感染症
指定医療機関
（国が指定、全国に数か
所）
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　 対象疾病 定義・類型 主な対応・措置 医療体制

指定
感染症

既知の感染症の中で上記
一類～三類に分類されな
い感染症において一類～
三類に準じた対応の必要
が生じた感染症
（政令で指定）

一類～三類感染症に準じ
た入院対応や消毒等の対
物措置を実施（適用する
規定は政令で規定する。）

一類～三類感染症に準じ
た措置

表３－３－16－２　感染症指定医療機関

種　　別 圏域 指定医療機関名
感染症病床数

現状 計画

第一種感染症指定医療機関 全　県 市立大津市民病院 ２床 ２床

第二種感染症指定医療機関

大　津 市立大津市民病院 ６床 ６床

湖　南 済生会滋賀県病院 ６床 ６床

甲　賀 公立甲賀病院 ４床 ４床

東近江 近江八幡市立総合医療センター ４床 ４床

湖　東 彦根市立病院 ４床 ４床

湖　北 長浜赤十字病院 ４床 ４床

湖　西 高島市民病院 ４床 ４床
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図３－３－16－３　滋賀県感染症発生動向調査事業の概要図

具体的な施策

（１）感染症にかからないための施策
ア　的確な感染症情報の把握と正しい知識や予防対策の普及
　○�　県民に感染症に対する正しい知識を深めてもらうため、市町や関係機関と連携しなが

ら、世代別や行動別に対象を絞るなど効果的・効率的な普及啓発活動を人権に配慮し実
施します。

　○�　県民が定期的な受診、健康診断を受けることにより感染症予防を意識した健康管理を
行うよう啓発に努めます。また、感染症の早期発見により、周囲への感染を予防します。

　○�　各市町における予防接種の周知、啓発に加え、予防接種広域化事業＊の充実による予
防接種の接種率の向上（麻しん、風しんについては接種率95%以上）を促進するとと
もに、心臓血管系疾患などの病気により予防接種に注意が必要な者に対しては、滋賀
県予防接種センター＊において適切な予防接種や相談対応を行います。

　○�　予防接種における副作用および事故情報については、市町と共有し、適正接種が行
われるように努めます。
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国立感染症研究所（感染症情報センター）

衛生科学センター
感染症情報センター

保健所

一類～四類および五類（全数
把握）感染症を診断した医師

五類（定点把握）感染症
指定医療機関（患者定点）

報道機関

健康医療福祉部
薬務感染症対策課

医師会
病院協会
教育委員会

市町
教育委員会
管内医師会

感染症患者

感染症発生動向
調査企画検討会
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　○�　利用しやすい制度の構築や予防接種実施医療機関の増加等に努めます。
イ　医療機関などの施設や在宅における感染予防対策の推進
　○�　医療機関および介護施設に対し、基本的な対策をはじめ感染予防対策を総合的に行

うための組織や体制づくりの促進や研修会の実施に努めます。
　�　�　また、感染症の発生状況について、医療機関、介護施設などが迅速に情報を把握し、

施設内での感染予防対策に活用できるよう、県ホームページやSNSなどを活用した情報
の発信に努めます。

　○�　訪問看護や訪問介護などによる在宅での感染予防のため、それぞれの実施主体におい
て必要な予防対策が講じられるよう情報提供や指導に努めます。

　○�　地域における感染予防・管理等に一体的に取り組むため、地域関係機関（病院、診療
所、薬局、高齢者施設、保健所、地方衛生研究所等）間のネットワークを形成に努めます。

ウ　感染者等の人権に配慮した防疫体制の強化
　○�　国、市町、関係機関との情報共有・連携を図るとともに関係職員の資質向上に努め

ます。
　○�　感染症発生時には、情報提供、相談窓口、発生状況調査、検査などの防疫体制の充実

および二次感染の防止に努めます。
　○�　保健所等感染症相談窓口の周知および利用しやすい相談窓口の整備、ならびに対応職

員の資質向上に努めます。
　○�　緊急時（一類感染症、二類感染症（結核を除く。）、新型インフルエンザ等感染症の発

生またはまん延のおそれが生じた場合）の適切な情報提供、適切な積極的疫学調査＊等
感染症対策の充実強化に努めます。

（２）適正な医療により重症化を防ぐための施策
ア　感染症治療のための医療体制の充実
　○�　感染症の患者等に対する適切な医療を提供するため、必要な病床の確保および適正

な配置に努めます。また、感染症指定医療機関が安定運営できるよう支援します。
　○�　医療機関等が、感染症の早期発見・早期治療できるよう流行状況の情報を適宜提供する

とともに、検査・診断・治療技術の向上のための支援に努め、患者の重症化を予防します。
　○�　届出対象感染症については、適正に届出されるよう医療機関に周知します。
　○�　感染症の患者等が受診しやすい環境、相談・カウンセリングが受けやすい環境を整

備するよう努めます。
　○�　患者等に適正な医療を提供するため、必要に応じ患者等を感染症指定医療機関等に移

送します。また、警察や消防と連携し、移送体制の整備に努めます。
《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備考

感染症患者発生数
二類感染症（結核を除く）

発生数　０人
死亡数　０人

発生数　０人
死亡数　０人 未発生を維持

感染症患者発生数
三類感染症（食中毒関連患者を除く）

発生数　35人
死亡数　０人

発生数　30人以下
死亡数　０人 直近５年の最低数
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【疾病別の対策】
①　結核

目指す姿

▶  感染症にかからない
▶  感染症にかかった場合でも適正な医療により重症化を防ぐ

取組の方向性

　（１）的確な結核情報の把握と正しい知識や予防対策の普及
　（２）結核治療のための保健・医療提供体制の充実
　（３）結核患者の早期発見と患者への服薬療養支援＊

現状と課題
○�　本県における平成28年（2016年）の新登録患者数は152人で、前年より５人減少しており、
人口10万人あたりのり患率も10.8に減少し、全国平均の13.9を下回っています。また、結
核患者の高齢化が進んでおり、新登録患者の６割以上は70歳以上の高齢患者が占めていま
す。一方、20歳代の新登録患者数は６人（3.9%）で、若い世代の発病もあり、外国人の
新登録患者数も11人（7.2%）で、全国平均の7.6%より低い状況ですが、平成23年（2011年）
に比べ0.6ポイント増加しています。
○�　患者の早期発見のためには、健康診断の受診、長引く咳（２週間以上）などの症状があ
る者には早期の医療機関への受診を勧め、早期治療につながるように、特に、高齢者、外
国人、若い世代への予防施策が必要です。
○�　結核集団感染事例の発生時には、速やかに発生状況を調査し、情報提供を行うとともに、
感染の拡大を防ぐ取組が重要です。また、医療関係者、教育関係者や介護関係者、労働関
係者に対して、正しい知識の普及を図り、集団発生の予防対策を進めることが必要です。
○�　平成27年（2015年）の新登録肺結核患者111人のうち17人が治療を中断しています。結
核は再発の可能性のある疾患で、治療期間中に規則的な服薬が行われなかった患者は再発
の可能性が大きくなることから、結核患者の治療が確実に行われるように、医療機関や関
係機関が連携して服薬療養支援（DOTS）＊を行う必要があります。

○�　平成27年度（2015年度）から保健所で、結核治療の中断・治療失敗の原因や患者支援の
あり方を検討するコホート検討会＊を実施し、結核治療の向上を図っています。また、コ
ホート検討会の結果について結核治療医療機関と共有し、治療率の向上、患者支援につい
て検討することが必要です。
○�　結核病床が減少しており、病床の確保が必要です。平成27年度（2015年度）には、２医
療機関で結核モデル病床＊が認定され、一般・精神病床の有効利用を図っています。また、
結核患者の高齢化等により、糖尿病を有する新登録患者数は21人（13.8%）と増加傾向に
あり、合併症の患者への対応として、透析、心疾患、認知症への対応ができる結核医療体
制の整備が必要です。
○�　医療機関における接触者検診にBCG接種に影響されないIGRA検査＊を導入し、検査精
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度の向上を図りました。
○�　乳児に対するBCG接種の実施や潜在性結核感染症の者への治療の勧奨により、人口10
万人あたりのり患率は順調に減少してきていますが、前年新登録肺結核患者の治療中断者
数は前計画目標（治療中断者数：０人）に達していません。国が定めた人口10万人あたり
のり患率10以下を達成するために、結核患者が治療を中断する原因を把握し、適切な対策
を講じる必要があります。

図３－３－16－４　結核り患率の年次推移

� 出典：「結核の統計」（結核予防会）　　

表３－３－16－５　結核病床を有する第二種感染症指定医療機関

医療機関名
結核病床数

現　状 計　画

地域医療機能推進機構滋
賀病院 37床 37床

公立甲賀病院 ０床（結核モデル病床２床） ０床（結核モデル病床２床）

国立病院機構東近江総合
医療センター 16床（結核モデル病床４床） 16床（結核モデル病床４床）

彦根市立病院 10床 10床
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具体的な施策

（１）的確な結核情報の把握と正しい知識や予防対策の普及
○�　結核の発生状況および健康診断の実施状況を把握し、高齢者および介護者ならびに健康
診断受診率の低い団体に対して重点的な結核の予防知識の普及啓発および指導に努めま
す。
○�　外国人や若い世代への定期健康診断を提供する実施主体の医療関係者、教育関係者や介
護関係者、労働関係者に対して、研修会等による正しい知識の普及を図ります。
○�　各市町におけるBCG予防接種の周知、啓発に加え、予防接種における副作用および事
故情報については、市町と共有し、適正接種が行われるように努めます。

（２）結核治療のための保健・医療提供体制の充実
○�　結核の患者等に対する適切な医療を提供するため、必要な病床の確保および適正な配置
に努めます。また、結核指定医療機関の増加に努めます。
○�　患者等に適正な医療を提供するため、必要に応じ患者等を結核指定医療機関等に移送し
ます。

（３）結核患者の早期発見と患者への服薬療養支援等
○�　保健・医療水準の向上のため医療関係者等に対する結核医療技術・情報に関する研修の
実施に努めます。
○�　患者の早期発見のため定期健康診断の実施および患者に接触した者への健康診断を強化
します。
○�　患者の確実な治療のために、滋賀県薬剤師会や訪問看護ステーション等と連携し、服薬
療養支援（DOTS）＊を推進します。

○�　人に結核を感染させるおそれのない結核患者の医療費および人に結核を感染させるおそ
れのある結核入院患者の医療費は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律に基づき公費負担します。

《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

人口10万人あたりのり患率 10.8 10.0以下 国のH32目標値

全結核患者および潜在性結核感染
症の者に対するＤＯＴＳ実施率

80.9％
（Ｈ27） 95％以上 国のH32目標値

肺結核患者の治療失敗・脱落率 15.3％
（111人中17人） ５％以下 国のＨ32目標値
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②　HIV・エイズ（後天性免疫不全症候群）

目指す姿

▶  HIVに感染しない
▶ HIVに感染した場合でも適正な医療により重症化を防ぐ

取組の方向性

　（１）人権を尊重した普及啓発および教育の推進
　（２）HIV感染の予防
　（３）エイズ発症の防止、エイズ治療のための保健・医療提供体制の充実
　（４）HIV感染者の早期発見・早期治療体制の強化
　（５）医療機関等の関係者との連携強化

現状と課題
○�　本県では、平成２年（1990年）に初めてエイズ患者が報告されて以降、毎年、新規の
HIV感染者・エイズ患者が報告されています。平成28年（2016年）のHIV感染者は６人、
エイズ患者は４人が報告されています。
○�　エイズを発症して初めてHIV感染が判明する者の割合、いわゆる「いきなりエイズ率」（新
規エイズ患者数／（新規ＨＩＶ感染者数＋新規エイズ患者数））が平成28年（2016年）は
40%と高い傾向にあることから、早期にHIV検査を受け、適切な相談や医療機関を受診す
ることは、HIV感染の予防およびエイズ発症の防止に極めて重要であり、HIV検査や受診
しやすい環境整備が必要です。しかしながら、HIV感染症については、病気について正し
く理解されていない現状があります。
○�　エイズ専門電話や保健所で実施しているエイズ一般相談は、平成28年度（2016年度）3,043
件、抗HIV抗体検査数は775件であり、いずれも近年、減少傾向にあり、世界エイズデー
等に合わせた夜間検査等の実施やラジオCM、しらしがメール、twitter等による未受検
者への周知、啓発を行っています。
○�　感染者・患者が地域の医療機関で継続して良質かつ適切な医療が受けられるよう、エイ
ズ治療中核拠点病院、エイズ診療拠点病院、エイズ診療協力病院および長期療養患者担当
協力病院を指定しています。
○�　エイズカウンセラーを病院等に派遣し、エイズ患者への専門カウンセリングを実施して
います。
○�　平成27年度（2015年度）に歯科診療ネットワークの整備を行い、HIV感染者等の歯科治
療が可能な一般歯科診療所を紹介しています。
○�　社会福祉施設や介護保険施設が、自立困難なHIV陽性者を偏見や差別なく受け入れるこ
とが期待されています。これらの事業者に対して、HIV感染予防研修会を実施し、感染に
関する正しい知識の普及、偏見や差別の解消に努めています。
○�　HIV医療連絡会を開催し、滋賀県および各医療機関における現状と課題について協議を
しています。
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表３－３－16－６　ＨＩＶ感染者・エイズ患者の届出年次推移（人）
年 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

新規ＨＩＶ感染者 9 2 1 2 5 6 4 4 6
新規エイズ患者 2 7 0 4 4 7 5 6 4
新規合計 11 9 1 6 9 13 9 10 10

表３－３－16－７　エイズ医療体制
種　別 圏域 医療機関名

エイズ治療中核拠点病院 全　県 滋賀医科大学医学部附属病院

エイズ診療拠点病院
（大津） 大津赤十字病院
（湖南） 県立総合病院（旧成人病センター）
（湖東） 彦根市立病院

エイズ診療協力病院

大　津 地域医療機能推進機構滋賀病院、市立大津市民病院、
大津赤十字志賀病院

湖　南 県立小児保健医療センター、県立精神医療センター、
済生会滋賀県病院

甲　賀 国立病院機構紫香楽病院、○公立甲賀病院

東近江 近江八幡市立総合医療センター、○ヴォーリズ記念病院、
国立病院機構東近江総合医療センター

湖　北 ○長浜赤十字病院、市立長浜病院、長浜市立湖北病院
湖　西 ○高島市民病院

� ○：長期療養患者担当

具体的な施策

（１）人権を尊重した普及啓発および教育の推進
○�　パンフレット等の配布、研修会の開催、ラジオCMスポット放送、情報誌への掲載など
による啓発を推進し、感染者・患者の人権保護のための正しい知識の普及に努めます。

（２）HIV感染の予防
○�　県民にHIV感染症・エイズに対する正しい知識を深めてもらうため、市町や関係機関と
連携しながら、世代別や行動別に対象を絞るなど効果的・効率的な普及啓発活動を実施し
ます。また、ラジオCM、しらしがメール、twitter等による更なる周知、啓発も行います。

（３）エイズ発症の防止、エイズ治療のための保健・医療提供体制の充実
○�　総合的かつ専門的なエイズ治療を行うエイズ治療中核拠点病院、エイズ診療拠点病院と
関係医療機関等との連携体制の充実を図ります。
○�　HIV感染症対策専門家会議の意見を聞いて、エイズ治療中核拠点病院およびエイズ診療
拠点病院、エイズ診療協力病院によるエイズ医療体制の整備を促進するとともに、長期療
養患者担当協力病院や介護関係者と連携しながら、長期療養患者への地域での生活支援に
努めます。
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○�　感染者等の歯科治療が可能な一般歯科診療所を紹介します。

（４）HIV感染者の早期発見・早期治療体制の強化
○�　匿名および無料による即日検査を継続実施し、検査を受けやすい環境整備を推進すると
ともに、個別カウンセリングの実施等、検査・相談体制を充実させ、相談・検査件数の増
加により早期発見・早期治療に努めます。

（５）医療機関等の関係者との連携強化
○�　HIV感染予防薬を診療拠点病院等に配置し、医療事故による感染予防対策を徹底すると
ともに、診断時やその後の心理的ケアを行うカウンセリング体制を強化するため、県から
カウンセラーの派遣を行います。
○�　外国人に対する医療への対応にあたっては、医療従事者に対する研修を実施するととも
に、関係機関と協力して、通訳の確保など対応の充実を図ります。

《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

いきなりエイズ率 40.0％ 25.0％ 東京都・大阪府なみにする

ＨＩＶ検査件数 775件 1,400件 人口千人あたり
　1.00件にする
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③　肝炎

目指す姿

▶  ウイルス性肝炎に感染しない
▶  ウイルス性肝炎に感染した場合でも適正な医療により重症化を防ぐ

取組の方向性

　（１）感染者の早期発見と正しい知識や予防対策の普及
　（２）ウイルス感染者対策のための保健・医療提供体制の充実

現状と課題
○�　ウイルス性肝炎は国内にはB型で110 ～ 140万人、C型で140 ～ 230万人の患者がいると
推計されており、人口比から県内でも２～４万人の患者がいると考えられます。ウイルス
性肝炎は自覚症状がなく、感染に気づいていない場合もあり、正しい知識の普及啓発に努
める必要があります。また、長期間の経過後に肝硬変や肝臓がんを引き起こす危険性が指
摘されていますので、早期に肝炎ウイルス検査を受け、適切な相談および医療機関を受診
することは、発生の予防およびまん延の防止に極めて重要です。
○�　平成13年度（2001年度）から保健所で肝炎ウイルス検査を実施するとともに、平成19年
度（2007年度）から契約医療機関でも無料検査を実施し、感染の可能性がある県民の早期
発見を図っています。また、平成14年度（2002年度）から市町が実施する40歳以上の住民
健診における肝炎ウイルス検査により、感染者の早期発見と検査陽性者に対する受診勧奨
が実施されています。
○�　しかし、検査受検数は減少しており、更なる周知、啓発が必要です。
○�　平成21年度（2009年度）に肝疾患診療連携拠点病院２か所および肝疾患専門医療機関11
か所を指定し、各二次保健医療圏における肝炎診療の中核として位置づけ、地域の医療機
関で継続して良質かつ適切な医療が受けられる診療体制を整備しています。
○�　ウイルス性肝炎治療については、平成20年度（2008年度）からインターフェロン治療、
平成22年度（2010年度）から核酸アナログ製剤治療、平成23年度（2011年度）からテラプ
レビルを含む３剤併用療法、平成26年度（2014年度）からインターフェロンフリー治療に
対する医療費助成を行い、治療の促進を図っています。
○�　保健所で実施しているB型およびC型肝炎の一般相談は、平成28年度（2016年度）3,470
件、B型およびC型肝炎ウイルス検査数は1,555件であり、いずれも近年、減少傾向にあり
ます。夜間検査等の実施やラジオCM、しらしがメール、twitter等による未受検者への
周知、啓発も行っています。
○�　研修会の開催、県ホームページ等により肝炎についての正しい知識の普及啓発を行って
います。
○�　肝炎ウイルス検査陽性判定者への初回精密検査（平成27年度（2015年度）から）、およ
び治療終了後の経過観察者等の定期検査（平成28年度（2016年度）から）の費用の助成を
行っています。
○�　拠点病院に相談窓口を設置し、患者等の保健指導を行うとともに、肝疾患専門医療機関
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との連携を強化に努めています。
○�　肝炎対策協議議会、肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会を開催し、滋賀県、各医療機
関および患者団体における現状と課題について協議をしています。

表３－３－16－８　肝疾患診療体制
種　別 圏域 医療機関名

肝疾患診療連携拠点病院 全　県 大津赤十字病院
滋賀医科大学医学部附属病院

肝疾患専門医療機関

大　津 市立大津市民病院、地域医療機能推進機構滋賀病院

湖　南 県立総合病院（旧成人病センター）、済生会滋賀県病院

甲　賀 公立甲賀病院

東近江 近江八幡市立総合医療センター、東近江市立能登川病院

湖　東 彦根市立病院

湖　北 市立長浜病院、長浜赤十字病院

湖　西 高島市民病院

具体的な施策

（１）感染者の早期発見と正しい知識や予防対策の普及
○�　県民に肝炎に対する正しい知識を深めてもらうため、市町や関係機関と連携しながら、
世代別や行動別に対象を絞るなど効果的・効率的な普及啓発活動を実施します。また、ラ
ジオCM、しらしがメール、twitter等による更なる周知、啓発も行います。
○�　匿名および無料による即日検査を継続実施し、検査を受けやすい環境を整備するととも
に、個別カウンセリングの実施など、検査・相談体制の充実に努めます。
○�　健康増進法に基づき市町が実施する肝炎ウイルス検査の受検率向上を支援し、県民の受
検率の向上を図ります。

（２）ウイルス感染者のための保健・医療提供体制の充実
○�　肝炎患者が必要な治療を受診できるよう、医療費助成を行い、患者の治療促進に努めます。
○�　肝疾患診療連携拠点病院に肝炎に関する相談窓口を設置し、保健指導を行うとともに、
専門的な肝炎診療を提供する肝疾患診療連携拠点病院および肝疾患専門医療機関と、かか
りつけ医とのネットワークを構築し、診療体制の充実を図ります。
○�　また、肝がん等の重症化への移行者を減らす目標を達成するためには、県民や関係者に
肝炎への基本的な理解を広め、肝炎ウイルス検査の受検を促すこと（受検）、検査で陽性と
なった者が速やかに肝疾患に関する専門医療機関を受診すること（受診）、適切な診療を継
続して受けること（受療）が重要であり、また、行政や医療機関が陽性者や患者の状況を
把握して、必要な情報提供、受診や受療の勧奨等を行うこと（フォローアップ）が必要です。
　�　これら４つのことが促進され、肝炎患者やその家族への支援が適切に行われるようにす
るため、肝炎に関する基礎的な知識や情報を提供し、地域や職域における肝炎への理解の
浸透、肝炎患者やその家族からの相談に対する助言、行政や肝疾患診療連携拠点病院など
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の相談窓口の案内、肝炎ウイルス検査の受検の勧奨、陽性者等に対する専門医療機関の受
診の勧奨、医療費助成制度の説明などを行う肝炎医療コーディネーターを養成します。
○�　保健・医療水準の向上のため医療関係者等に対する肝疾患医療技術・情報に関する研修
の実施に努めます。
○�　肝炎ウイルス検査陽性判定者に対する（精密）検査および治療終了後の経過観察者の定
期検査費用の助成を行い、ウイルス性肝炎患者の重症化を予防します。

《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

保健所における
肝炎ウイルス検査

B型C型：
1,555件

B型C型：
2,213件

H26（直近最多）の
1.1倍
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17　その他疾病

（１）慢性疼痛対策

現状と課題
○�　慢性の痛みを来す疾患は、変形性脊椎症や腰痛症といった筋骨格系および結合組織の疾
患から、神経疾患、リウマチ性疾患などの内科的疾患、更には線維筋痛症や複合性局所疼
痛症候群等の原因不明のものまで多種多様です。
○�　厚生労働科学研究によると、全人口の約20%が慢性の痛みを有し、受診頻度も高く、就
労困難やADL（日常生活動作）障害、QOLの低下を引き起こすなど、大きな社会問題となっ
ています。
○�　国において、平成22年度（2010年度）に「慢性の痛みに関する検討会」提言がまとめられ、
慢性の痛みに対する研究の推進や医療体制の整備を通じて、ガイドラインによる診療レベ
ルの向上や国民に対する啓発などの慢性の痛みに対する対策を進められているところです。
○�　全国的には「痛みセンター」が22か所に設置されており、滋賀医科大学医学部附属病院
(ペインクリニック科)においても平成25年度（2013年度）から設置されています。
○�　滋賀医科大学医学部附属病院(ペインクリニック科)を中心に、チーム医療による集学的
な疼痛治療システム構築の研究を行い、地域医療従事者(医師、看護師、理学療法士等)に
対して慢性疼痛に関する現状や課題、適切な対処方法等についての研修会開催や、慢性の痛
みに対する適切な管理と理解を広めるため医療従事者や県民への啓発活動を行っています。
○�　医療従事者や県民が慢性の痛みについての理解を深め、適切な管理ができるための取組
が必要です。

具体的な施策

○�　滋賀医科大学医学部附属病院の痛みセンターが実施する医療従事者の育成や県民への啓
発のための取組について支援します。

（２）脳脊髄液減少症

現状と課題
○�　脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷など、体への衝撃によって脊髄の硬膜が破
れ、脳脊髄液が漏れ出し、減少することによって、頭痛やめまい、耳鳴など、さまざまな
症状を呈する疾患です。
○�　平成24年（2012年）６月にブラッドパッチ療法が先進医療として承認され、平成28年（2016
年）４月から保険適用となりました。
○�　県内で脳脊髄液減少症の検査および診断ができる医療機関は11か所で、治療ができる医
療機関は８か所です。そのうちブラッドパッチ療法が可能な医療機関は４か所です。(平
成29年７月末現在：健康寿命推進課調)
○�　県の健康医療福祉部および教育委員会のホームページにおいて、脳脊髄液減少症の専用ペー
ジを設けて啓発を行っています。また、脳脊髄液減少症ホームページ（ＣＳＦ��ＪＡＰＡＮ）
についても県のホームページに専用バナーを記載し、更に情報の周知に取り組んでいます。
○�　毎年、医療機関調査を実施しており、その際に各病院に対して、掲載ページの周知を行っ
ています。
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○�　適切な医療が提供されるよう、医師向けの研修会を平成27年（2015年）に実施しています。
○�　医療機関において、診断基準に沿った検査・診断が行われることで、適切な医療が提供
できる取組が必要です。
○�　脳脊髄液減少症について、医療関係者や教育関係者等の理解促進が必要です。

具体的な施策

○�　医療機関において、適切な治療が提供されるよう、関係機関と共同で開催している医療
従事者向け研修会や意見交換会の中で、脳脊髄液減少症の病気の理解や診断・治療につい
ての内容を取り入れます。
○�　継続的に医療機関調査を実施し、県内の医療提供状況を把握するとともに、医療機関に
対する啓発に取り組みます。
○�　医療関係者や教育関係者等の理解促進・資質向上に向け、研修会や意見交換会の中に、
脳脊髄液減少症の病気の理解や診断・治療についての内容を取り入れます。

（３）COPD（慢性閉塞性肺疾患）

現状と課題
○�　COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症
性疾患で、緩やかに呼吸器障害が進行します。かつて、肺気腫、慢性気管支炎と称されて
いた疾患が含まれます。
○�　COPD（慢性閉塞性肺疾患）の原因の90%は、たばこの煙であり、喫煙者の20%が
COPD（慢性閉塞性肺疾患）を発症するとされています。
○�　平成27年（2015年）人口動態統計によると県内のCOPD（慢性閉塞性肺疾患）による
死亡者数は男性149人、女性30人です。年齢調整死亡率では、男性8.5、女性1.0であり、
全国の男性7.4、女性1.1に比較して男性が高い傾向にあります。
○�　平成28年度（2016年度）「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査」によると、COPD(慢
性閉塞性肺疾患）の認知度(名前は聞いたことがある・どんな病気か知っている)は32.2%
であり、平成24年度（2012年度）の29.1%から3.1ポイント増加しているものの、まだ３
割程度の認知度であり、引き続き啓発が必要です。
○�　滋賀医科大学医学部附属病院を中心に、地域医師会、薬剤師会等関係団体とともに、在
宅酸素療法、吸入指導ができるよう研修会を開催しています。
○�　直接患者指導を行う薬剤師・看護師・リハビリテーション専門職等医療従事者の資質向
上を目指した取組が必要です。
○�　適切な医療が身近な地域で受けられるよう医師の資質向上が必要です。

具体的な施策

○�　COPD(慢性閉塞性肺疾患）の名称と疾患に関する知識の普及と予防可能な生活習慣病
であることの理解のための啓発を推進します。
○�　医師をはじめとした医療従事者向けの研修会を開催します。
○�　市町健康増進事業におけるCOPD(慢性閉塞性肺疾患）の健康教育の推進、支援を行い
ます。
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18　臓器移植・骨髄移植
（１）臓器移植

目指す姿

▶  県民が、臓器移植についての理解を深めるとともに、医療体制が整うことで、一人
でも多くの患者の臓器移植が実現できる

取組の方向性

　ア　臓器移植に対する正しい知識の普及啓発
　イ　臓器移植普及推進のための院内体制整備の促進

現状と課題
○�　「臓器の移植に関する法律」の改正に伴い、平成22年（2010年）７月から家族の承諾の
みによる脳死下臓器提供および15歳未満の児童からの脳死下臓器提供が可能となりました。
○�　脳死下臓器提供の多くが家族（遺族）の承諾による臓器提供であるため、本人の意思表
示の記載を広く啓発していく必要があります。
○�　移植医療に関する正しい知識の普及啓発や臓器提供体制の整備および連絡調整のため、
滋賀県健康づくり財団に「滋賀県臓器移植コーディネーター＊」を設置するとともに、脳
死下臓器提供可能医療機関の院内体制整備を推進するため、「臓器移植院内コーディネー
ター」を県内の11医療機関に委嘱しています。
○�　全ての脳死下臓器提供可能医療機関において体制が整備されているわけではないため、
今後、滋賀県臓器移植コーディネーターと臓器移植院内コーディネーターが連携し、院内
体制の整備を促進していく必要があります。
○�　滋賀県健康づくり財団においては「腎・アイバンクセンター＊」を設置し、心停止後の
腎臓、眼球の提供を希望する者の登録を行っています。

具体的な施策

ア　臓器移植に対する正しい知識の普及啓発
　�　臓器移植に対する正しい知識を県民に普及させるため、日本臓器移植ネットワーク、滋
賀県医師会、滋賀県病院協会、臓器移植コーディネーター等の関係者と連携した啓発を推
進します。特に、臓器移植推進月間（10月）には、関係団体等と協力して、臓器移植普及
推進キャンペーンでの街頭啓発や各種広報媒体を利用した啓発を広く実施し、本人の「意
思表示の記載の促進」を重点とした啓発に努めます。

イ　臓器移植普及推進のための院内体制整備の促進
　�　臓器移植院内コーディネーター連絡会や医療従事者、臓器提供に関わる関係者等を対象
とした研修会を実施し、脳死下臓器提供可能医療機関における院内のマニュアル作成や臓
器提供に関する院内研修会の開催、臓器提供シミュレーションの実施等の院内体制整備を
促進します。
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表３－２－18－１　臓器移植・骨髄移植関係医療機関

医療機関名

院内コー
ディネー
ター設置
施設

脳死下臓
器提供可
能施設

心停止後
骨髄移植
可能施設腎臓摘出

可能施設
眼球摘出
可能施設

角膜移植
可能施設

滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○

大 津 赤 十 字 病 院 ○ ○ ○ ○ ○

市 立 大 津 市 民 病 院 ○ ○

済 生 会 滋 賀 県 病 院 ○ ○ ○

草 津 総 合 病 院 ○

県 立 総 合 病 院
（ 旧 成 人 病 セ ン タ ー） ○ ○

県立小児保健医療センター ○

公 立 甲 賀 病 院 ○ ○

近 江 八 幡 市 立
総 合 医 療 セ ン タ ー ○ ○ ○

長 浜 赤 十 字 病 院 ○ ○

市 立 長 浜 病 院 ○ ○

＊�上記は、臓器移植に関するマニュアルや院内研修会の開催、臓器提供シミュレーションを実施している医療
機関。実際の移植の際は、状況や体制により、近隣府県と連携して移植を実施。

≪数値目標≫

目標項目 現状（H28） 目標値（H35） 備　考

脳死下臓器提供可能医療機関 7病院 11病院
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（２）骨髄移植

目指す姿

▶ 一人でも多くの移植希望者が一日でも早く移植を受けられる

取組の方向性
　ア　骨髄等移植推進のための普及啓発
　イ　骨髄等提供希望者の登録推進
　ウ　提供できる環境の整備

現状と課題
○�　平成29年（2017年）３月末現在、本県の骨髄移植および末梢血管細胞移植の希望者数は
16人で、提供希望登録者は4,207人です。これは、提供対象年齢人口千人あたり6.73人で、
全国平均8.29人に比べ登録が少ない状況です。
○�　これまでに全国で20,547件の骨髄移植および末梢血管細胞移植が行われており、うち本
県の移植患者は217人、提供者は243人です。
○�　現在、新規の登録は、献血併行型骨髄バンク登録会＊におけるものが全体のほとんどを
占めていますが、多くの献血会場でこの登録会を行うには、ドナー登録に関する説明員を
確保する必要があります。
○�　提供希望登録者が全国平均を下回っている状況にあることや、全国的な傾向と同様に、
県内での登録者の高齢化が進む傾向にあり、新規の登録者を増やす必要があります。
○�　骨髄移植および末梢血管細胞移植の現状や正しい知識について一層理解が進むよう、更
に普及啓発する必要があります。

具体的な施策

ア　骨髄等移植推進のための普及啓発
　○�　日本骨髄バンク、滋賀県赤十字血液センター、骨髄移植可能施設、ボランティア団体、

市町等と連携し、骨髄バンク、骨髄移植および末梢血管細胞移植の理解を促進するため
の啓発に取り組みます。

　　�　また、登録者の高齢化が進む傾向にあることから、学校における啓発など、若年層に
対する啓発を強化します。

イ　骨髄等提供希望者の登録の推進
　○�　献血併行型骨髄バンク登録会開催回数の増加を図るため、登録会開催に必要となる説

明員について、レイカディア大学の卒業生に働きかけるなど、人材の確保に努めます。
ウ　提供できる環境の整備
　○�　企業等に対し「骨髄ドナー特別休暇制度」の創設を働きかけるなど、骨髄等提供者が

安心して提供できる環境の構築に努めます。

《数値目標》
目標項目 現状（H28） 目標値（H35） 備考

人口千人当たりの提供希望登録者数 6.73人 8.29人
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19　リハビリテーション

目指す姿

▶  県民誰もがあらゆるライフステージにおいて、持ちうる能力を活かし、自立して活動、
社会参加しながら地域で暮らすことができる

取組の方向性
　（１）医学的リハビリテーションの推進
　（２）地域リハビリテーションの推進
　（３）リハビリテーション提供体制の整備

現状と課題
○�　リハビリテーションは、国際生活機能分類（ＩＣＦ：International�Classification�of�
Functioning,�Disability�and�Health）の考え方に基づき、医学・教育・職業等様々な働
きかけと連動して日常生活や地域社会における制限制約を最小限にし、高齢者や障害のあ
る人達が望む生活を支える働きかけを目指しています。
○�　地域包括ケアシステム構築におけるリハビリテーションの推進には、様々な分野をつな
げる自助・互助・共助・公助における地域づくりの視点が必要です。

表３－３－19－１　地域包括ケアにおけるリハビリテーションが担う役割
■　自助
・疾病や暮らし方などの理解を深める支援
　　情報提供、研修（教育）など
・運動や生活が自己管理できるための支援
・自立のための生活環境の工夫などに関わる支援

■　互助
・住民による支え合いが可能となる活動の支援
・高齢者・障害者が交流できる場の創設支援
・自助（セルフヘルプ）グループの育成と支援

■　共助
・早期にＡＤＬ自立ができるためのリハ＊（急性期）
・早期に自宅復帰できるためのリハ＊（回復期）
・生活機能維持・向上のためのリハ＊（維持期・生活期）
　　通所・訪問リハ、福祉用具の選定、住宅改修など

■　公助
・介護予防・日常生活支援総合事業へのかかわり
・地域リハ活動支援事業の推進
・連携活動への参画と推進
　　地域包括支援センターや健康福祉事務所との連携
　　ネットワークの構築活動

＊リハ：リハビリテーションの略
※「全国リハビリテーション医療機関関連団体協議会」資料を一部改編

（１）医学的リハビリテーションの状況
○�　対象となる疾患や障害は、脳血管疾患、脊髄損傷、切断、骨関節疾患、神経疾患、リウ
マチ疾患等から、呼吸器疾患、心血管疾患、がん等の内科的疾患による全身の機能低下ま
で多岐にわたります。
○�　急性期・回復期＊・維持期（生活期）においては、診断・治療を経て、早期の離床やリ
ハビリテーションにより廃用症候群を予防し、心身機能の改善やＡＤＬ（日常生活動作）
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の向上が図られています。　　　　　
○�　退院後の心身機能やＡＤＬの維持・向上だけでなく、生活機能（活動や参加を含む）や
ＱＯＬ等の向上に向けて、リハビリテーション専門職を含めた多職種によるチームアプ
ローチが少しずつ増えています。しかし、退院後に適切なリハビリテーション等のフォロー
がされないことで、患者の能力低下を招いている場合もあります。
○�　急性期病院の在院日数が短縮化する中で、回復期病床の果たす役割が重要となります。
県内の回復期リハビリテーション病床は、平成24年度（2012年度）の14病院628床から平
成29年（2017年）には14病院767床まで増加し、全ての二次保健医療圏に設置されました。
○�　運動器、脳血管疾患、呼吸器の疾患別リハビリテーション料＊については、全ての二次
保健医療圏に届出医療機関がありますが、がん患者リハビリテーション料や心大血管リハ
ビリテーション料については、湖西保健医療圏域では届出医療機関がありません。

表３－３－19－２　県内の疾患別リハビリテーション料届出医療機関数
二次保健
医療圏 運 脳 呼 がん 心 認 難 障 運　：運動器リハ＊料Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

脳　：脳血管疾患等リハ＊料Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

呼　：呼吸器リハ＊料Ⅰ、Ⅱ

がん：がん患者リハ＊料

心　：心大血管疾患リハ＊料Ⅰ、Ⅱ

認　：認知症患者リハ＊料

難　：難病患者リハ＊料

障　：障害児（者）リハ＊料

＊リハ：リハビリテーション

大　津 20 15 8 4 5 0 0 0
湖　南 21 11 9 4 5 0 0 3
甲　賀 10 6 4 2 2 0 0 1
東近江 18 15 5 2 2 1 0 0
湖　東 5 4 4 2 1 0 0 0
湖　北 10 8 4 2 2 0 0 1
湖　西 4 4 4 0 0 0 0 0
計 88 63 38 16 17 1 0 5

� 出典：平成29年10月１日現在の施設基準の届出受理状況（近畿厚生局）を基に滋賀県集計　

○�　障害児（者）リハビリテーション料を算定している病院は５か所、認知症患者リハビリ
テーション料を算定している病院は１か所となっています。届出医療機関以外でのリハビ
リテーションの提供もありますが、運動器や脳血管疾患に対するリハビリテーションと比
較して、小児期や障害者にかかるリハビリテーションの実施機関は少ない状況です。
○�　高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病のリハビリテーションの受入れができる病院は増
えていますが、障害特性に応じた専門的なリハビリテーションの提供体制は十分とはいえ
ない状況です。
○�　脊髄損傷や高次脳機能障害は、長期の入院期間を必要とする場合が多く、現状の医療制
度では回復期の入院期間だけでは、社会参加までの支援が十分にできない事例があります。
○�　神経難病については、発症早期からのリハビリテーションの有効性が示されていますが、
難病患者リハビリテーション料を算定している病院は県内にはありません。
○�　若年者では、医学的リハビリテーションと併せて、就労等の社会復帰に向けたリハビリ
テーションが受けられる県外の医療機関等を利用している事例があります。
○�　ICTやロボットの活用を行うことにより、効果的なリハビリテーションが提供できること
が報告されていますが、県内の病院においては、積極的なロボットの導入は少ない状況です。
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○�　小児から高齢者まで全てのライフステージに応じたリハビリテーションが身近な地域で
提供されることが求められています。
○�　今後、患者数の増加が見込まれる、がんや心血管疾患、認知症のリハビリテーションは、
身近な地域で受けられる体制整備が必要です。
○�　退院した後も能力低下に陥らないよう、包括的な合併症管理等、疾患特性に応じた適切
な維持期（生活期）リハビリテーションが継続的に提供できる体制が必要です。
○�　社会参加に向けた就学や就労等の具体的なリハビリテーションや、日常生活の維持に必
要な短期集中リハビリテーションの提供等、障害特性に応じた医療福祉一体的なリハビリ
テーションプログラムの提供が求められています。
○�　ICTやロボットの普及については診療報酬上の課題等がありますが、効果的なリハビリ
テーションの提供につながるよう、情報の収集と県民や県内病院等の関係機関への情報発
信が必要です。

（２）地域リハビリテーションの状況
ア　リハビリテーションサービスの状況について
　○�　高齢者の介護予防については、心身機能の維持・向上だけでなく、地域の中で生きが

いや役割を持って生活できるような居場所や出番づくりなど、高齢者の取り巻く環境へ
の働きかけも含めた取組を進めています。

　○�　市町の介護予防・日常生活支援総合事業＊において、高齢者の自立に向けた取組を進
めるため、リハビリテーション専門職の３職種（理学療養士・作業療法士・言語聴覚士）
を二次保健医療圏単位で人材派遣する体制整備を進め、平成29年度（2017年度）は７圏
域で派遣を実施しています。

　○�　これにより、全ての市町において、介護予防・日常生活支援総合事業＊にリハビリテー
ション専門職が関わっています。しかし、多職種が協働して高齢者の自立に資するケア
マネジメントを実施する個別ケースレベルの地域ケア会議へのリハビリテーション専門
職の関与は、16市町（平成28年度）となっています。リハビリテーション専門職が関与
する個別ケースレベルの地域ケア会議を推し進めるために、平成29年度（2017年度）か
ら国のモデル事業として介護予防活動普及展開事業を日野町で実施しています。

　○�　通所療育教室等の児童発達支援事業所等を利用する児童は増加しています。特に医療
的ケア児が増加しており、受入れ施設が限られている状況です。

　○�　障害のある人は、学校生活や就労等の場で引き起こされる身体の痛み等の二次障害に
より、ＡＤＬの低下や就労の継続に影響が生じることがあり、平成20年度（2008年度）
から県立リハビリテーションセンターが県内の障害福祉サービス事業所等を訪問し、作
業姿勢の評価・改善にかかるアドバイスや事業所向け研修会等を実施していますが、十
分な支援に繋がっていません。

　○�　障害のある人や児童が、学校における活動や就労等を長く継続できるように、障害特
性の理解を深めた対応が必要なことから、県立リハビリテーションセンターが学校や働
き・暮らし応援センターと連携し、医学的リハビリテーションの視点を取り入れた取組
を進めていますが、一部の限られた対象者に留まった支援となっています。

　○�　市町はリハビリテーション専門職を雇用し、日常生活圏域で専門職に相談できる体制
整備を進めています。平成29年度（2017年度）は14市町（大津市、彦根市[愛荘町、豊
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郷町、甲良町、多賀町]、長浜市、草津市、栗東市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、
米原市）で雇用されています。市町に雇用されているリハビリテーション専門職は、主
に高齢者主管課に配属されているため、小児や障害分野にかかる相談に対して十分な対
応ができていない状況です。

　○�　リハビリテーション専門職による個別ケースレベルの地域ケア会議への支援が、全て
の市町で実施されることが必要です。

　○�　市町の介護予防・日常生活支援総合事業＊にＩＣＦの考え方に基づいたリハビリテー
ションの視点が取り入れられるよう、事業の企画から評価まで医師を含めて専門職が総
合的に関与できることが必要です。

　○�　通所療育教室等の児童発達支援事業所等において、リハビリテーション専門職等の医
療職種による支援が求められています。

　○�　障害福祉サービス事業所や学校等の関係者が二次障害予防の取組や障害特性を踏まえ
た対応を行えるよう、日常生活圏域における支援体制の充実を図ることが必要です。

　○�　住民の身近な地域において、ライフステージに応じた適切なリハビリテーションサー
ビスが提供されるよう、リハビリテーション相談支援体制の整備が求められています。

イ　連携体制について
　○�　高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病については、就学や就労、社会生活の維持等を

目的とした個別性の高いリハビリテーションや支援が必要となることから、医療機関で
のリハビリテーションのみならず、当事者団体を含めた多機関・多職種によるチームア
プローチが重要ですが、十分には行われていません。

　○�　県立リハビリテーションセンターが関係機関と連携して、高次脳機能障害者の就労を
目的とした集団プログラムや、脊髄損傷者のスポーツ体験や外出訓練等、社会参加に向け
た様々なプログラムを行ってきましたが、一部の対象者への実施に留まっている状況です。

　○�　各圏域において、市町や健康福祉事務所が調整し、関係職種が集まり、様々な機会に
リハビリテーションにかかる情報共有や協議が行われる機会が増えつつあります。

　○�　各関連団体で構成される滋賀県連携リハビリテーション学会は、平成28年度（2016年
度）から多職種連携学会と名称を変更し、リハビリテーション専門職だけでなく、当事
者や家族、多職種・多機関が連携した取組を推進しています。

　○�　医療機関において、就学や就労等、具体的な社会生活への移行にかかる関係団体や関
係支援機関との連携が更に必要です。

　○�　高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病の方の社会参加が身近な地域で展開されるよう、
当事者団体の意見を取り入れながら関係機関が連携し、取組を拡げていくことが必要です。

　○�　リハビリテーションにかかる地域の実態や課題を集約し、ICFの考え方に基づいたリ
ハビリテーションの観点から総合的なマネジメントが推進できるよう、県立リハビリ
テーションセンターと市町や健康福祉事務所との連携強化が必要です。

　○�　多職種連携学会等を通じて、多職種・多機関の取組を有機的なネットワークの形成等
につなげていく必要があります。

ウ　リハビリテーションの啓発と地域づくり
　○�　リハビリテーションは、単に機能回復だけでなく、個人の生きがいや価値観等も考慮

しながら機能予後の見通しを踏まえて、患者自らが具体的な活動や社会参加を目標に取
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り組むことが重要ですが、リハビリテーションは専門職に行ってもらうものであるとい
う認識が一般的となっています。

　○�　年齢や障害の有無に関わらず、その人らしく役割をもちながら生活できるよう、県民の
健康に対する意識の向上や、地域リハビリテーションの推進を図ることを目的に、県立リハ
ビリテーションセンターが公開講座等のリハビリテーションに関する啓発を行っています。

　○�　リハビリテーション専門職の３団体や関連機関においても、疾病や障害のある人だけ
がリハビリテーションの対象でなく、予防から行うリハビリテーションの必要性や効果
について、広報活動や講座の開催等が行われています。

　○�　リハビリテーションは専門職だけが行うものではなく、県民自身が主体的に自助・互
助・共助の取組を進めていくための意識の醸成が必要です。

　○�　県民自らが活動や社会参加に向けたリハビリテーションに取り組めるよう、保健・医
療・福祉・教育・職業等にかかるリハビリテーションの情報を総合的に収集し、わかり
やすく提供する必要があります。

（３）リハビリテーション提供体制
ア　県立リハビリテーションセンター等の現状
　○�　リハビリテーションセンターは、県立リハビリテーションセンター支援部（以下「支

援部」という。）と県立総合病院（旧成人病センター）リハビリテーションセンター医
療部（以下「医療部」という。）が協働して担うこととして、平成18年度（2006年度）
に開設され、地域リハビリテーション提供体制の構築を目的とした支援と、全県から高
次脳機能障害や脊髄損傷の方を受け入れるための回復期の機能に重点を置いた取組を進
めてきました。

　○�　しかし、医療部においては、各二次保健医療圏における回復期病床が増加してきたこ
とや、高次脳機能障害や脊髄損傷についても他の病院での受入れが進んでおり、全県か
らの患者の受入れは減少傾向にあります。

　○�　また、支援部においては、保健・医療・福祉・教育・職業等、様々な関係機関に働き
かけ、ICFの考え方に基づいた支援を展開していますが、各分野における個別支援が中
心となっており、地域で継続できる取組には至っていません。

　○�　県福祉用具センターにおいては、障害特性に合った福祉用具や生活環境の調整などの
相談に対応しています。

　○�　県内のリハビリテーションに関連する施設は、支援部（身体障害者更生相談所［平成
25年６月に同一組織に編成］含む）、医療部、県立むれやま荘、県福祉用具センター等
がありますが、運営主体が異なっており、また、所在地も点在していることから、一部
の事業では連携していますが、多くの日常業務の施設間の連携は乏しい状況です。

　○�　医療部が担うべき医療機能は、特定の疾病や障害（高次脳機能障害や神経難病等）に
対し、全県を視野に入れた高度先進的な医学的リハビリテーションを提供することです。

　○�　また、医療部は、他の医療機関や専門機関と連携し、社会参加までを視野に入れたリ
ハビリテーションを提供する必要があります。

　○�　県立リハビリテーションセンターは、地域リハビリテーション支援機能として、様々
な分野をつなげ、自助・互助・共助・公助における地域づくりを推進する機能を担うこ
とが必要です。
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　○�　県立リハビリテーションセンターにおいて、医学的リハビリテーションや地域リハビ
リテーションの機能と、社会生活に必要な支援とを一体的に行える体制が必要です。

　○�　県立リハビリテーションセンターが、県全体を視野に医療福祉の連携を進め、総合的
なリハビリテーションが提供できる機能を担うことが必要です。

イ　人材の確保・育成
　○�　リハビリテーション専門医および病院や介護保険サービス施設・事業所に従事する人

口10万人当たりのリハビリテーション専門職の数は、全国と比べて少ない状況です。

表３－３－19－３　リハビリテーション専門医数
滋賀県 全　国

リハビリテーション専門医 22人 2,273人
対人口10万人 1.6 1.8

� 出典：平成28年度　日本リハビリテーション医学会

表３－３－19－４　病院に従事するリハビリテーション専門職数
滋　賀 全　国

常勤換算数 対人口10万人 常勤換算数 対人口10万人
理学療法士 677.6 48.0 74,235.6 58.5
作業療法士 346.5 24.6 43,884.1 34.6
言語聴覚士 121.9 8.7 15,123.2 12.0
� 出典：平成28年度「病院報告」（厚生労働省）

表３－３－19－５　介護保険サービス施設・事業所に従事するリハビリテーション専門職数
滋　賀 全　国

常勤換算数 対人口10万人 常勤換算数 対人口10万人
理学療法士 216 15.3 32,082 25.3
作業療法士 114 8.1 17,281 13.7
言語聴覚士 19 1.4 3,418 2.7
� 出典：平成28年度「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省）

　○�　県内の養成施設は、平成29年（2017年）４月現在、１施設であり、入学定員は理学療
法士養成課程80人、作業療法士養成課程40人です。

　○�　県立高等学校卒業生を対象とした進学調査では、平成28年（2016年）３月卒業生のう
ち200人がリハビリテーション専門職の養成校に進学していますが、そのうち152人は県
外の養成校に進学し、その約８割にあたる117人が４年制大学に進学しており、大学志
向の傾向にあります。

　○�　平成29年度に県内のリハビリテーション専門職に行った実態調査によると、県内の病
院で従事する理学療養士、作業療法士の46.4%が経験年数５年未満となっています。

　○�　県立リハビリテーションセンターにおいて、リハビリテーションに関わる全ての職種
を対象とした教育研修事業を行っています。平成23年度（2011年度）の研修参加者の合
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計人数は380人でしたが、平成28年度（2016年度）には689人に増加しています。
　○�　リハビリテーション専門職を志す高校生等が、県内で進学できる機会の確保が必要です。
　○�　地域包括ケアシステムの深化を見据えた在宅療養を推進するためには、リハビリテー

ション専門医およびリハビリテーション専門職（特に作業療法士、言語聴覚士）を確保
するとともに、体系的な人材育成を進める必要があります。

　○�　保健・医療・福祉・教育・職業等、様々な分野の従事者が継続的にリハビリテーショ
ンについて学べる機会が必要です。　

ウ　中核となる人材育成・地域展開
　○�　子どもから高齢者までを対象にしたリハビリテーションを身近な地域で推進するため

にリハビリテーション専門職の旗振り役となれる中核的人材の育成を平成29年度（2017
年度）から県立リハビリテーションセンターにおいて行っています。

　○�　今後も中核的人材の育成に取り組む必要があります。
エ　県民意識の醸成
　○�　高齢者や障害のある人が望む生活を送るには、「してもらうリハビリ」から「自分です

るリハビリ」として考えることが必要ですが、県民に対して十分な啓発ができていません。
　○�　子どもから高齢者まであらゆるライフステージにおいて、どのような心身状態であっ

ても、住み慣れた地域で社会参加できることの理解が県民に対して深まることが重要です。
　○�　当事者や家族が主体となって、地域リハビリテーションに取り組むための啓発が必要です。

具体的な施策

（１）医学的リハビリテーションの推進
ア　疾患別リハビリテーションの推進
　○�　がん・呼吸器・心血管疾患・認知症等、今後増加が見込まれる疾患に対する医学的リ

ハビリテーションの充実や、ライフステージに応じた医学的リハビリテーションが全て
の二次保健医療圏で実施されるよう、医師会やリハビリテーション専門職の団体に研修
機会等が設けられるように働きかけます。

イ　高次脳機能障害、脊髄損傷、神経難病等の質的向上
　○�　医師やリハビリテーション専門職等、医療従事者への障害特性の理解のための啓発・

研修会を開催し、医療機関における家族への障害特性や地域生活に関する家族教育等が
充実されるよう働きかけます。

　○�　高次脳機能障害が適切に診断され、障害特性を理解した上で、回復期病院から退院後
に必要な支援につながる体制を強化します。

ウ　先進技術の活用
　○�　ICTの活用や最新のロボット技術の導入が円滑に進むよう、県立リハビリテーション

センターが情報の収集や発信を行います。

（２）地域リハビリテーションの推進
ア　リハビリテーションサービスの整備と充実
①　介護予防、二次障害予防の推進
　○�　市町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業＊に対して、リハビリテーション専
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門職が積極的に関与して技術的助言や支援ができるよう、専門職の所属する医療機関や
事業所のほか、関係団体等との関係者間調整に努めます。

　○�　障害福祉サービス事業所や学校の関係者が、自立や社会参加に向けた支援や二次障害
予防の取組を行えるよう、関係機関等と継続的な支援が行える仕組みや体制について検
討します。

②　急性期・回復期＊・維持期（生活期）リハビリテーションの質の向上と切れ目のない体制整備
　○�　退院支援において、本人の持ちうる能力を活かした支援が行われるよう、リハビリテー

ション専門職の資質向上を図ります。
　○�　関係機関・団体が連携し、急性期・回復期＊・維持期（生活期）・在宅生活におけるサー

ビスについて、生活の質の向上に向けた切れ目のないリハビリテーションの提供体制の
整備を図ります。

③　ライフステージに応じた適切な総合的リハビリテーションサービスの提供
　○�　日常生活圏域において、高齢分野だけでなく小児や障害の分野からの相談等にも対応

できるよう、地域の事情に応じたリハビリテーション相談支援体制の構築に向けた検討
を行います。また、県では相談内容に応じて関係機関が連携し、支援にあたることがで
きる全県対応の相談支援体制の整備を図ります。

イ　連携活動の強化とネットワークの構築
　○�　保健・医療・福祉・教育・職業等、行政や関係機関・団体が連携し、リハビリテーショ

ンの取組の推進を図れるよう、有機的なネットワークを構築します。
　○�　ピアサポート（同じような立場にある人のサポート）や自助グループが行う社会参加

に向けた活動等、当事者の視点にたったリハビリテーションの充実が図れるよう、当事
者団体や関係機関の協働支援を推進します。

　○�　県立リハビリテーションセンターと健康福祉事務所が協働して、リハビリテーション
に係る地域の実態や課題を集約し、ICFの考え方に基づいたリハビリテーションの視点
を加えて、地域をマネジメントできる体制づくりを検討します。

　○�　関係機関・団体が協働し、多職種連携学会等を通じた有機的な取組を推進します。
ウ　リハビリテーションの啓発と地域づくりの支援
　○�　リハビリテーションの目的は、住み慣れたところでそこに住む人々とともに、その人

の望む生活が送れることにあります。当事者や家族の主体的な活動や自立支援を促す社
会を構築していくために、当事者や家族だけでなく、その地域で生活する全ての人がこ
の考え方を理解できるように啓発等の取組を推進します。

　○�　県民自らが活動や参加に向けて取り組めるよう、県立リハビリテーションセンターが、
保健・医療・福祉・教育・職業等にかかるリハビリテーションの情報を総合的に収集し、
わかりやすく提供します。

　○�　地域包括ケアシステムの構築に向けて、日常生活圏域の中で、県民自らが主体的に行
う活動（自助）や、住民同士の助け合い（互助）、医療保険や介護保険等の社会保障制度・
サービス（共助）、生活保護等の公的サービス（公助）など、それぞれの力を重層的に
活かし、ICFの考え方に基づいたリハビリテーションの観点から地域づくりを推進します。

（３）リハビリテーション提供体制の整備
ア　県立リハビリテーションセンターの再構築
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　○�　県立リハビリテーションセンターの医療機能では、継続的にリハビリテーション医療
を必要とする特定の疾病・障害（高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病等）に対して、
高度先進的なリハビリテーションの提供や、就学や就労等の社会参加につなげるプログ
ラムの研究開発等を行います。

　○�　また、障害特性に応じた環境調整や短期集中リハビリテーション等、若年の障害のあ
る人に対する医学的リハビリテーションの充実を図ります。

　○�　リハビリテーション専門職の団体と協働し、地域包括ケアシステム構築に向けた地域
リハビリテーションの展開を図るとともに、地域リハビリテーションの旗振り役となれ
るリハビリテーション専門職の中核人材の育成を進めます。

　○�　リハビリテーションにかかる県内外の先駆的な取組や、ICTやロボット等、医療介護
分野等にかかる先進技術について情報収集と実践を行い、わかりやすい形で情報発信し
ます。

　○�　健康福祉事務所と協働してリハビリテーションにかかる地域の実態や課題を集約し、
リハビリテーションの観点から三次機関として県域を俯瞰的に捉え、県民の健康増進、
社会参画につながるリハビリテーションの体制づくりを進めます。

　○�　年齢や障害を問わず、リハビリテーションにかかる相談等に総合的に対応できるよう、
ピアサポ―ト、福祉用具の普及や義肢装具の適正利用等、専門的な相談の充実を図ると
ともに、様々な分野のリハビリテーションにかかる課題に対する取組が推進されるよう
調査研究等を進めます。また、関係機関や団体と協働し、県域における総合的なリハビ
リテーションが提供されるための基盤形成を進めます。

　○�　あわせて、県民や様々な分野の支援者が地域リハビリテーションの担い手となれるよ
う、県民や支援者等へのリハビリテーションの理解促進を図ります。

　○�　子どもから高齢者まで全世代を対象に、それぞれのライフステージに応じた活動や社
会参加につながるリハビリテーションが提供できるよう、リハビリテーションの知識・
技術を活かしながら、保健、医療、福祉、教育、職業等、様々な分野を総合的に調整で
きるハブ機能を備え、医療福祉の一体的なサービス提供を行うため、県立リハビリテー
ションセンターの機能の再構築を目指します。
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図３－３－19－６　県立リハビリテーションセンター機能　イメージ図

イ　人材の確保・育成
　○�　リハビリテーション専門職の県内定着、県内誘導を図るために、修学資金制度の運用

を行うとともに、医療福祉拠点整備事業（医療福祉関係団体の事務所機能の集約や各職
種連携を進める医療福祉センター機能および不足するリハビリテーション専門職の人材
養成機能等を併せ持つ医療福祉拠点を、県庁周辺県有地を利活用して事業者提案により
整備する事業）等により、大学等の高等教育機関の整備を促進します。

　○�　保健・医療・福祉・教育・職業等様々な分野の多職種が、リハビリテーションについ
て共通理解ができ、専門的技術が習得できるなど、多職種協働でリハビリテーションの
推進が図れるための人材を育成します。

　○�　医師やリハビリテーション専門職の関係団体と意見交換しながら、体系的な人材育成
体制の整備を図ります。

ウ　中核となる人材育成・地域展開
　○�　地域ごとのリハビリテーション推進の中核を担う責務があることを自覚し、総合知識

を習得した、各地域における旗振り役となれる人材の育成を推進するとともに、地域で
の活動展開のあり方についての検討を進めます。　

エ　県民意識の醸成
　○�　当事者や家族の意識の醸成に向けて、啓発媒体を作成するなどして、当事者や家族自

らがリハビリテーションに取り組めるよう支援します。
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《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

県内で従事するリハビリテーション
専門職の確保 1,908人 3,000人(H37) 県の推計による

地域リハビリテーションの中核を担
う人材の育成 0人 60人

個別ケースレベルの地域ケア会議に
リハビリテーション専門職を活用す
る市町の増加

16市町（H28） 19市町
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20　障害保健医療福祉

目指す姿

▶  障害の特性や状態、それぞれのライフステージに応じた保健・医療・福祉が連携し
た支援により、障害のある人が地域で生活を送ることができている

取組の方向性
　（１）重症心身障害児者への支援の充実
　（２）子どもの障害への支援の充実

現状と課題
（１）障害保健医療福祉の現状
○�　本県における平成28年度(2016年度）末の障害者手帳の所持者は、身体障害者手帳
53,679人、療育手帳13,080人、精神障害者保健福祉手帳9,024人となっています。
〇�　重症心身障害などの障害の特性や状態、子どもの障害などのライフステージ、それぞれ
に応じて提供されている保健、医療、福祉サービスの充実が求められています。

ア　重症心身障害
　○�　医療型障害児入所施設や療養介護事業所において、入所支援が必要な障害児者に対し

て、医療と介護を併せて提供しています。
　○�　施設入所者以外にも医療的ケア等の様々な支援が必要な在宅の重症心身障害児者は、

平成25年（2013年）の538人から平成29年（2017年）の556人（いずれも４月１日現在：
障害福祉課調べ）へと、増加傾向にあります。

　○�　重症心身障害児者が地域で生活をしていくために、短期入所等の家族のレスパイト等
のためのサービスや、医療的ケアに対応できる生活介護等の通所の場、グループホーム
等の居住の場が必要となっています。

　○�　重症心身障害児者や医療的ケアが必要な障害児者に対応できる地域の医療機関の充実
や専門的支援が可能な人材の確保・育成が必要となっています。

イ　子どもの障害
　○�　市町が実施する乳幼児健診による障害の早期発見と各市町の児童発達支援センター、

児童発達支援事業所（地域療育教室）や県立小児保健医療センター（療育部）において、
早期発見・早期支援を実施しています。

　○�　より身近な地域での療育支援が受けられるよう市町単位での児童発達支援等の充実や
重度障害児の受入れ体制の整備が求められるとともに、県立小児保健医療センター（療
育部）においては、市町で対応困難な医療面の支援が必要な児童への対応や市町事業所
等に対する支援が求められています。

　○�　医療技術の進歩等により医療的ケアの必要な児童が増えており、その支援の充実が求



−217−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

められています。
　○�　放課後等デイサービス事業所の増加により、障害をもつ就学児童の支援の場は広がっ

ていますが、重症心身障害児や医療的ケアが必要な児童に対応できる事業所は少ない現
状にあります。また、事業所により支援の質に差があることから、支援の質の向上が求
められています。

具体的な施策

　障害のある人の地域生活を実現するための医療的ケアと福祉サービスの一体的な支援体制
の整備、障害の早期発見と早期支援の推進、重症心身障害等についての専門性をもつ人材の
養成を基本的な視点とし、障害のある人の地域生活を支援するため各種事業を実施します。

（１）重症心身障害児者への支援の充実
○�　重症心身障害児者や医療的ケア児に対応できる短期入所や生活介護事業所、グループ
ホーム等の整備を促進します。
○�　障害者自立支援協議会＊等において、重症心身障害児者・医療的ケア児への支援に関す
る関係機関の連携の強化や専門的ケアマネジメントを含む支援体制の整備を検討し、支援
の充実に努めます。
○�　たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員等専門職員等、重症心身障害児者・医療的ケ
アが必要な障害児者の支援に対応できる人材の養成を推進します。

（２）子どもの障害への支援の充実
○�　県立小児保健医療センターにおいて、重症心身障害児や医療的ケア児等に対する専門的
な医療・療育の一体的な提供を図ります。
○�　県は県立小児保健医療センター（療育部）を中心に、地域の児童発達支援センター・児
童発達支援事業所（地域療育教室）の専門性向上への支援を図ります。
○�　県は医療的ケア児に関する協議会（障害者自立支援協議会）において、医療的ケア児へ
の支援に関する関係機関の連携の強化や支援体制の整備を検討し、支援の充実に努めます。
○�　身近な地域で支援を受けられるよう市町や圏域ごとに重症心身障害児等に対応できる児
童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の整備が促進されるよう支援に努めま
す。
○�　県は保育所等において医療的ケア児を受け入れるため看護師等を派遣するなどの体制整
備を行う市町を支援し、地域生活支援の向上を図ります。

《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備考

レスパイト入院受入れ可能病院および
医療型短期入所可能事業所（再掲） ３/７圏域 各二次保健医療圏域に

１か所以上整備
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21　薬事保健衛生
（１）医薬品の適正使用

目指す姿

▶  県民がかかりつけ薬局を持ち、地域で暮らす患者本位の医薬分業＊の実現
▶  電子版お薬手帳が活用されている

取組の方向性
　　（１）�医薬品情報の収集および提供システムの充実と医療現場における医薬品適正使

用の推進（医薬分業の推進）
　　（２）医療関係者の教育・研修の充実

現状と課題
○�　患者負担の軽減等の観点から後発医薬品の普及促進を図る必要がありますが、平成28年
度（2016年度）末現在の本県の後発医薬品割合（数量ベース）は67.0％、全国66.8％であ
り全国29位となっています。後発医薬品の使用が進まない理由に、後発医薬品に関する誤
解や品質に対する不安が挙げられ、これらの解消が求められています。また、平成28年度
（2016年度）末現在の本県の医薬分業率は70.7％ (処方箋約767万枚)、全国71.7％であり、
全国28位となっており、医薬分業の定着を図る必要があります。
○�　かかりつけ薬剤師・薬局として、患者服薬情報の一元化・継続的な把握や在宅での対応
を含む薬学的管理・指導などの機能を果たし、地域で暮らす患者本位の医薬分業の実現に
取り組むべく、医薬品の適正使用に関する知識の普及啓発を行う必要があります。
○�　平成29年（2017年）10月末現在、本県での電子お薬手帳(カード)発行数は62,666枚であり、
県民の約4.4％となっています。導入施設は224薬局、３病院です。
○�　品質、有効性および安全性を確保した医薬品等が速やかに供給されるよう、医薬品等製
造販売業者、製造業者への立入調査を行っています。
○�　平成28年度（2016年度）末現在、本県の薬局や医薬品等販売業数は5,579施設あり、医
薬品等はこれらの営業者を通じて県民に情報とともに提供されています。毎年、これらの
約20％に当たる施設について、時期を定めて一斉監視指導を実施しています。

具体的な施策

（１） 医薬品情報の収集および提供システムの充実と医療現場における医薬品適正使用の推進
（医薬分業の推進）
○�　後発医薬品の使用促進を図るため、「滋賀県後発医薬品安心使用促進協議会」を通じて、
関係機関と連携し、情報共有等を図るとともに、薬局における後発医薬品に関する正しい
知識の普及と情報提供を推進します。
○�　ICT（電子お薬手帳等）の活用を地域の中で推進することにより、重複投薬や残薬軽減、
医療従事者の負担軽減に加えて、医薬品の飲み合わせによる相互作用の確認や副作用の防
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止などが期待できます。調剤履歴が基礎データとして蓄積され、薬局のみならず医師、看
護師、介護福祉士などと共有することにより総合的な健康サポート薬局＊機能の充実を図
ります。
○�　一般用医薬品を含めた医薬品に関する休日・夜間お薬電話相談体制を維持します。
○�　県民への普及啓発活動として、毎年「薬と健康の週間（10月17日～ 23日）」を通じて、
県民に対して医薬品の適正使用に関する広報を行います。また、関係団体の協力を得なが
ら、医薬品等の正しい知識の啓発に努めます。

（２）医療関係者の教育・研修の充実
○�　在宅医療推進のため、かかりつけ薬剤師・薬局を対象に関係団体が実施する自主研修の
充実に努めます。
○�　薬局・医薬品販売業者の資質向上を図るため、関係団体が実施する自主研修の充実に努
めます。
○�　薬事監視を通じて、薬局・医薬品販売業者において、医薬品等の適正管理や適正販売が
行われるよう指導を行います。
○�　安全で有効な医薬品等の供給を確保するため、医薬品等製造販売業者および製造業者に
対する監視指導を強化します。

《数値目標》

目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備考

後発医薬品使用割合
（数量ベース） 67％ 80％以上

電子お薬手帳の普及率 県民の約4.4％
(H29.10月現在) 県民の20％

県内の薬局のうち
在宅医療支援薬局の占める割合

30％
(H29.10月現在) 50％

在宅ホスピス薬剤師数 45名
(H29.10月現在) 100名

医薬品等による健康被害発生数 ０件 ０件
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（２）血液製剤

目指す姿

▶ 血液が将来にわたり、需要に応じて安定的に確保できる

取組の方向性
　（１）地域全体での献血の普及啓発
　（２）若年層献血の推進
　（３）血液製剤＊の適正使用の促進

現状と課題
○�　現在、血液の需給調整は、近畿ブロックをひとつの単位として行われており、ブロック
内において需給バランスが維持されています。
○�　平成28年度（2016年度）の本県の献血者数は45,572人、うち10代の献血者数1,637人、
20代の献血者数5,988人です。
○�　平成28年度（2016年度）の16歳から19歳までの若年齢層の献血率が2.8％（全国平均5.2％）
と全国でも最下層となっています。
○�　高齢化の進展や医療の高度化に伴う血液の需要増大、少子化による献血者の減少により、現
在のままの献血率で推移すると将来的に血液の需要に対応できなくなることが予測されます。
○�　将来にわたり安定的な血液を確保する観点から、若年層の献血に対する気運を醸成する
必要があります。

具体的な施策

（１）地域全体での献血の普及啓発
○�　広報誌やインターネットなど様々な媒体を活用した献血情報の発信に努めるともとも
に、滋賀県赤十字血液センター、市町、ボランティア団体、企業、学校など関係機関との
連携により地域における献血者の確保を図ります。

（２）若年層献血の推進
○�　高等学校における献血学習の実施や献血セミナーの実施、学生ボランティアによる啓発
イベントの開催、血液センターや市町と連携したキャンペーンの実施など、若年層を対象
とした啓発に努めます。
　�　また、高等学校や大学における献血を促進するため、教育委員会、学校、滋賀県赤十字
血液センターとの一層の連携を図ります。

（３）血液製剤の適正使用の促進
○�　輸血療法を行う医療機関等による合同輸血療法委員会の開催や、医療機関における血液製
剤の適正使用に関する研修の開催など、安全で適正かつ効率的な輸血療法の推進を図ります。

《数値目標》
目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

全献血者に占める10代から20代の割合 16.7％ 21.4％
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（３）薬物乱用防止対策

目指す姿

▶ 薬物乱用を許さない社会環境

取組の方向性
　（１）未然防止対策としての教育・予防啓発の一層の充実・強化
　（２）薬物乱用を許さない社会環境づくり

現状と課題
○�　近年、全国的に薬物乱用の低年齢化が進んでおり、特に青少年への大麻乱用を助長する
恐れが生じているため、引き続き、若年層への啓発を強化し、関係団体と協働して薬物乱
用の撲滅に取り組んでいくことが必要です。
○�　滋賀県薬物乱用対策推進本部＊を中心に、関係機関と連携を図り、普及啓発活動に努め
るとともに、約400人の薬物乱用防止指導員＊を依頼し、少年センターや薬剤師会が主体
となって、地域住民に対する啓発を行っています。
○�　小・中・高等学校の薬物乱用防止教室では、学校医や学校薬剤師が積極的に協力してい
ます。
○�　平成27年（2015年）４月に「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、県内で
濫用の恐れがある物質を知事指定薬物として指定する体制を整えるとともに、警察と連携
し、危険ドラッグの販売業者等に対する監視体制の強化に努めています。

具体的な施策

（１）未然防止対策としての教育・予防啓発の一層の充実・強化
○�　小・中・高校での薬物乱用防止教室では、啓発用副読本やDVDなどを利用し、乱用さ
れる薬物の有害性・危険性等について、効果的な教育を実施するように努めます。また、
少年センターや警察の職員、学校医および学校薬剤師等の協力を得て、保健体育の授業や
文化祭などの学校教育の場で、啓発用資機材を用いて薬物に関する正しい知識の普及・啓
発教育を実施し、20歳未満の薬物検挙者ゼロを目指します。
○�　関係機関・団体との協働による街頭啓発や実行委員会形式での「危険ドラッグ等薬物乱
用防止キャンペーン」などを継続的に実施します。

（２）薬物乱用を許さない社会環境づくり
○�　薬物乱用防止指導員のスキルアップを図る研修事業などの取組を行うとともに、県内各
地域の情勢など情報収集に努め、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用防止啓発活動の推進を図り
ます。
○�　医療用麻薬・向精神薬等においては医療機関等への立入検査等を通じて適正な管理・取
扱いについて指導監督の強化を図ります。
○�　薬物乱用に関する相談については、精神保健福祉センター、保健所、薬務感染症対策課
が窓口となり、薬物依存症を有する患者等の支援に努めます。
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第４章　健康危機管理の充実
１　健康危機管理体制

目指す姿

▶  従来想定し得なかった健康危機事案発生時にも、関係機関の連携・協力により、迅
速かつ適切な対応がとれている

取組の方向性
　（１）�関係機関との連携強化
　（２）職員の資質向上
　（３）適切な初動対応

現状と課題
○�　県民の生命と健康の安全を脅かす事態は、感染症、毒物劇物、食中毒や、地震・洪水等
の自然災害、電力不足による計画停電など、非常に幅広いものがあります。健康被害の発
生防止、拡大防止、治療等の健康危機管理は、県の責務としてますます重要なものになっ
てきています。　　
○�　県では、迅速かつ適切な健康危機管理を行い、県民の生命および健康の安全を確保する
ため、健康医療福祉部に健康危機管理調整会議を設置するとともに、各健康福祉事務所（保
健所）においても地域における迅速かつ適切な健康危機管理を行うため、健康危機管理地
域調整会議を設置しています。
○�　また、健康危機管理の手順を定めた「健康危機管理の基本マニュアル」を策定するとと
もに、各健康福祉事務所（保健所）においても円滑な対応を行う体制を確立する手順を定
めた健康危機管理マニュアルを策定しています。

具体的な施策

（１）関係機関との連携強化
○�　日常的には毎月１回定例会議を開催し、情報交換等を行うとともに、必要に応じて随時
会議を開催し、健康被害にかかる対策の決定や役割分担の調整等を行います。
　また、各地域においても、健康危機管理地域調整会議を必要に応じて随時開催します。
　�　なお、特に重大な健康被害が発生し、もしくは発生するおそれのある場合は、健康危機
管理対策会議を設置し、関係機関との連携のもと迅速に対応します。

（２）職員の資質向上
○�　健康危機管理関係機関等の職員を対象に、健康危機管理研修会を開催します。

（３）適切な初動対応
○�　危機対応の計画・マニュアルを必要に応じ見直し、特に初動時において適切な対応がと
れるように努めます。
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図３－４－１－１　滋賀県健康危機管理処理体制
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２　感染症
（１）　新型インフルエンザ

目指す姿

▶  新型インフルエンザ等にかからない
▶  新型インフルエンザ等にかかった場合でも適正な医療により重症化を防ぐ

取組の方向性
　（１）�新型インフルエンザ等発生時の情報提供、予防啓発
　（２）新型インフルエンザ等患者の医療体制の整備
　（３）新型インフルエンザ等患者の早期発見
　（４）研修会・訓練の実施

現状と課題
○�　平成21年（2009年）に発生した新型インフルエンザでは、県内で2,000人以上が発熱外
来を受診し613人が入院、１人の死者が発生しました。
○�　平成24年（2012年）５月には新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」と
いう。）が公布されました。県では、平成26年（2014年）３月に滋賀県新型インフルエン
ザ等対策行動計画を策定しました。今後は、発生時に備えた具体的なマニュアル作成や訓
練を行い、予防対策を進めていく必要があります。
○�　新しい感染症の診察、診断、検査体制の整備、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を図
るとともに、感染症発生時における県民への情報提供、対策周知の効果的方法を検討する
必要があります。
○�　平成29年度（2017年度）に特措法に基づく特定接種＊対象事業者のシステム登録を行い
ました。
○�　連絡訓練により、特措法に基づく緊急事態宣言が発令された際の関係機関への連絡体制
を構築しています。
○�　防護服の着脱訓練や患者発生時の搬送訓練により、緊急時の対応について保健所等の関
係機関の共通認識を図るとともに、必要な資機材の整備に努めています。
○�　感染症指定医療機関および新型インフルエンザ発熱外来設置医療機関に対する施設整備
を支援しました。
○�　特措法に基づく指定地方公共機関＊において、新型インフルエンザ等対策業務計画を策
定しました。

具体的な施策

（１）新型インフルエンザ等発生時の情報提供、予防啓発
ア　感染症知識の普及啓発
　○�　県民に新型インフルエンザ等に対する正しい知識を深めてもらうため、市町や関係機

関と連携しながら、効果的・効率的な普及啓発活動を人権に配慮し実施します。
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イ　防疫体制の構築
　○�　国、市町、関係機関との情報共有・連携を図るとともに関係職員の資質向上に努めます。
　○�　新型インフルエンザ等発生時には、情報提供、相談窓口、発生状況調査、検査などの

防疫体制の充実および二次感染の防止に努めます。
ウ　医療機関における感染の予防対策
　○�　特定接種対象事業者のシステム登録を行い、医療従事者が適正に医療を提供できる体

制づくりに努めます。
エ　緊急時対応の強化
　○�　新型インフルエンザ等の発生またはまん延のおそれが生じた場合、適切な情報提供、

適切な積極的疫学調査等感染症対策の充実強化に努め、拡大防止に対応します。

（２）新型インフルエンザ等患者の医療体制の整備
ア　感染症指定医療機関の指定等
　○�　新型インフルエンザの患者等に対する適切な医療を提供するため、必要な病床の確保

および適正な配置に努めます。
　○�　また、新型インフルエンザ発熱外来設置医療機関の確保および適正な配置に努めます。
　○�　新型インフルエンザの発生に備え、国との役割分担のもと、県では平成29年（2017年）

11月現在257,700人分の抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を継続しています。
イ　患者等の移送
　○�　患者等に適正な医療を提供するため、必要に応じ患者等を感染症指定医療機関等に移

送します。

（３）新型インフルエンザ等患者の早期発見
ア　早期発見・早期治療体制の強化
　○�　医療機関等が新型インフルエンザ等を早期発見・早期治療できるよう、流行状況の情

報を適宜提供するとともに、検査・診断・治療技術の向上のための支援に努め、患者の
重症化を予防します。

イ　予防接種の促進
　○�　新型インフルエンザ等の出現時には、季節性インフルエンザとの診断を明確に分ける

ことが困難となる可能性があることから、季節性インフルエンザの予防接種を受けてお
くことで、新型インフルエンザ等の診断がしやすくなると考えられるため、季節性イン
フルエンザの予防接種を促進します。

（４）研修会・訓練の実施
○�　上記（１）～（３）の施策が適切に実施できるよう、研修会または発生対応訓練を実施します。

《数値目標》
目標項目 現状値（H28） 目標値（H35） 備　考

新型インフルエンザ等研修会または
発生対応訓練の実施 年１回 年１回以上 継続実施
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（２）狂犬病

目指す姿

▶  犬の登録と狂犬病予防注射が徹底されている
▶  関係機関の連携が強化されている

取組の方向性
　（１）犬の登録原簿の適正管理と狂犬病予防注射の徹底
　（２）関係機関の連携による狂犬病発生時の対応

現状と課題
○�　人畜共通感染症として恐れられている狂犬病は、先進国を含む多くの国で依然として発
生しており、日本では、常に海外からの侵入のおそれがあります。
○�　国内では昭和32年(1957年)を最後に犬での発生はなく、人では海外で犬に咬まれた後に
帰国してから発症した事例が報告されています。
○�　犬の飼い主の狂犬病に対する危機意識が薄れ、狂犬病の予防注射率の低下が危惧される
ことから、狂犬病の危険性に関する県民への啓発を行うとともに、市町において犬の登録
原簿の整備を行い、狂犬病予防注射の徹底を図っています。
○�　犬による咬傷事故の発生時には、犬の検診を行い狂犬病発生の早期発見に努めるととも
に、狂犬病対応マニュアルを整備して、保健所・市町・開業獣医師等を対象に研修を行う
などの危機管理に努めています。

具体的な施策

（１）犬の登録原簿の適正管理と狂犬病予防注射の徹底
○�　市町に対し、登録原簿の適正管理を促すとともに、犬の飼い主に対して、各種の広報媒
体を利用して登録と狂犬病予防注射の必要性を啓発します。

（２）発症後、速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制の構築
○　関係機関の担当者、開業獣医師等を含めた狂犬病予防研修会を開催し、狂犬病に関する
知識向上と狂犬病の発生に備えた連携体制を強化します。
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３　毒物劇物

目指す姿

▶ 毒物劇物による事件・事故の発生がない

取組の方向性
　（１）毒物劇物情報の収集および提供の充実・強化
　（２）取締りの徹底および関係機関との連携の強化

現状と課題
○�　毒物劇物による事件・事故の発生を防止するため、毒物劇物営業者等に対し、監視指導・
立入調査を実施しています。
○�　毒物および劇物の事故時における応急措置に関する基準」を県のホームページに掲載し、
毒物劇物営業者等への情報提供を行っています。

具体的な施策

（１）　毒物劇物情報の収集および提供の充実・強化
ア　解毒剤の備蓄（備蓄状況の提供、解毒剤の更新）
　○�　毒物劇物等による事故発生時に備え、県内４か所の救命救急センターに、有機リン、

ヒ素化合物、シアン化合物等の解毒剤６品目を備蓄しています。
イ　関係機関に対する情報提供
　○�　登録・届出義務のない毒物劇物業務上取扱者の実態調査を定期的に実施し、消防署、

警察署等へ情報提供を行います。

（２）取締りの徹底および関係機関との連携の強化
○�　毒物劇物営業者等の施設や店舗への立入検査を実施し、毒物劇物の取扱いについて指導
の徹底を図ります。

《数値目標》

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35） 備　考

毒物劇物による事件・事故発生 １件 ０件

年間営業施設立入調査割合 35% 35% 許可施設の35%を維持する
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４　食の安全
（１）食品

目指す姿

▶  食の安全性を確保するための消費者・事業者・行政による相互の信頼が確保されて
いる

取組の方向性
　（１）滋賀県食の安全・安心推進条例に基づく施策の推進
　（２）食品衛生法に基づく食品衛生監視指導計画に沿った監視指導の実施
　（３）食中毒発生時の対応

現状と課題
○�　食中毒は年間を通じて発生しており、近年はノロウイルスやカンピロバクターによる食
中毒が増加しています。また、未加熱の野菜調理品を原因とする腸管出血性大腸菌による
集団食中毒で死亡事例も発生しています。
○�　営業者や消費者の食の安全確保に関する認識を高めるためには、正しい食品衛生知識や
食中毒防止対策を浸透させるとともに、自主衛生管理を徹底する必要があります。
○�　食品の安全性について不安を感じている県民の割合が50％を超えている状況が続いてい
ることから、引き続き保健所等による監視指導の充実強化、食品衛生に関する啓発や情報
提供等を効果的に行う必要があります。

具体的な施策

（１）滋賀県食の安全・安心推進条例に基づく施策の推進
○�　条例に基づく「滋賀県食の安全・安心推進計画」に沿って、各施策の総合的かつ計画的
な推進を図ります。

（２）食品衛生法に基づく食品衛生監視指導計画に沿った監視指導の実施
○�　毎年度の計画に沿って監視指導を実施し、各種の試験検査により食中毒の防止および不
良食品の流通防止を図ります。

（３）食中毒発生時の対応
○�　「食中毒処理要領」に基づく調査および措置を迅速に行い、健康被害の拡大と再発防止
を図ります。



−229−

第
４
章　
健
康
危
機
管
理
の
充
実

第
３
部

（２）飲料水

目指す姿

▶ 安全で安定した水道水の供給が確保されている

取組の方向性
　（１）�東日本大震災を踏まえた危機管理のあり方やアセットマネジメント＊の活用の視

点などを加えた水道事業ビジョン策定についての助言
　（２）放射能検査体制の確立
　（３）水道水におけるクリプトスポリジウム＊等対策の徹底
　（４）関係機関との連携による水道の危機管理体制の整備

現状と課題
○�　東日本大震災では水道施設に甚大な被害が発生しました。一方、水道施設の耐震化の進
捗状況は十分ではなく、本県においても、将来、東南海・南海地震や琵琶湖西岸断層帯地
震での被害想定から、水道施設の耐震化促進が必要とされています。
○�　福島第一原子力発電所の事故では、放出された放射性物質により水道水が汚染され、水
道事業者に対して、水道水の摂取制限およびその広報の要請が行われました。本県におい
ても、近隣で原子力事故が発生し、放射性物質が放出された場合には水道水の汚染状況検
査が必要となりますが、県内の放射性物質の検査機器は限られており、県への検査要請が
想定されます。
○�　水道水源の汚染、耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウム等の検出により、水道
水の供給に支障を来す事故が国内で毎年発生しており、対応の遅れや不適切な措置によっ
て、重大な健康被害を発生させるおそれがあります。

具体的な施策

（１） 東日本大震災を踏まえた危機管理のあり方やアセットマネジメントの活用の視点などを
加えた水道事業ビジョン策定についての助言

ア　水道施設の耐震化促進
　○�　水道事業者に対して、耐震化計画策定について必要な助言を行うとともに、国庫補助

制度の活用による水道施設の耐震化を促進します。
イ　水道事業ビジョンの策定指導
　○�　水道施設の大規模更新や、災害時の安定的な給水に向けた取組の基礎となる運営基盤

の強化や技術力の確保等が必要とされており、これらの課題に適切に対処していくため、
水道事業者に対して、水道事業ビジョンの策定について必要な助言を行います。

（２）放射能検査体制の確立
○�　近隣での原子力事故発生時における県内水道事業者からの検査要請に対応して、放射能
検査体制を整備します。
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（３）水道水におけるクリプトスポリジウム等対策の徹底
○�　「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」、「滋賀県水道水健康危機管理実施
要綱」に基づき、水道水を原因とする健康被害の発生予防と拡大防止に努めます。

（４）関係機関との連携による水道の危機管理体制の整備
○�　水質汚染事故により給水を停止した水道事業者に対する技術的支援を行うため、「滋賀
県水道技術支援チーム」を設置しており、汚染原因の究明や早期の給水再開に向けての専
門的な助言を行います。
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第５章　安全、安心な医療福祉サービスの提供
１　医療安全対策の推進

目指す姿

▶ 安全、安心な医療サービスが提供されている

取組の方向性
　（１）医療安全相談機能の充実
　（２）医療安全対策の推進による医療の質の向上
　（３）医療安全に関する助言・指導

現状と課題
（１）医療安全相談機能について
○�　本県では、医療安全対策を進めるため医療安全相談室を設置し、医療に関する患者や家
族等からの苦情、相談に対応するとともに、医療機関などへの情報提供を行っています。
　　また、保健所にも相談窓口を設置しています。

表３－５－１－１　医療相談窓口一覧

設置場所 電話番号

医療安全相談室 077-528-4980

草津保健所 077-562-3527

甲賀保健所 0748-63-6111

東近江保健所 0748-22-1253

彦根保健所 0749-22-1770

長浜保健所 0749-65-6660

高島保健所 0740-22-2525

大津市保健所（大津市医療安全支援センター） 077-511-9671

表３－５－１－２　医療安全相談室における相談件数の推移

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

平成27年度
(2015年度)

平成28年度
(2016年度)

件数 338件 419件 550件 527件 585件
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（２）医療安全に関する助言・指導について
○�　医療の安全を確保する「医療事故調査制度＊」が平成27年（2015年）10月１日より施行
されました。医療事故が発生した場合、医療機関が設置する院内医療事故調査委員会を
支援する「医療事故調査等支援団体＊」を関係機関の協力のもと組織しています。

○�　医療機関に対する立入検査を定期的(病院は年１回以上)に実施し、院内感染の予防対策、
医療安全対策に係る指針の策定、医薬品や医療機器の安全管理体制等を確認し、必要に応
じて助言・指導を行っています。

（３）医療従事者に対する研修について
○�　医師や看護師などの医療従事者を対象とした医療安全などに関する研修に対して支援を
行っています。

具体的な施策

（１）医療安全相談機能の充実
○�　医療安全相談室において、関係機関等と連携しながら、患者や家族等からの苦情や相談
に対して医療機関との調整を行い、患者等と医療関係者、医療機関との信頼関係の構築に
努めます。
○�　また、医療機関に対し相談窓口が充実するよう助言します。
○�　県が設置する滋賀県医療安全推進検討会において、相談業務の方針などを検討、協議し、
相談業務の適切な実施を図ります。

（２）医療安全対策の推進による医療の質の向上
○　医療機関などに対して医療事故防止に向けた注意喚起の徹底を図ります。
○�　医療従事者を対象とした医療安全などに関する研修を支援し、医療従事者の資質の向上
に努めます。

（３）医療機関に対する助言・指導の徹底
○�　医療機関立入検査を定期的に実施し、医療安全対策について確認し、助言・指導を行い
ます。
○�　医療機関において院内感染や医療事故等が発生した場合には、保健所は適切な対応を行
うよう指導するとともに、医療機関が行う公表について助言を行います。また、原因究明・
分析に基づき再発防止策の徹底を指導します。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

医療安全対策加算（診療報酬施設基準）
の届出を行っている病院数

35病院
（H29）

57病院
（全病院）

医療相談窓口を設置している病院数 57病院
（H29）

57病院
（全病院） 現状維持
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２　医療機能情報公開の推進

目指す姿

▶ 安全、安心な医療サービスが提供されている

取組の方向性
　（１）適切な医療機関選択の支援
　（２）患者の受診行動の適正化の啓発

現状と課題
○�　医療法の規定に基づき、インターネット上で医療機能情報を公表する「医療機能情報提
供制度」を実施しています。
○�　県内医療機関の診療科目や診療時間等の医療機能情報をよりわかりやすく公開し、ス
マートフォンからのアクセス対応、キーワード検索機能、外国語（英語、中国語、韓国語）
への翻訳機能を有しています。
　

表３－５－２－１　医療ネット滋賀上で公開している医療機関数（平成29年８月時点）

病院 診療所 歯科診療所 助産所 薬局

57 1,054 556 47 593

○�　平成26年(2014年)に、医療機関がその病床において担っている医療機能を報告する「病
床機能報告制度」が導入されました。県民が地域の医療提供体制の現状と将来の姿につい
て共通認識を持てるよう、報告された情報を県ホームページで公表しています。
○�　医療機関の診療科目や診療時間等の情報、治療内容に関する情報、また医療連携や医療
安全に関する情報などについて、県民に対しわかりやすく信頼性の高い情報提供がなされ
るよう、的確な制度運用および情報管理を図っていくことが必要です。

具体的な施策

（１）適切な医療機関選択の支援
○�　公表している医療機能情報を随時更新し、信頼性の高い情報提供をすることで、県民の
適切な医療機関の選択を支援します。
○�　最新の医療機能情報を提供できるよう医療機関に対して情報の更新の徹底を促します。

（２）患者の受診行動の適正化の啓発
○�　医療機関への過重な負担の要因となるコンビニ受診＊を防止するため、適正に受診する
よう啓発します。



−234−

第
５
章　
安
全
、
安
心
な
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

第
３
部

３　医療情報化の推進

目指す姿

《患者・住民のＱＯＬ＊向上》
▶  ICT＊の活用による医療情報連携の推進により、患者・住民が安心して適切なサービ

スを受けられている
▶  県民が自らの健康・医療情報についてICTを活用して把握することで、健康づくり

に主体的に関わっている

取組の方向性
　（１）患者・住民の健康寿命延伸につながる医療情報基盤の構築支援
　（２）ICTの利活用による限られた医療資源の効果的・効率的な連携・活用
　（３）ICTの更なる利活用による県民の健康づくりの推進

現状と課題

○�　国では、平成28年（2016年）10月に厚生労働省が開催した「保健医療分野のICT活用推
進懇談会」において、ICTを活用した「次世代型保健医療システム」の構築に向けた提言
がされています。
○�　平成29年（2017年）１月には、厚生労働省に「データヘルス改革推進本部」が設置され、
健康・医療・介護の分野を有機的に連結した大規模なICTインフラを平成32年度（2020年度）
から本格稼働させることを目標として、具体策の検討が加速化されています。
○�　平成29年（2017年）５月には、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）に
基づく「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が閣議決定され、健
康・医療・介護は重点分野として指定されています。
○�　平成29年（2017年）６月には、「未来投資戦略2017」が閣議決定され、国民の健康寿命
を延伸するため、データ利活用基盤となる「全国保健医療情報ネットワーク」を構築し、
平成32年度（2020年度）から本格稼働させることが目標に掲げられています。
○�　本県においては、地域や行政の課題解決に向けた有効な手段としてICTやデータを積極
的に活用し、ICTの進展に的確に対応しながら、計画的にICTやデータの活用施策を推進
していくためのビジョンとして、「滋賀県ICT推進戦略」が平成29年度（2017年度）に策
定されています。
○�　保健医療分野においては、医療保険事務の効率化を図るためレセプト＊の電子化が進め
られてきており、社会保険診療報酬支払基金における平成28年（2016年）３月審査分の本
県の電子レセプト普及率は、医科（病院・一般診療所）で98.3％、歯科で98.1％、調剤で
98.6％となっています。
○�　県内の病院が電子カルテまたはオーダリングシステム＊を導入している割合は、医療
ネット滋賀によると、平成29年（2017年）８月現在、64.9％となっています。
○�　平成25年（2013年）４月からは、医師、看護師、介護支援専門員＊等の多職種で在宅療
養の記録や申し送り事項等を共有し、チームによる在宅療養を支援するシステム「淡海あ
さがおネット」が滋賀県医師会によって本格運用開始され、平成29年（2017年）３月現在、
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総登録患者数1,640人、利用者ID発行数2,396人となっています。
○�　平成25年（2013年）７月からは、病理医がいない医療機関でも遠隔による病理診断を可
能とする遠隔病理診断ネットワーク「さざなみ病理ネット」が本格稼働し、年間診断件数
は400件超となっています。
○�　平成25年（2013年）12月からは、東近江圏域において脳卒中地域連携パスを地域の医療
機関同士で連携・集積・分析するシステム「東近江脳卒中地域連携パスシステム」が東近
江脳卒中パスシステム運営協議会によって運用開始され、平成29年（2017年）３月現在、
パスシステムの運用件数は242件となっています。
○�　平成26年（2014年）７月からは、患者の診療履歴や検査データ等について、病院・診療
所等と情報連携を行う全県型システムである「びわ湖メディカルネット」が特定非営利活
動法人滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会によって運用開始され、平成29年（2017年）
10月現在、情報提供病院22、閲覧施設数217、実登録患者数21,343人となっています。
○�　平成26年（2014年）７月からは、服用薬の種類や投薬履歴が管理できる「電子お薬手帳」
が滋賀県薬剤師会により導入され、平成29年（2017年）10月現在、利用登録者62,666人、
利用可能な施設数227（薬局数224、病院３）となっています。
○�　平成26年（2014年）11月からは、これまでFAXを用いて実施していた学校における感染
症による欠席者の情報収集について、県内全ての学校・園を対象としてインターネットを
利用した新たな「学校欠席者・感染症情報システム」により実施されており、平成29年（2017
年）１月実績では、約19万人を対象に、約80％の学校・園等でデータ入力されています。
○�　ICTを活用した取組は、これまで主に事務処理の効率化・合理化や関係者間の情報連携
のツールとして利用されてきましたが、国においては、医療の質や信頼性を向上させる新
たな価値を生み出す情報基盤として、今後、国民がメリットを実感できる次世代インフラ
を構築していくことが必要としています。
○�　保健医療の各分野において、個別のニーズに応じたシステム構築をそれぞれに進めてき
た結果、データが分散して相互につながらない形となっている部分があるため、今後はデー
タを連結して一体的に機能させ、限られた医療分野の資源の効果的・効率的な連携・活用
につなげ、保健医療サービスの価値を最大化していくことが望ましいと考えられます。
○�　将来的には、県民が自身の一連の保健医療データを経年的に把握でき、自らの健康づく
りに主体的に関わりができるような仕組みや、ビッグデータ分析による保険者機能の強化
等へつなげていく必要があります。
○�　これらを持続可能な仕組みとして実現していくためには、システム導入および管理経費
の負担、セキュリティ対策、情報に関する教育・研修、患者への理解促進などの課題があ
り、健康・医療・介護等、複数の分野にまたがる医療情報施策として、県と関係団体が一
体となってに推進する体制が必要となっています。

具体的な施策

（１）患者・住民の健康寿命延伸につながる医療情報基盤の構築支援
○�　患者・県民がメリットを実感できる次世代インフラを構築検討に向けて、ICTを活用し
た多機関・多職種が参加する医療情報連携ネットワークについて、既存システムを活用し
ながら、データの集積や双方向化等により、医療の質や信頼性を向上させる取組に対し、
支援します。
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○�　がんの病理診断や画像診断など、県内の医療資源の不足や偏在に対応し、身近なところ
で必要な診断・治療が行える体制を確保するため、情報通信技術を活用した遠隔医療シス
テムの整備、普及を促進します。
○�　健康・医療・介護等、複数の分野にまたがる医療情報施策を一体的に推進していくため、
県の関係部署および病院・診療所等の関係団体が円滑に連携・協力できる体制づくりを進
めます。

（２）ICTの活用による限られた資源の効果的・効率的な連携・活用
○�　初診や救急、災害時等の切れ目ない効果的な診療や重複検査・投薬のない効率的な診療
ができるよう、ICT連携による好事例の収集・発信等を行いながら、医療情報連携ネット
ワーク基盤への参加機関・登録患者の拡大を促進します。
○�　これらICTを活用した全県型ネットワークの周知・啓発等により、新たに本県で就業や
開業をする医師の確保・育成につなげます。
○�　また、医療機関の機能分化を支える地域連携クリティカルパス＊について、各二次保健
医療圏域において取組の評価を行いながら、全県統一やICT化に向けた検討を行います。
○�　このほか、学校・園における学校欠席者・感染症情報システムのデータ登録・利活用の
促進により関係機関におけるリアルタイムな情報共有体制を強化し、感染症の早期発見・
早期対応を支援します。

（３）ICTの更なる利活用による県民の健康づくりの推進
○�　患者個人の服薬情報や副作用情報等を一元的・継続的に管理することができ、患者自ら
の健康管理に役立てることができるよう、電子お薬手帳によるPHR＊管理に向けた将来性
の検証等を支援します。
○�　がんや脳卒中などの疾病登録を進め、登録された情報を分析・活用することにより、将
来的な疾病予測や疾病対策の促進を図ります。
○�　本県の関係機関が持つデータを集約および分析し、根拠に基づいた健康寿命延伸のため
の施策を進めるとともに、市町の効果的な取組の推進に向けて、関連するデータの提供お
よび地域課題の分析等を技術的に支援します。
○�　平成29年（2017年）４月に成立した次世代医療基盤法について、国の動向を注視しながら、
認定匿名加工医療情報作成事業者＊と連携したデータ利活用等に向けて、検討を進めます。

○�　県民が主体的に健康増進・疾病予防・介護予防等に取り組めるよう、収集・分析等され
た診療情報や疾病登録、健診データなどの医療福祉に関する情報について、それぞれの関
係機関が県民へわかりやすく提供できるよう情報発信を促進するとともに、情報に関する
研修等の取組を進めます。

《数値目標》
目標項目 現状値（H29.10） 目標値（H35） 備考

医療情報連携ネットワーク基盤の
登録患者数 21,343人 100,000人
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第６章　患者・利用者を支える人材の確保
１　医師

目指す姿

▶ 県民が必要な医療を受けられる体制整備に必要な医師の確保

取組の方向性
　（１）医師の安定的な確保と適正な配置
　（２）病院・大学・県の一層の連携によるキャリア形成支援の充実

現状と課題
（１）医師確保の取組の経過
○�　医師の確保に係る諸問題への対応策について検討・協議を行い、具体的な取組を推進す
るため、県では、平成18年度（2006年度）に「滋賀県地域医療対策協議会」を設置しました。
○�　平成19年（2007年）３月に同協議会の提言に基づき創設した「医師確保対策基金」、平
成22年度（2010年度）からは国の地域医療再生臨時特例交付金を活用し、関連大学への寄
付講座の設置や滋賀医科大学の定員増のための医科大学生への修学資金貸付けの実施と
いった医師確保対策を行ってきました。
○�　更に、平成26年度（2014年度）からは医療・介護サービスの提供体制の改革の推進のた
め創設された「地域医療介護総合確保基金」も財源とし、上記の事業に加え、医療機関の
勤務環境改善支援事業に取り組むなど、更なる医師確保対策を進めています。
○�　平成24年度（2012年度）には滋賀医科大学と共同で「滋賀県医師キャリアサポートセン
ター」を設置し、平成25年（2013年）３月改定の「滋賀県保健医療計画」で掲げた、「安
定的な医師確保システムの構築」、「魅力ある病院づくり」、「女性医師の働きやすい職場づ
くり」の３本柱を基本とした総合的な医師確保対策に取り組んできたところです。

（２）　医師数の現状
○�　平成28年（2016年）末現在の本県の医師数は3,270人で、平成16年（2004年）末の2,755
人より515人増加したものの、人口10万人あたりの医師数は231.4人であり、全国平均の
251.7人より少なく、全国34位となっています。また、二次保健医療圏ごとに見ても、大
津保健医療圏域以外は全国平均を下回っています。

表３―６―１―１　医師数
平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

医師数 2,900 286,699 2,983 295,049 3,048 303,268 3,149 311,205 3,270 319,480

人口10万人あたり 206.8 224.5 211.4 230.4 215.4 237.8 222.4 244.9 231.4 251.7

� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）
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表３－６－１－２　二次保健医療圏ごとの人口10万人当たりの医師数（H28）
大津圏域 湖南圏域 甲賀圏域 東近江圏域 湖東圏域 湖北圏域 湖西圏域 滋賀県 全国

医師数 人口
10万対 医師数 人口

10万対 医師数 人口
10万対 医師数 人口

10万対 医師数 人口
10万対 医師数 人口

10万対 医師数 人口
10万対 医師数 人口

10万対 医師数 人口
10万対

総数 1,288人 377.7人 733人 217.5人 207人 142.8人 431人 188.2人 245人 157.1人 292人 187.2人 74人 151.0人 3,270人 231.4人 319,480人 251.7人

勤
務
場
所
別

病院 932人 273.3人 442人 131.2人 123人 84.8人 277人 121.0人 125人 80.1人 186人 119.2人 44人 89.8人 2,129人 150.7人 202,302人 159.4人

診療所 284人 83.3人 255人 75.7人 75人 51.7人 143人 62.4人 106人 67.9人 101人 64.7人 28人 57.1人 992人 70.2人 102,457人 80.7人

その他 72人 21.1人 36人 10.7人 9人 6.2人 11人 4.8人 14人 9.0人 5人 3.2人 2人 4.1人 149人 10.5人 14,721人 11.6人

主
た
る
診
療
科
別(

病
院
・
診
療
所
勤
務)

内科 400人 117.3人 225人 66.8人 82人 56.6人 180人 78.6人 96人 61.5人 116人 74.4人 39人 79.6人 1,138人 80.5人 111,913人 88.2人

外科 200人 58.7人 137人 40.7人 40人 27.6人 85人 37.1人 57人 36.5人 59人 37.8人 16人 32.7人 594人 42.0人 59,780人 47.1人

産科** 50人 68.7人 26人 33.9人 10人 34.5人 12人 26.3人 6人 18.3人 11人 35.9人 1人 11.8人 116人 39.2人 11,349人 43.6人

小児科*** 80人 168.1人 58人 109.2人 12人 60.6人 30人 92.3人 14人 62.5人 24人 114.8人 6人 105.3人 224人 110.9人 16,937人 107.3人

麻酔科 46人 13.5人 24人 7.1人 2人 1.4人 9人 3.9人 5人 3.2人 6人 3.8人 1人 2.0人 93人 6.6人 9,162人 7.2人

精神科 51人 15.0人 30人 8.9人 9人 6.2人 14人 6.1人 9人 5.8人 15人 9.6人 0人 0.0人 128人 9.1人 15,609人 12.3人

※�内科:内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科、血液内科、感染症内科、
心療内科の合計
※�外科:外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、脳神経外科、整形外科、
形成外科、美容外科、小児外科の合計

＊＊�産科　15-49歳女性人口10万対　　　　＊＊＊�小児科　15歳未満の人口10万対
� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

表３－６－１－３　二次保健医療圏ごとの医師数の推移
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

大　　　津 1,060 1,062 1,128 1,182 1,195 1,246 1,288
湖　　　南 575 599 643 696 687 702 733
甲　　　賀 166 169 182 176 181 193 207
東　近　江 306 345 333 330 375 404 431
湖　　　東 276 257 238 236 244 242 245
湖　　　北 294 302 306 292 288 284 292
湖　　　西 78 76 70 71 78 78 74
合　　　計 2,755 2,810 2,900 2,983 3,048 3,149 3,270

� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

○�　「病院」で勤務する医師数も平成20年（2008年）頃を境に県全体としては増加傾向にあ
りますが、平成16年（2004年）の状況まで回復していない二次保健医療圏もあります。

表３－６－１－４　「病院」勤務医師の地域分布の推移
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

大　　　津 478 495 440 567 584 613 607
湖　　　南 290 328 326 369 382 375 388
甲　　　賀 96 99 94 98 103 106 109
東　近　江 199 200 194 194 212 226 239
湖　　　東 135 140 116 110 110 111 119
湖　　　北 183 192 164 156 169 155 172
湖　　　西 40 38 32 33 38 41 46
全　　　県 1,421 1,492 1,366 1,527 1,598 1,627 1,680

� 出典：「病院診療科別医師数実態調査」（滋賀県）



−239−

第
６
章　
患
者
・
利
用
者
を
支
え
る
人
材
の
確
保

第
３
部

○�　診療科における地域偏在も存在し、特定の診療科において、ひとつの病院だけでは医師
を確保することが困難なため、近隣の病院と連携して診療体制を維持している地域も見ら
れます。
○�　医師の平均年齢は、男性が50.8歳、女性が41.9歳となっています（平成28年）。年々上
昇傾向にあり、特に診療所の医師は男性が60.2歳、女性が53.9歳と男女とも50歳を超えて
おり、医師の高齢化も見られます。
○�　女性医師の人数、割合は年々増加傾向にあり、その半数以上が20 ～ 30歳代です。その
ため、妊娠・出産・育児による離職の防止、職場復帰へのシステム構築など、働き続けら
れる職場づくりについてより一層の支援が必要です。

図３－６－１－５　医師の年齢構成（平成28年）

� 出典：平成28年度「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）　　　　　　

（３）　国の取組等
○�　国の政策により全国の医学部入学定員は増加しており、平成24年（2012年）４月の8,991
人から平成29年（2017年）４月には429人増の9,420人に拡大しました。平成20年（2008年）
には100人であった滋賀医科大学においても、平成23年（2011年）以降は117人の定員が維
持されています。
○�　平成26年度（2014年度）には初期臨床研修医の募集定員の見直しが行われ、13ある滋賀
県内の臨床研修病院の定員の合計は、平成26年度（2014年度）106人に対し、翌平成27年
度（2015年度）には125人となりました。これに伴い、採用数も平成26年度（2014年度）
74人から、平成27年度（2015年度）は90人へと増加し、平成28年度（2016年度）には101
人と初めて100人を超えました。
○�　現在国が進めている「働き方改革」は医療現場にも求められており、様々な検討会にお
いて医師等の長時間労働の是正や待遇改善について議論が進められています。

表３－６－１－６　初期臨床研修医の募集定員と採用者数の推移
採用年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

募集定員（県全体） 112 103 107 106 105 106 125 125 126
県内の病院で採用
された研修医数 80 67 77 78 75 74 90 101 101

� （滋賀県調査）

29歳以下, 
213人

30代,
460人

40代, 
593人

50代, 
643人

60代, 
506人

70歳以上,
219人

男性医師

29歳以

下, 108
人

30代,
217人

40代, 
171人

50代, 
92人

60代, 
34人

70歳以

上, 14人
女性医師
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表３－６－１－７　県内の３年目医師数の推移
採用年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

初期臨床研修終了後、
県内病院に勤務した医師数 61 64 44 52 53 41 47 56

初期臨床研修終了後、
県外病院から滋賀県に来た医師数 17 15 21 24 12 33 18 17

県内病院の３年目医師数 78 79 65 76 65 74 65 73

� （滋賀県調査）

○�　平成30年（2018年）４月から新たな専門医制度が導入される予定です。この制度に対し
ては地域医療への影響が懸念されていることから、国は都道府県に対し、都道府県協議会
を設置して、基幹病院の研修プログラムの内容・運用状況が地域医療の悪化を招かないよ
う確認・検討することとしました。これを受け、県では「滋賀県専門研修プログラム協議会」
を設置し、平成29年（2017年）９月にプログラム認定前の確認・検討を行ったところです。
○�　国は、医療計画において、都道府県の医師確保の方針、目標、施策内容を記載すること
を法律上に位置付け、これまでの地域医療対策をその中に組み込み「医師確保計画」とす
ることを検討しています。

具体的な施策

　県は、滋賀医科大学や県内にある13の初期臨床研修病院等との連携を密にし、県全体で医
師の確保とキャリア形成支援に取り組む体制づくりに努めます。

（１）医師の安定的な確保と適正な配置
○�　これまで「滋賀県医師キャリアサポートセンター」が行ってきた「安定的な医師確保シ
ステムの構築」、「魅力ある病院づくり」、「女性医師の働きやすい職場づくり」の３本柱を
深化させ、取組を進めていきます。

ア　安定的な医師確保システムの構築
　①�　県内病院の医師配置状況等の調査・分析に基づき、自治医科大学卒業医師や修学資金

等を貸与していた医師の配置先病院・診療科の検討を行います。
　②�　地域医療介護総合確保基金等を活用し、滋賀医科大学をはじめとした医学生への修学

資金の貸与を行います。
　③�　診療科ごとの医師確保が課題となっている産婦人科、小児科、精神科および総合診療

科等については、政策的医療の観点から、個別に医師の確保・定着に資するよう検討し
ていきます。また、麻酔科については、麻酔科医ブラッシュアップ事業等を通じて、確
保に取り組んでいきます。

　④�　初期臨床研修から専門研修、専門医資格取得まで連続性・一貫性があり、ローテート
で医師不足地域の医療機関においても若手医師等が一定期間従事する研修プログラムと
なるよう検討・策定します。

　⑤�　県内で就業を希望する医師に対して、ホームページで情報発信を行うなど、スムーズ
に県内病院での勤務が始められるよう支援します。
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イ　魅力ある病院づくり
　①�　各臨床研修病院の研修プログラムの質の向上や指導体制の強化、特色づくりを支援し、

医学生・研修医にとって魅力ある研修先とすることで、近年100人を超える初期臨床研
修医の採用数を維持するとともに、初期臨床研修終了後の３年目医師の県内定着率の向
上と県外病院からの呼び込みを図り、若手医師の確保につなげます。

　②�　県内病院の医師確保や離職防止等のため、「滋賀県医療勤務環境改善支援センター」
とも連携し、国の「働き方改革」の議論の動向にも注視しつつ、医師が働きやすい環境
整備の取組に対する支援を行います。

ウ　女性医師の働きやすい職場づくり
　①�　「滋賀県医師キャリアサポートセンター」に設置している総合相談窓口を活用し、職

場復帰やキャリアアップについての助言や支援を継続して行います。
　②�　復職を希望する女性医師のための研修プログラムの検討・作成を行い、スムーズに復

職できるよう支援します。
　③�　女性医師が結婚・出産を経ても働き続けられる環境づくりのため、女性医師ネットワー

ク会議を活用し、交流会等の実施を通じて、更なる女性医師間の連携の促進に努めます。
○�　滋賀県専門研修プログラム協議会において、県内基幹施設の専門研修プログラムの内容
や運用状況を確認し、地域医療確保のための検討を行います。
○�　国が検討している「医師確保計画」では、医師の偏在状況の変化に柔軟に対応するため、
３年ごとに見直すこととされています。こうした国の動向も注視しつつ、県は滋賀県地域
医療対策協議会等において、これまで行ってきた事業の検証を行い、二次保健医療圏域ご
との医療ニーズに応じた医師偏在対策について検討を行います。

（２）病院・大学・県の一層の連携によるキャリア形成支援の充実
○�　「滋賀県医師キャリアサポートセンター」において「キャリア形成プログラム」を作成し、
修学資金等の貸与を受けた医師を、地域医療を担う人材として養成していきます。
○�　修学資金等貸与者への面談を継続して行い、キャリア形成における助言や支援を行いま
す。また、その他県内医療機関に勤務する若手医師等に対しても、「滋賀県医師キャリア
サポートセンター」に設置した総合相談窓口を活用し、助言や支援を行います。
○�　NPO法人が主催する医大生と地域の医療関係者との交流事業や、若手医師等を対象と
した研修会や交流会、臨床研修指導医講習会の開催に対する支援を継続して行い、キャリ
アアップや県内定着への働きかけを行います。
○�　臨床研修病院の指導医の情報交換の場を設け、研修医の指導に関する病院間の協力体制
を構築することにより、県内病院の指導体制強化を図ります。

《数値目標》

目標項目 現状値（Ｈ29） 目標値（Ｈ35） 備考

初期臨床研修医採用数 101人 毎年100人を維持

３年目医師数採用数
（専攻医含む） 73人 100人 県内病院の研修修了者と県

外病院からの転入者の合計
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２　歯科医師

目指す姿

▶  かかりつけ歯科医として、予防から治療まで、地域住民の全てのライフステージに
おいて、ともに口腔の健康管理を実施する歯科医師の確保

取組の方向性
　（１）地域住民の歯科口腔保健を支える中心となる歯科医師の確保
　（２）訪問歯科診療等、在宅歯科医療を担う歯科医師の増加

現状と課題
　○　平成28年（2016年）末現在の県内の歯科医師数は806人です。

表３－６－２－１　歯科医師数
平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

歯科医師数 776 99,426 807 101,576 799 102,551 801 103,972 806 104,533

人口10万
人あたり 55.3 77.9 57.2 79.3 56.5 80.4 56.6 81.8 57.0 82.4

� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

○　滋賀県歯科保健実態調査結果から、定期的に歯科健診を受診する人は増加しています。
○　訪問歯科診療を実施する歯科医療機関の割合は増加しています。

図３－６－２－２　訪問歯科診療実施歯科医療機関の割合の推移

� （滋賀県歯科医師会調べ）　　　　　　　　　
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○�　在宅療養支援歯科診療所＊の施設数は増加していますが、二次保健医療圏による施設数
の分布に偏在傾向が見られます。

表３－６－２－３　在宅療養支援歯科診療所数

大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 県

施設数 13 20 ５ 13 ６ ５ ７ 69

� 出典：平成29年10月１日現在の施設基準の届出受理状況（近畿厚生局）を基に滋賀県集計

具体的な施策

○�　県は、地域の歯科口腔保健の向上のための事業を実施する際には、歯科医師会に協力を
求め、事業を通じて、関係機関および関係者同士の顔が見える関係が広がるよう促すこと
で、地域で中心的な役割を担う歯科医師を確保します。
○�　県は、歯科医師会とともに、訪問歯科診療を含む在宅歯科医療に携わる歯科医師の確保
のために、人材育成や多職種連携の関係づくりの支援を行います。
○�　多様化する地域の歯科保健医療ニーズに対応するため、歯科医師会の積極的な取組に加
え、県は歯科医師会と歯科衛生士会、歯科技工士会、医師会、薬剤師会等、他の関係機関
との連携が円滑に行われるよう支援することで、歯科保健医療の充実を図ります。
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３　薬剤師

目指す姿

▶ 県民がかかりつけ薬剤師を持ち、地域で暮らす患者本位の医薬分業の実現

取組の方向性
　（１）かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化
　（２）電子お薬手帳の活用による在宅療養の推進

現状と課題
○　平成28年（2016年）末の県内の薬剤師数は、3,100人となっています。

表３－６－３－１　薬剤師数
平成24年 平成26年 平成28年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国
薬剤師数 2,849 280,052 2,936 288,151 3,100 301,323

人口10万人あたり 201.3 216.6 207.3 226.7 219.4 237.4
� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

○�　従事場所別に見ると、平成28年（2016年）では、薬局・医療施設の従事者が2,409人
（77.7％）、医薬品関係企業の従事者が383人（12.4％）、未就業薬剤師138人（4.5％）、行
政や大学等、その他が170人（5.4％）となっています。
○�　かかりつけ薬剤師として、患者服薬情報の一元化・継続的な把握や在宅での対応を含む
薬学的管理・指導などの機能を果たすべく、地域で暮らす患者本位の医薬分業の実現に取
り組むことが必要となっています。
○�　チーム医療の一員として薬剤師の積極的な活用が求められており、薬剤師が訪問指導で
きることについて在宅医療に携わる関係者や県民に周知が必要です。

具体的な施策

（１）かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化
○�　地域の特性に応じて、多職種や他機関との意見交換の場を持つなど在宅での薬剤師の役
割の理解と連携の推進を図ります。
○�　訪問指導に従事する薬剤師の最新の医療および医薬品等に関する専門的情報の習得に加
え、患者・住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修などにより育成を図ります。
○�　かかりつけ医を中心に他職種連携を図りつつ、医療材料の提供システムや、在宅に関わ
る薬剤師の登録などを関係機関に幅広く活用してもらえるよう周知を図ります。

（２）電子お薬手帳の活用による在宅療養の推進
○�　ICT（電子お薬手帳等）の活用を地域の中で推進することにより、重複頻回受診や残薬
軽減、医療従事者の負担軽減に加えて、医薬品の飲み合わせによる相互作用の確認や副作
用の防止などが期待でき、調剤履歴が基礎データとして蓄積されることから、薬局薬剤師
のみならず医師、看護師、介護福祉士などとこれらデータを共有することにより、総合的
な健康サポート薬局機能の充実を図ります。
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４　保健師・助産師・看護師・准看護師
【看護職員】

目指す姿

▶  誰もが状態に応じて、適切な場所で必要なサービスが受けられる滋賀県の医療福祉
を提供するために必要な看護職員を確保できる

取組の方向性
　（１）�滋賀県における医療需要の変化(高度化および機能分化、就業場所の変化)に対応

する看護職員の養成・確保・定着の推進
　（２）�在宅医療福祉を担う質の高い看護職員の確保と多様化する医療ニーズに対応でき

る専門性の高い看護職員の育成

現状と課題
（１）本県における看護職員確保の現状
○�　平成28年(2016年)末現在の県内看護職員の就業者数は16,304人であり、職種別の内訳は、
保健師650人、助産師478人、看護師13,348人、准看護師1,828人です。
○�　人口10万人あたりの就業者数は、保健師が46.0人、助産師は33.8人、看護師は944.7人、
准看護師は129.4人となっています。
○�　就業者数は、平成22年(2010年)末との比較で准看護師以外の看護職員で増加し、人口10
万人あたりの就業者数も平成28年(2016年)末時点で准看護師を除く看護職員において全国
値を上回っています。
○�　看護職員の確保については、国では、平成37年（2025年）までに少なくとも毎年３万人
の増加が必要としており、本県では全国と同様に平成22年（2010年）から平成28年（2016
年）まで平均290人／年で増加しています。

表３－６－４－１　看護職員就業者数、人口10万人当たり就業者数

（単位：人）
22年 24年 26年 28年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

看護職員数 14,568� 1,394,787� 14,780� 1,452,635� 15,846� 1,509,340� 16,304� 1,559,562�

人口10万人あたり 1,033.0 1089.2 1,044.5 1139.3 1,119.1 1187.7 1,153.9 1228.7

保健師数 603� 45,003� 594� 47,279� 668� 48,452� 650� 51,280�

人口10万人あたり 42.8 35.1 42.0� 37.1 47.2� 38.1 46.0� 40.4

助産師数 395� 29,670� 398� 31,835� 461� 33,956� 478� 35,774�

人口10万人あたり 28.0� 23.2 28.1 25.0� 32.6 26.7� 33.8 28.2�

看護師数 11,414� 953,521� 11,821� 1,015,744� 12,735� 1,086,779� 13,348� 1,149,397�

人口10万人あたり 809.3 744.6 835.4 796.6 899.4 855.2 944.7 905.5

准看護師数 2,156� 366,593� 1,967� 357,777� 1,982� 340,153� 1,828� 323,111�

人口10万人あたり 152.9 286.3 139 280.6 140 267.7 129.4 254.6

　� 出典：「衛生行政報告例」厚生労働省
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表３－６－４－２　看護師・准看護師の就業場所別就業者数
（単位：人） 22年 24年 26年 28年

病院 9,166 67.5% 9,333� 67.7% 9,884� 67.2% 9,831� 64.8%

診療所 2,035 15.0% 1,912� 13.9% 2,161� 14.7% 2,167� 14.3%

訪問看護 445 3.3% 491� 3.6% 503� 3.4% 610� 4.0%

福祉施設 1,483 10.9% 1,591� 11.5% 1,713� 11.6% 2,101� 13.8%

その他 441 3.2% 461� 3.3% 456� 3.1% 467� 3.1%

合計 13,570 100.0% 13,788� 100.0% 14,717� 100.0% 15,176� 100.0%

� 出典：「衛生行政報告例」厚生労働省

○�　県内の看護師等養成所は、４年制大学３校を含む15機関で、平成29年度（2017年度）の
入学定員数は775人です。課程別の入学定員数等は次の表のとおりです。

表３－６－４－３　看護師等養成所課程別入学定員数等　
（単位：人）

課程 施設数 入学定員数 入学者数 充足率

４年生（大学） ３ 210 224 100.0%

看護師３年課程 10 480 441 91.9%

看護師２年課程 １ 40 10 25.0%

准看護師課程 ２ 45 43 95.6%

合　計 16 775 718 92.6%

� 平成29年(2017年) ４月現在

○�　平成24年（2012年）以降、本県の入学者数は、大学を除く看護師等養成所の一部では、
入学定員数に満たない状態が続いています。その理由としては、18歳人口の減少や京阪神
地域に新たに開設された看護大学への流出が考えられます。
〇�　県内の看護師等養成所の入学定員数は、平成30年度（2018年度）に２校が募集を中止す
ることにより80人減少します。また、少子化の進展や看護基礎教育のカリキュラム改正な
どにより、今後の県内の看護職員養成数に変化を及ぼすことが予測されます。
○�　病院看護職員の離職率は、全国では11%前後を推移していますが、滋賀県では10%前後
を保っています。本県では、看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業を滋賀県看護協
会と連携して行い、勤務環境改善に取り組む施設が増えることにより、県内の看護職員の
離職率は、全国平均以下で推移しています。しかし、働き方の変化により出産・子育て・
介護をしながら就業を続けることができる制度の活用が望まれる一方で、夜勤就業者が減
少するという新たな課題があります。
○�　本県の新人看護職員の離職率は、平成21年度（2009年度）は10.2％と高値でしたが、新
人看護職員研修ガイドラインに沿った新人看護職員研修や新人看護職員研修の支援事業等
を実施することにより、平成28年度（2016年度）の新人看護職員の離職率は6.4%となっ
ています。
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表３－６－４－４　病院看護職員の離職率の推移（過去６年）
　 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

常勤（滋賀県） 9.6% 10.2% 9.6% 9.9% 10.3% 9.8%
新卒（滋賀県） 6.9% 6.6% 5.9% 8.6% 9.2% 6.4%
常勤（全国） 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.9% ―
新卒（全国） 7.5% 7.9% 7.5% 7.5% 7.8% ―
� 出典：日本看護協会（全国データ）

（２）本県における在宅看護の人材確保について
○�　在宅看護については、少子化・高齢化の進展や平成37年（2025年）に向けた医療需要の
変化から地域で支える医療への転換が進むことが見込まれるため、在宅医療福祉を担う看
護職員の確保対策が重要となります。平成24年(2012年) ３月に在宅医療福祉を担う看護職
員確保対策基金を設置し、この基金を活用した事業を行うことで、訪問看護師数も増加し
ています。しかし、地域医療構想において在宅医療等の医療需要は平成37年（2025年）ま
でに平成25年（2013年）の約1.5倍に増加すると推計しており、訪問看護ステーションや
福祉施設等の就業者数を更に増やす必要があります。
○�　在宅看護の質の確保については、少子化・高齢化の進展、医療の高度化・専門化、そし
て、地域医療構想の実現に向けた病院機能の変化を背景に、医療施設から在宅療養へ移行
する医療依存度の高い利用者の増加などに対応するため、それらを支える質の高い看護の
提供ができる看護職員の育成が課題です。そのため、在宅看護に関連した専門看護師・認
定看護師や特定行為を適切に行うことができる看護師を地域の実情に応じて確保していく
必要があり、また、その活躍が期待されます。

具体的な施策

（１） 本県における医療需要の変化(高度化および機能分化、働き場所の変化)に対応する看護
職員の養成・確保・定着の推進

ア　2025年に向けた地域医療構想と整合性のある看護職員配置数の推計
　○�　県は、平成30年度（2018年度）、国の示す需給推計方法に基づき、地域医療構想と整

合性のある看護配置の推計を行い、目標値を明らかにします。
イ　看護職員の総合的な確保対策と資質向上
　○�　県は、現在の増加率を維持できるよう看護職員を養成し確保定着を図ります。また、

滋賀県看護協会をはじめ関係団体との役割分担、連携を図りながら看護職員の資質向上
に取り組みます。

　①　看護職員の養成
　　○�　中高生を対象とした看護職の魅力を伝える啓発を推進し、看護師等養成所（大学を

含む）の学生確保に取り組みます。
　　○�　質の高い看護職員を養成するため、看護師等養成所の安定した運営を支援します。
　　○�　看護師等養成所における充実した基礎教育を実施するため、養成所専任教員の資質

向上や実習指導者の養成に努めます。
　②　看護職員の確保定着および離職防止対策の推進
　　○�　県内・県外の新規就職者を確保するため、看護職員修学資金等貸与事業のほか、滋
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賀県の医療機関等の魅力を伝える広報事業を行います。
　　○�　病院内保育所運営費の助成、ワーク・ライフ・バランスの推進や相談体制の整備な

どにより、看護職員の勤務環境の改善を促進します。
　　○�　働き方改革を推進するために、看護職だけでなく他の職種を含む医療勤務環境全体

の改善に向けて、ナースセンター事業の充実を図るとともに、医療勤務環境改善支援
センターとの連携を促進します。　

　③　潜在看護力活用の推進
　　○�　滋賀県ナースセンター事業の周知および充実を図り、退職時の届出の定着と潜在看

護職員の再就業を促進します。
　④　看護職員の資質向上
　　○�　新人看護職員研修ガイドラインに沿った新人研修の支援や教育担当者の育成を行い

ます。また、基礎教育と連携した新人教育が行えるよう、意見交換会等を開催し支援
します。

　　○�　医療の高度化・専門化に対応するため、資質向上研修や研修補助事業を行い、より
高度な知識と技術を習得し、質の高い看護ができるよう支援します。

（２） 在宅医療福祉を担う質の高い看護職員の確保と多様化する医療ニーズに対応できる専門
性の高い看護職員の育成

ア　在宅医療福祉を担う看護職員の確保対策
　○�　県は、訪問看護ステーションや福祉施設等の就業者数を増やすために看護職員の確保

定着を図ります。
　①　潜在看護職員の活用
　　○�　再就業のコーディネート（就業相談）や就職説明会、復職支援研修を実施し再就業

を支援します。
　②　在宅医療福祉を担う看護職員の確保定着および離職防止
　　○　在宅看護を担う新人訪問看護師を育成します。
　　○�　就業後の職場内研修および勤務環境整備への支援を行います。
イ　多様化する医療ニーズに対応できる専門性の高い看護職員の育成
　○�　医療施設から在宅療養へ移行する医療依存度の高い利用者が増加するなど多様化する

医療ニーズに対応できるよう、看護職員の資質向上を支援します。そのために、指定研
修機関である滋賀医科大学と連携し、特定行為研修制度の周知や情報提供、受講支援を
実施し、特定行為を適切に行うことができる看護師を地域の実情に応じて育成します。
また、在宅看護に関連する専門看護師・認定看護師を育成し看護職員全体の資質向上を
図ります。

　○�　訪問看護支援センターや訪問看護連絡協議会、関係団体等と連携し、在宅看護に関す
る教育体系に沿った研修を実施し看護職員の資質向上を図ります。
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【職種別の取組】
①保健師

目指す姿

▶  誰もが状態に応じて、適切な場所で必要なサービスが受けられる滋賀県の医療福祉
を提供するために必要な保健師を確保できる

取組の方向性
　（１）�地域に責任を持つ活動ができる保健師の育成
　（２）保健師人材育成体制の整備

現状と課題
○�　就業者数は、平成22年（2010年）に比べて増加しています。従事場所としては、83.7%
が自治体であり、その他に医療関係機関6.9%、事業所4.0%となっています。
○�　自治体で働く保健師の活動領域は、保健分野を中心に福祉分野・健康管理分野等、他の
行政分野への分散配置が進んでいます。
○�　本県では平成25年度（2013年度）に「滋賀県保健師活動指針」を策定し、地域に責任を
もつ保健師活動の推進に向けた取組を行っています。
○�　自治体で働く保健師が、どのような所属や執務体制であっても、必要な能力を継続的に
獲得するための人材育成体制を整備することが必要です。

表３－６－４－５　保健師数の年次推移　　　　　　図３－６－４－６
 　自治体で働く保健師数の年次推移　　

（単位：人） H22 H24 H26 H28

滋賀県
保 健 師 数 603 594 668 650

人口10万対 42.8 42.0 47.2 46.0

全 国
保 健 師 数 45,003 47,279 48,452 51,280

人口10万対 35.1 37.1 38.1 40.4

� 出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀県調べ）

具体的な施策

（１）地域に責任を持つ活動ができる保健師の育成
○�　滋賀県保健師活動指針に基づき、地域に責任をもつ保健師活動を県内全体で推進できる
よう、地区担当制の推進・統括保健師の配置・体系的人材育成を重点項目として実践し、
その達成と進捗状況の把握に努めます。

（２）保健師人材育成体制の整備
○�　自治体保健師を対象とする人材育成指針を作成し、県や各市町が取り組める人材育成の
体制を整備します。

402 403 405 412 417 433 444 446 447 450 456 458 455 454 460

84 87 88 84 82 81 84 83 84 83 83 84.5 88

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

市町保健師数 県保健師数
（人）
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【職種別の取組】
②助産師

目指す姿

▶  周産期医療の変化に合わせ、院内助産＊にも対応できる助産技術や判断力を備え、経
験を重ねた助産師を確保できる

取組の方向性
　（１）院内助産にも対応できる助産師の育成と確保
　（２）安全な助産のための県内助産師全体の資質の向上

現状と課題
○�　就業者数は、年々増加しており、そのうち病院の就業者数は平成22年（2010年）以降全
体の半数近くを占める状態が続いています。しかし、本県の特性として、診療所で出産す
る割合が高く、病院での正常分娩が少ないことから、病院の就業助産師は正常分娩を経験
する機会が少なく、助産師外来や院内助産に必要な正常分娩の経験が十分に積めない状況
にあります。逆に、診療所や助産所の就業助産師は、ハイリスクな分娩の経験をする機会
が少ない状況にあります。
○�　県内診療所の産婦人科医の高齢化を含めた周産期医療体制の変化から、今後、分娩でき
る産科診療所の減少が予測され、院内助産の需要が増える可能性があります。

表３－６－４－７　助産師の就業場所別就業者数
22年 24年 26年 28年

病院 198� 50.1% 222� 55.8% 243� 52.7% 229� 47.9%
診療所 141� 35.7% 129� 32.4% 163� 35.4% 184� 38.5%
助産所 30� 7.6% 29� 7.3% 27� 5.9% 28� 5.8%

保健所・市町 11� 2.8% 4� 1.0% 13� 2.8% 18� 3.7%
看護師等養成所 14� 3.5% 13� 3.3% 14� 3.0% 17� 3.5%

その他 1� 0.3% 1� 0.3% 1� 0.2% 2� 0.4%
合計 395� 100.0% 398� 100.0% 461� 100.0% 478� 99.8%

　� 出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）

具体的な施策

（１）院内助産にも対応できる助産師の育成と確保
○�　病院と診療所間で助産師を相互に派遣することにより、病院の就業助産師は正常分娩の
助産経験を十分に重ね、診療所や助産所の就業助産師はハイリスク分娩の助産経験を重ね
ることをとおして、助産技術の向上を図れるよう支援します。

（２）安全な助産のための県内助産師全体の資質の向上
○�　病院・診療所・助産所等の就業助産師が、安全・安心な助産が行えるよう資質向上のた
めのキャリアアップ研修の支援を行います。



−251−

第
６
章　
患
者
・
利
用
者
を
支
え
る
人
材
の
確
保

第
３
部

【職種別の取組】
③看護師・准看護師

目指す姿

▶  医療現場の高度化・専門化および機能分化、就業場所の変化に対応できる看護師・
准看護師を確保できる

取組の方向性
　（１）�2025年に向けて必要な場所に必要なサービスが提供できる看護師・准看護師の確保
　（２）�医療現場の高度化・専門化および機能分化、就業場所の変化に対応できる質の高

い看護師の育成

現状と課題
○�　病院での就業者数は平成26年（2014年）まで増加していましたが、平成28年（2016年）
に初めて減少に転じています。診療所での就業者数は、横ばいもしくは微増しています。
また、訪問看護ステーションや福祉施設での就業者数は、年々増加の傾向にあります。
○�　就業者数は増加していますが、今後、病院から訪問看護ステーション・福祉施設へと就
業場所が徐々に移行すると考えられ、看護師の就業者数はゆるやかな増加が予測されます。
○�　平成30年度（2018年度）後半に予定されている看護職員需給見通しの推計結果に基づき、
地域医療構想と整合性のある看護職員配置数等を明らかにする必要があります。
○�　病院の就業者は、医療の高度化・専門化により、また、地域医療構想で示されるように
病院の機能分化が進むことで、高い専門性がますます求められます。

具体的な施策

（１）2025年に向けて必要な場所に必要なサービスが提供できる看護師・准看護師の確保
○�　在宅医療福祉を担う看護師を育成する研修や就業を促進する支援を行い、訪問看護ス
テーションや福祉施設等へ就職する看護師の確保に取り組みます。

（２） 医療現場の高度化・専門化および機能分化、就業場所の変化に対応できる質の高い看護
師の育成

○�　専門看護師、認定看護師、認定看護管理者などの看護師の育成を支援し、看護職員全体
の資質向上を図ります。
〇�　医療依存度の高い患者や利用者への対応のために、チーム医療を担うことができる看護
師として、特定行為を適切に行うことができる看護師を地域の実情に応じて育成します。

《数値目標》
目標項目 現状値（Ｈ28） 目標値（Ｈ35） 備考
看護職員の
就業者数

290人／年　増加
（H22～Ｈ28の平均値） 290人／年　増加 平成30年度に、国が示す需給推

計方法に基づき目標値を見直す
看護職員の
離職率 9.8% 10％前後の維持 平成30年度に、国が示す需給推

計方法に基づき目標値を見直す
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５　管理栄養士・栄養士

目指す姿

▶  地域包括ケアシステムの下、管理栄養士・栄養士が多職種と連携し、優先的に解決
すべき栄養の課題を解決することができる

取組の方向性
　（１）管理栄養士・栄養士の資質向上
　（２）市町における管理栄養士・栄養士の配置促進

現状と課題
○　平成26年（2014年）末度現在の県内病院に従事する管理栄養士、栄養士は327人です。

表３－６－５－１　管理栄養士・栄養士数

　　
平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

管理栄養士・栄養士数 272 34,303 308 35,496 310 37,628 327 38,780

人口10万人あたり 19.8 27.2 22.2 28.1 21.9 29.5 23.1 30.5

� 出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）

○�　県内の養成施設は、平成29年(2017年) ４月１日現在、管理栄養士養成施設２施設（入学
定員110人）、栄養士養成施設１施設（入学定員35人）です。
○�　平成29年（2017年）６月現在、県内19市町のうち15市町に管理栄養士が配置されています。
○�　病院や診療所において、生活習慣病重症化予防のために継続した栄養指導が求められる
など、管理栄養士の役割が重要となっています。
○�　地域包括ケアシステムの下、在宅を基本とした生活の継続を目指すために、だれもが自
分の口から食べる楽しみを得られるよう、多職種連携により適切な支援を行うことが求め
られています。
○�　地域においては、ライフステージを通じた望ましい生活習慣の獲得およびメタボリック
シンドロームに関する知識の普及や、栄養・食生活および運動に関する適切な情報提供、
食品産業等と連携した食環境の整備など、食育も含めた健康づくりに関する取組を推進す
ることが必要です。
○�　特定健診・特定保健指導が保険者に義務づけられ、管理栄養士には、保健指導に関する
専門的知識および技術が求められています。

具体的な施策

○�　県は栄養士会など関係機関と協力しながら、多職種と連携した栄養・食生活支援の充実
のため、研修会を通じて管理栄養士・栄養士の資質向上を図ります。
○�　地域における食環境整備の推進、食育推進体制の確保のため、市町における管理栄養士
等の配置促進を図ります。
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６　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

目指す姿

▶  身近な地域でリハビリテーションが受けられる専門職が確保されることにより、県
民誰もがあらゆるライフステージにおいて、持ちうる能力を活かし、自立して活動、
社会参加しながら地域で暮らすことができる

取組の方向性
　（１）リハビリテーション専門職の人材確保・育成
　（２）リハビリテーション専門職の中核的人材の育成
　　　 ※リハビリテーション専門職：理学療法士＊・作業療法士＊・言語聴覚士＊をいう。

現状と課題
○�　平成28年（2016年）10月現在の県内の病院に従事する理学療養士は人口10万人あたり
48.0人（全国58.5人）、作業療法士は人口10万人あたり24.6人（全国34.6人）、言語聴覚士
は8.7人（全国12.0人）となっており、３職種全てにおいて全国よりも少ない状況です。

表３－６－６－１　病院に従事するリハビリテーション専門職数
滋　賀 全　国

常勤換算数 対人口10万人 常勤換算数 対人口10万人
理学療法士 677.6 48.0 74,235.6 58.5
作業療法士 346.5 24.6 43,884.1 34.6
言語聴覚士 121.9 8.7 15,123.2 12.0
� 　出典：平成28年度「病院報告」（厚生労働省）

表３－６－６－２　介護保険サービス施設・事業所に従事するリハビリテーション専門職数
滋　賀 全　国

常勤換算数 対人口10万人 常勤換算数 対人口10万人
理学療法士 216 15.3 32,082 25.3
作業療法士 114 8.1 17,281 13.7
言語聴覚士 19 1.4 3,418 2.7
� 　出典：平成28年度「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省）

○�　県内の養成施設は、平成29年（2017年）４月１日現在、１施設であり、入学定員は理学
療法士養成課程80人、作業療法士養成課程40人です。
○�　県内の病院で従事する理学療養士、作業療法士の年齢別状況では、50.5%が20歳代で、
経験年数でみると46.4%が５年未満となっています。
○�　機能回復を目指した医学的リハビリテーションだけにとどまらず、障害福祉や教育、就
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労、地域づくりなど、人々の暮らしにかかわる様々な領域において、心身機能の評価のみ
ならず「活動」と「参加」に働きかけるリハビリテーション専門職の中核的人材の育成が
重要です。
○�　市町で実施される介護予防・日常生活支援総合事業＊等に対してリハビリテーション専
門職が積極的に関与することが重要です。
〇�　病院や地域の様々な分野においてリハビリテーション専門職の＊活躍が期待されている
ことから、リハビリテーション専門職の確保および資質向上のための体系的な人材育成が
必要です。

具体的な施策

（１）リハビリテーション専門職の人材確保・育成
○�　リハビリテーション専門職の県内定着、県内誘導を図るために、修学資金制度の運用を
行うとともに、医療福祉拠点整備事業等により、大学等の高等教育機関の整備を促進しま
す。
○�　保健・医療・福祉・教育・職業等様々な分野の多職種が、リハビリテーションについて
共通理解ができ、専門的技術が習得できるなど、多職種協働でリハビリテーションの推進
が図れるための人材を育成します。
○�　リハビリテーション専門職の関係団体と意見交換しながら、体系的な人材育成体制の整
備を図ります。

（２）リハビリテーション専門職の中核的人材の育成
○�　地域ごとのリハビリテーション推進の中核を担う責務があることを自覚し、総合的な知
識を習得した、各地域における旗振り役となれる人材の育成を推進するとともに、地域で
の活動展開のあり方についての検討を進めます。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備考

県内で従事するリハビリテーション
専門職の確保 1,908人 3,000人(H37) 県の推計による

地域リハビリテーションの中核を担
う人材の育成 ０人 60人
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７　歯科衛生士・歯科技工士

目指す姿

▶  全てのライフステージにおいて、県民が必要な歯科保健医療サービスを受けること
ができる体制に必要な歯科衛生士および歯科技工士の確保

取組の方向性
　（１）歯科衛生士および歯科技工士の早期離職防止と復職支援
　（２）超高齢社会の歯科保健医療ニーズに応えられる人材の育成

現状と課題
　○　平成28年（2016年）末現在の県内の歯科衛生士数は、1,290人です。

表３－６－７－１　歯科衛生士数
平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国
歯科衛生士数 1,137 103,180 1,187 108,123 1,182 116,299 1,290 123,831

人口10万人あたり 80.6 80.6 83.9 84.8 83.5 91.5 91.3 97.6
� 出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）

○　平成28年（2016年）末現在の県内で従事する歯科技工士数は、374人です。
表３－６－７－２　歯科技工士数

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年
滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

歯科技工士数 405 35,413 394 34,613 401 34,495 374 34,640
人口10万人あたり 28.7 27.7 27.8 27.1 28.3 27.1 26.5 27.3
� 出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省）

○�　県内の養成施設は、平成29年（2017年）４月１日現在、歯科衛生士１施設（入学定員38
人）、歯科技工士１施設（入学定員30人、平成30年度新規入学生の募集停止）です。
○�　在宅療養者や施設入所者、病院入院患者等に対する訪問歯科診療や口腔ケアの必要性が
高まっており、地域包括ケアシステムの下で歯科分野を担う人材が必要になっています。
○�　超高齢社会を背景に、歯科治療ニーズが多様化しており、ニーズに合った技工物を作成
できる、知識と経験を備えた歯科技工士が求められています。

具体的な施策

○�　県は、歯科衛生士および歯科技工士の人材確保と資質向上の課題に対して、早期離職防
止、離職者に対する復職支援を基本方針として取り組みます。
○�　県は、歯科衛生士会や歯科技工士会との情報共有を行いながら、人材の確保と育成にか
かる課題の抽出、具体策の検討を行い、実施します。
○�　県は、歯科医師会と連携し、歯科衛生士、歯科技工士の人材確保に関する施策の方向性
を共有し、地域包括ケアシステムの歯科分野等、今後県民が必要とする歯科保健医療サー
ビスの提供体制を整えます。
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８　精神保健福祉士

目指す姿

▶  広く県民の精神保健福祉の保持に資するために、保健、医療、福祉にまたがる領域
において、精神保健福祉士が県民一人ひとりの安心で安定した地域生活の実現に寄
与している

取組の方向性
　（１）�医療機関や相談支援機関等に所属する精神保健福祉士の専門的機能の充実強化と

多機関・多職種との連携・協働ができる人材の育成　
　（２）�ケアマネジメント、コンサルテーション、チームアプローチ、ネットワーキング

等の関連援助技術などの実践的教育による資質の向上

現状と課題
○�　精神障害者の社会復帰を促進する上で、精神障害者の保健・福祉に関する専門的知識・
技術を有する者による相談・援助を行うことが重要です。
○�　精神保健福祉士は、社会福祉学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社
会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動をとおして、その人らしいラ
イフスタイルの獲得を目標としています。
○�　本県においても、精神疾患患者は増加傾向にあり、こうした人たちへの相談・援助を行
う精神保健福祉士の適正な配置や資質の向上が求められています。
○�　平成27年（2015年）６月30日現在で、本県の精神科病院および精神科診療所に72人（う
ち非常勤４人）が従事しています。

表３－６－８－１　精神保健福祉士数　　
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国 滋賀県 全国

精神科病院および精神科診療所
に従事する精神保健福祉士数

（うち非常勤）

　71　
( ７)

9,556
(606)

73
( ９)

10,017
(657)

62
( ４)

10,073
(574)

72
( ４)

10,539
(646)

人口10万人あたり 5.09 7.54 5.14 7.80 4.36 7.86 5.07 8.22

� 出典：「精神保健福祉資料」（厚生労働省）

具体的な施策

○�　精神障害者の地域移行を促進するための家族調整や住居確保など、地域移行に係わる
精神保健福祉士の専門的知識に加え、幅広い支援技術の向上に努めます。

○�　精神障害者のニーズに寄り添った包括的な相談支援が実施できるよう、適正なアセス
メントに基づく、多機関協働による支援ができる実践的技術の習得を図ります。

○�　滋賀県精神保健福祉士会の積極的な取組との協働により、精神保健福祉士の確保と資質
の向上に向けた取組の充実を図ります。
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９　その他の保健医療従事者

目指す姿

▶ 保健医療従事者が、患者に適切な医療を提供する「チーム医療」に対応できる

取組の方向性
　（１）各保健医療従事者の資質の向上
　（２）あん摩マッサージ指圧等の施術に関する適切な情報提供の実施

現状と課題
○�　その他の保健医療従事者として、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、視能
訓練士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等があります。
○�　診療放射線技師（診療エックス線技師を含む）
　　平成27年(2015年)10月現在、県内の病院に421人が従事しています。
○　臨床検査技師（衛生検査技師を含む）
　　平成27年(2015年)10月現在、県内の病院に485人が従事しています。
○　臨床工学技士
　　平成27年(2015年)10月現在、県内の病院に240人が従事しています。
○　視能訓練士
　　平成27年(2015年)10月現在、県内の病院に53人が従事しています。
○　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
　�　平成28年(2016年)末現在の県内就業者数は、あん摩マッサージ指圧師878人、はり師1,077
人、きゅう師1,062人、柔道整復師634人です。
○�　専門性を有する保健医療従事者が、医療と福祉が一体となった質の高い医療を提供する
ため、「チーム医療」として業務を分担、連携、補完することが必要です。
○�　資格を必要としないマッサージ類似行為の施術所が増加し、健康被害の報告もあること
から、県民への正しい情報の提供が必要となっています

具体的な施策

（１）各保健医療従事者の資質の向上
○�　保健医療従事者が、緊密な連携を保ち、患者に適切な医療を提供する「チーム医療」に
対応できるよう、保健医療従事者の資質の向上を支援します。

（２）あん摩マッサージ指圧等の施術に関する適切な情報提供の実施
○　県民に対し、ホームページを利用した情報発信を行います。
○�　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術所に関し、「施術所開
設届出済証」を発行し、県民の施術所選択の一助とします。
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10　介護サービス従事者

目指す姿

▶  介護サービス利用者やその家族が安心して生活している
▶  需要に対して必要な介護職員が確保されている

取組の方向性
　（１）介護人材の参入促進と介護のイメージアップの強化
　（２）多様なニーズに対応できる介護職員の育成と研修体系の構築等
　（３）介護支援専門員＊の質の向上
　（４）新任・現任職員に対する定着支援
　（５）働きやすい環境改善に向けた支援
　（６）介護人材確保・育成・定着施策の効果的実施に向けた環境整備

現状と課題
（１）介護人材の不足
○�　平成28年（2016年）10月現在の本県の介護サービス施設・事業所の介護職員数は、実人
員で16,297人、常勤換算で11,063人です。
○�　県内の介護福祉士養成施設＊等の定員は70人であり、平成25年度（2013年度）比で30人
（30％）の減少となっています。また、平成28年度（2016年度）の卒後進路の状況は、
90％が介護等の業務に就業しています。
○�　平成28年(2016年)の滋賀県内の有効求人倍率を見ると、全産業計で1.07倍であるのに対
し介護関係では2.79倍と非常に厳しい現状となっています。
○�　国の需給推計によれば、平成37年（2025年）には、本県において、約24,200人の介護職
員が必要であると推計されるとともに、約3,400人の介護職員が不足する見通しとなって
おり、介護人材確保は喫緊の課題となっています。

表３－６－10－１　介護職員数等の推移

　 H18.10月
(2006年)

H21.10月
(2009年)

H24.10月
(2012年)

H27.10月
(2015年)

H28.10月
(2016年)

要介護（要支援）認定者数 40,805 44,861 51,933 59,467 61,112

介護職員数（実数） 11,370 12,782 14,319 15,997 16,297

うち介護福祉士数 2,912 4,382 5,576 7,054 7,439

� 出典：「介護保険事業状況調査」（厚生労働省）　　　　
� 「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省）
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図３－６－10－２　滋賀県の有効求人倍率の推移

� 出典：「職業安定業務統計」（厚生労働省）により作成　　　　　　

（２）介護職員の離職
○�　介護職員の離職率は、全産業と比較し若干高い水準となっているとともに、１年間に離
職した者のうち「入職後３年未満の者」が７割以上となっています。

表３－６－10－３　介護職員および全産業の離職率

H26 H27 H28

介護職員
全　国 16.5% 16.5% 16.7%

滋賀県 16.9% 15.6% 15.5%

全 産 業
全　国 15.5% 15.0% 15.0%

滋賀県 11.5% 14.2% 14.9%

� 　　　出典：介護職員の離職率　「介護労働実態調査」（（公財）介護労働安定センター）
� 全産業の離職率「雇用動向調査」（厚生労働省）　　　　　　　　　　　　

表３－６－10－４　介護職員離職者のうち入職後３年未満の者の割合

H26 H27 H28

全　国 73.9%(40.1%) 74.8%(40.2%) 67.2%(39.9%)

滋賀県 68.8%(34.9%) 76.5%(48.3%) 66.2%(37.4%)

※括弧内は、入職後１年未満の者。
� 出典：「介護労働実態調査」（（公財）介護労働安定センター）

○�　また、離職理由を見ると、「職場の人間関係」、「収入が少ない」、「法人・事業所の理念
や運営のあり方への不満」、「結婚・出産・妊娠・育児」、「将来の見込みが立たない」といっ
た理由が上位を占めています。
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表３－６－10－５　離職理由

　 H26 H27 H28

職場の人間関係
全　国 26.6% 25.4% 23.9%

滋賀県 26.5% 19.6% 21.2%

法人・事業所の理念
運営のあり方への不満

全　国 22.7% 21.6% 18.6%

滋賀県 19.1% 17.6% 19.2%

収入が少ない
全　国 18.3% 17.0% 16.5%

滋賀県 10.3% 19.6% 11.5%

将来の見込みが立たない
全　国 15.9% 16.4% 17.7%

滋賀県 10.3% 9.8% 5.8%

結婚・出産・妊娠・育児
全　国 8.5% 14.1% 20.5%

滋賀県 8.8% 17.6% 25.0%

� 　　　　出典：「介護労働実態調査」（（公財）介護労働安定センター）

【参考：平成27年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査】 （（公財）社会福祉振興・試験センター）

　●離職理由（介護福祉士）
　　・法人・事業所の理念や運営のあり方への不満　33.5%
　　・職場の人間関係　　　　　　　　　　　　　　29.4%
　　・収入が少ない　　　　　　　　　　　　　　　28.0%
　　・労働時間・休日・勤務体制が合わない　　　　21.4%
　　・将来のキャリアアップが見込めない　　　　　17.6%
　　・結婚、出産、妊娠、育児　　　　　　　　　　 8.4%

（３）介護職員の育成
○�　介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ要介護者や認知症高齢者、高齢者のみの世帯などの
増加に伴い、介護ニーズの多様化に対応できるよう、また、医療職と適切に連携できるよ
う、介護職員の質の向上が求められています。

具体的な施策

（１）介護人材の参入促進と介護のイメージアップの強化
○�　学校や関係団体等と連携しながら、広く県民への介護の仕事の魅力などの啓発により介
護への関心や認識を高めることや、介護福祉士養成施設・養成学校の入学者に対する修学
資金貸付け、介護・福祉人材センター＊とハローワークや市町など関係機関との一層の連
携強化を図ることにより、介護人材の参入を促進します。
○�　高齢者、障害者、外国人等に対する介護職員初任者研修等の実施や介護の未経験者に対
するガイダンス、介護・福祉職場体験の実施などにより他分野からの新規参入や多様な人
材の新規参入を促進するとともに、介護福祉士や介護職員初任者研修修了者など潜在有資
格者等の登録と再就職に向けた支援に取り組みます。
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○�　マスメディアやポスターなどを活用した啓発、介護関係のイベントの開催等を支援するなど積
極的に介護のイメージアップを図るとともに、介護職の魅力などについても情報を発信します。

（２）多様なニーズに対応できる介護職員の育成と研修体系の構築等
○　喀痰吸引等の医療的ケアができる介護職員の育成を進めます。
○�　多職種と連携して的確な介護サービス提供などができる介護職員を養成するとともに、当該
職員による地域の多職種連携ネットワークへの参画や他事業所への出前講座などを通じて地域
の介護の質の向上支援を図ります。
○�　また、このような質の高い人材を、より早い段階から養成するため、介護福祉士養成施設の
取組を支援します。
○　働きながら介護職員実務者研修等を受講できるよう支援します。
○�　キャリアアップに向けて、研修体系の再構築の検討や効率的かつ効果的な研修の実施に向け
て、その環境整備を図るとともに、介護職員個々のキャリア形成に向けた支援を行います。
○�　人権について、正しい理解と認識を深め、人権尊重の視野に立った質の高いサービスが提供
できるよう利用者の人権擁護等に関する啓発・研修の推進を図ります。

（３）介護支援専門員の質の向上
○�　医療に関連した事例のケアマネジメントの展開等が盛り込まれた新研修カリキュラム等に基
づき、研修内容を充実し、地域包括ケアシステムの担い手となる介護支援専門員を育成します。
○�　主任介護支援専門員＊は、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域課題の把握から社会資源
の開発などの地域づくり、介護支援専門員の育成などの役割を担うことから、こうした役割を的
確に担える質の高い主任介護支援専門員を養成します。
○�　高齢障害者のニーズに応じた適切なサービスが提供されるよう、障害者自立支援協議会や地
域包括支援センターなどを通じて、介護支援専門員と相談支援専門員＊との連携促進を図ります。

（４）新任・現任職員に対する定着支援
○�　合同入職式やその後の新人職員向けの研修・交流会の開催により、新人職員間のネットワー
クづくりやモチベーションの維持向上を支援することで新人職員の定着を促進するとともに、新
人職員の育成役に中堅職員を配置する「メンター制度」の導入を推進します。

（５）働きやすい環境改善に向けた支援
○　介護従事者に対する職業生活相談などの実施により職員の離職防止に努めます。
○�　介護職員が将来に見通しを持って働き続けられる環境を整備することで、定着を促進すると
ともに、新規参入も促進します。
○�　キャリアパス＊の整備促進による処遇改善を図るほか、ワーク・ライフ・バランス＊の実現、
育児休暇、子どもの看護休暇、時間単位での休暇制度の導入など働きやすい労働環境の整備に
向けて、セミナーの開催などの支援策を実施するとともに、業務の負担軽減や効率化に資する
機器や用具について、事業所での導入を進めるとともにその効果や課題を情報提供することに
より普及を促進します。
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（６）確保・育成・定着施策の効果的実施に向けた環境整備
○�　介護職員の確保・育成・定着支援の中核である介護・福祉人材センターと福祉研修セン
ター＊が、就職前から育成、定着支援まで一貫して効果的に実施できるよう、そのあり方
を見直します。

《数値目標》
●介護職員数　　

H28（2016）年基準値 H32（2020）年目標値 H35（2023）年目標値 H37（2025）年目標値

18,600人 21,100人 23,000人 24,200人

●介護福祉士数　

H28（2016）年基準値 H32（2020）年目標値 H35（2023）年目標値 H37（2025）年目標値

8,500人 9,700人 10,500人 11,100人

　（指標の出典）
・�「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省）より、調査の回収率で割戻して本県の推
計値として算出。


